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第１章 総 則 

 

第１節 目 的 

 この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき錦江町の地域に係る災害対

策に関して、おおむね次の事項を定め、もって防災に万全を期するものである。 

 なお、錦江町地域防災計画（令和３年１１月）は廃止する。 

 

１ 錦江町地域の地勢と災害記録及びその特性、錦江町地域の防災に関し、錦江町

及び公共団体、その他防災上重要な施設の管理者が処理すべき事務、又は業務の

大綱等に関する事項 

 

２ 災害危険地域の調査把握、防災施設及び物資等の整備、防災教育及び訓練並び

に防災組織の整備等の災害予防計画 

 

３ 防災に関する組織、動員、気象警報等の伝達、災害情報の収集、避難、水防、

消防等の災害発生の防御計画及び食糧、衣料等の供給、医療、救出等の応急救助

計画並びに災害時広報、その他災害の拡大を防止するための計画等、災害応急対

策の計画 

 

４ 災害の復旧に関する計画 

 

 

第２節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

錦江町地域の防災に関し、錦江町及び町内公共的団体、その他防災上重要な施設

の管理者は、おおむね次の事務又は業務を処理する。 

 

１ 錦江町 

（１）錦江町防災会議に関する事務 

（２）防災に関する施設、組織の整備と訓練及び災害予防 

（３）災害に関する情報の収集、広報活動等による情報の伝達及び被害調査 

（４）災害の防御と拡大防止の対策 

（５）罹災者の救助、医療防疫等 

（６）町管理施設の応急対策 

（７）災害時の文教、保健衛生、公安対策 

（８）災害時における交通輸送の確保 

（９）被災者に対する融資等被災者振興対策 
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（10）被災施設の復旧 

（11）管内関係団体が実施する災害応急対策等の調整 

（12）災害対策に関する隣接市町との相互応援協力  

 

２ 大隅肝属地区消防組合 

（１）災害に対する予防、被害の拡大防止 

（２）消防機材の整備充実と訓練の実施 

（３）災害時における避難誘導、人命救助対策 

（４）災害時における危険物貯蔵所（貯蔵施設）の被災防止対策 

 

３ 鹿児島きもつき農業協同組合 

（１）農産物、家畜管理者等に対する防災指導 

（２）非常炊出し用主食の確保 

（３）被災農家に対する融資等の援助 

（４）生活必需品、生産資材の確保 

 

４ 漁業協同組合 

漁船の遭難防止の対策、船舶の破損等に起因する港湾の汚染防止 

 

５ 商工会 

（１）被災者に対する衣料、生活必需品等の管理確保 

（２）被災商工中小企業者に対する融資等の援助 

 

６ 大隅森林組合（南大隅支部） 

（１）被害林家に対する融資の斡旋 

（２）復旧用材の確保 

 

７ 両根占土地改良区・肝属南部土地改良区 

（１）灌漑用樋門、灌水施設等の整備及び防災管理 

（２）農地及び農業用施設の被害調査及び被害復旧 

 

８ 学校、幼稚園、保育園 

（１）防災に関する施設の整備と避難訓練等による被災予防 

（２）災害時における生徒、児童、園児の避難誘導 

（３）災害時に備えた応急教育の実施 
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（４）被災施設の災害復旧 

 

９ その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

（１）医療施設経営者 

ア 防災に関する施設の整備と避難訓練等による被災予防 

イ 災害時における収容患者の避難誘導 

ウ 被災負傷者等の収容保護 

エ 災害時における医療、助産等の救助 

（２）社会福祉施設経営者 

ア 防災に関する施設の整備と避難誘導訓練等災害予防対策 

イ 災害時における収容者の避難誘導 

（３）㈱ＮＴＴフィールドテクノ鹿児島営業所 

ア 通信設備の防災対策 

イ 災害時通信の確保対策 

ウ 被災設備の応急復旧対策 

（４）雄川発電所（九州電力） 

ア 雄川ダムの安全放水の管理 

イ 被災施設の応急対策と災害復旧 

（５）九州電力送配電㈱鹿屋配電事業所 

  ア 災害発生時の送配電施設の被害復旧 

  イ 停電情報の配布 

 

 

第３節 住民及び事業所の責務 

 

１ 住民の基本的責務 

   「自分の命は自分で守る」のが防災の基本であり、住民はこの観点に立ち、日

頃から自主的に災害に備え、防災訓練や各種防災知識の普及・啓発活動をはじめ

とする町・県等防災関係機関が行う防災活動と連携・協力する必要がある。また、

住民は災害に際しての警戒・避難活動等における隣保互助等により被害を未然に

防止し、あるいは最小限に止めるため相互に協力するとともに、町及び県が実施

する防災業務に自発的に協力し、住民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に

努めなければならない。  

 

２ 事業所の基本的責務 
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  指定公共機関事業所の管理者は、町及び県等の防災関係機関が行う防災業務に

ついて協力するとともに、事業の実施に当たっては、災害対策基本法第３９条第

１項及び労働契約法第５条に掲げる防災基本計画に基づき、従業員や顧客の安全

を守りながら経済活動の維持、地域への貢献等の役割を果たすなど、その社会的

責務を自覚し、災害を防止するため最大限の努力を払わなくてはならない。 

 

 

第４節 錦江町の地勢と災害記録及び特性 

 

１ 錦江町の地勢 

  町は、大隅半島の中南部に位置し、地形的に西部海岸地域、中部高原地域、東

南部森林山岳地域の三つに大別される。北に鹿屋市、東に肝付町、南に南大隅町

に囲まれ、南北約６０㎞、東西約４０㎞、面積１６３．１９㎢となっている。 

   西部海岸地域は、南大隅町境から鹿屋市境まで約９㎞の海岸線となり、人口の

約３５％が集中している。中部高原地域は台地が広く畑作地域を形成し、東南部

森林山岳地域は大部分を国有林が占めて人工林化が進んでいる。 

東南部から神ノ川が貫流し、鹿児島湾に注いでいる。また、大隅山地を水源と

する雄川が田代を貫き、南大隅町を経て鹿児島湾に注いでいる。 

 

２ 錦江町の気象概況と災害の特性 

  全般に温暖多雨で、西部海岸地域の年間平均気温は１９℃程度で中部、東南部

は年間平均気温で１．５℃程低くなっている。また、東部山岳地域は降雨量が多

く、５月、６月の梅雨期は集中豪雨に見舞われることがある。 

一方、夏から秋に例年のように台風が襲来し、梅雨期の集中豪雨と共に、長い

海岸線一帯の高潮は、その他の多くの災害を引き起こす原因となっている。 

  町内の主な河川と山岳は、別表第１「錦江町の河川及び山岳」（P.118）のとお

り。 

 

３ 過去の災害記録  

  別表第２「錦江町の過去の災害」（P.119）のとおり。 
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第２章 災 害 予 防 計 画 

 

 

第１節 災害危険地域の調査、把握 

本計画は、浸水害、土砂災害の発生する恐れのある危険地域を調査把握し、災害

対策の基盤とするものである。 

 

１ 洪水危険地域 

  町内河川ごとの洪水危険箇所及び被災地域は資料編１‐1（P.101）のとおり。 

 

２ 火災危険地区 

資料編１－２（P.101）のとおり。 

 

３ 山腹崩壊危険地区 

資料編１－３(P.102)のとおり。 

 

４ 崩壊土砂流出危険地区 

資料編１－４（P.107）のとおり。 

 

５ 土石流危険予想箇所 

  資料編１－５（P.109）のとおり。 

 

６ 主要交通途絶予想危険箇所 

資料編１－６（P.111）のとおり。 

 

７ 急傾斜地崩壊危険地域       

資料編１－７（P.112）のとおり。 

  

８ 高潮、津波危険地域        

資料編１－８（P.116）のとおり。 

 

 

第２節 防災施設・公共施設の整備及び対策 

本計画は、災害発生及び災害拡大の防止のための水防、消防救助用具通信施設等

の整備並びに救助実施の迅速を図るための援助物資の備蓄に関する計画である。 
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１ 防災施設 

防災行政無線、避難所、消防団詰所、防火水槽や消火栓等の防災施設は、災害

時に被害を受けた場合、防災活動や避難活動が機能不全に陥ることから災害に強

い施設を整備するとともに、災害が発生したときも被害を防止又は局限し、早期

復旧が図られるよう、施設の被災防止対策を推進する。 

 

２ 公共施設 

上下水道、電力、ガス、通信等のライフライン施設、道路、橋梁、港湾、河川、

砂防施設等の公共施設は地域住民の生活の根幹をなすもので、これらが災害によ

り被害を受け機能麻痺に陥ることによる影響は極めて大きい。 

このため、災害に強い施設を整備するとともに、災害が発生したときも被害を

最小限に止め、早期復旧が図られるよう、施設の被災防止対策を推進する。 

 

３ 水防倉庫、資材  

第３章第９節「水防計画」（P.52）のとおり。 

  

４ 消防施設 

錦江町における消防施設の現況は、資料編２－１（P.117）のとおり。 

  

５ 無線施設 

防災行政無線は、別表第３「錦江町無線施設一覧」（P.125）のとおり。 

 

 

第３節 緊急輸送道路対策 

災害時には、道路、橋梁等の交通施設が被災することが予想される。このため、

交通の混乱を防止し、緊急輸送道路を確保するための交通確保体制の整備を計画的

に整備する。 

 

１ 緊急輸送道路 

（１）県指定緊急輸送路 別表第４「緊急輸送路路線図」（P.126）参照 

区 分 路線名 起 点 終 点 

第２次 

国道２６９号線 町内全区間 

国道４４８号線 同 

（主）県道６８号線 同 
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（２）町指定緊急輸送道路 別表第４「緊急輸送路路線図」（P.126）参照 

路 線 名 道路等級 路線番号 起 点 終 点 延長 

県道神ノ川内之浦線 - ５６１ 町内全区間 9.5km 

県道池田根占線 - ５６２ 同 3.9km 

県道辺塚根占線 - ５６３ 池野新田線交差点 田代上原交差点 2.6km 

神川線 １ ５６ 全区間 0.6km 

神川中原線 ２ ５８ 同 4.8km 

大谷線 ２ ６５ 同 2.6km 

松尾線 ２ ６６ 大谷交差点 
県道神ノ川内之浦線

交差点 
2.3km 

鳥浜線 その他 ４８ 全区間 1.0km 

坂之上線 その他 ４７ 同 5.7km 

厚ケ瀬線 １ ４４ 同 6.7km 

中鳥井線 １ ２３ 同 1.5km 

山之口塩谷線 その他 １１２ 同 2.8km 

笹原線 ２ ８６ 同 2.2km 

池野新田線 １ ６３ 同 5.6km 

肝属ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ 広域農道 － 町内全区間 8.6km 

 

２ 交通規制の実施責任者 

区 分 実施責任者 範 囲 

道路管理者 

国土交通大臣 

（指定区域内の国道） 

知 事 

（指定区域を除く国道及び県道） 

町 長 

（町道） 

（道路法第４６条） 

１ 道路の破損又は欠壊その他の事由によ

り通行が危険であると認められる場合 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ない

と認められる場合 

警察機関 

公安委員会 

警察署長 

警察官 

（災害対策基本法第７６条第１項） 

１ 災害応急対策が的確かつ円滑に行われ

るようにするため緊急の必要があると認

める場合に行う規制 

（道路交通法第４条～第６条） 

２ 道路における危険を防止し、その他交通

の安全と円滑を図るため、特に必要がある

と認める場合に行う規制 

３ 道路の損壊、火災の発生その他の事情に

より道路において交通の危険が生じるお

それがある場合に行う規制 

港湾管理者 知 事 

（港湾法第１２条第１項第４号の２） 

水域施設（航路、泊地及び船どまり）の使

用に関し必要な規制 

海上保安機関 

海上保安部長 

港 長 

海上保安官 

（港則法第３９条） 

１ 船舶交通の安全のため必要があると認

める場合に行う規制 

２ 海難の発生その他の事情により特定港

内において船舶交通の危険が生じ又は船

舶交通の混乱が生ずるおそれがある場合
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に行う規制 

３ 海上における犯罪が正に行われようと

している場合又は天災等の危険な事態が

存在する場合にあって、人命・財産に危害

が及ぶ恐れがあり、かつ急を要する場合に

行う規制 

 

３ 交通規制の実地体制の整備方針 

区 分 整備方針 

道路管理者 

道路管理者は、道路・架橋等交通施設の巡回調査に努めるとともに、災害に

より交通施設等の危険な状況が予想され、又は発見通報等があった場合に備え、

速やかに必要な規制を行う体制の整備に努める。 

警察機関 

警察機関は、交通の混乱を防止し緊急交通路を確保するため、以下の項目の

整備に努める。 

１ 交通規制計画の作成 

  災害時の交通安全や緊急通行車輌の通行を確保するため、あるいは、防災

訓練のための交通規制計画について、その作成に努める。 

２ 交通情報の収集 

  交通情報の収集は、航空機、オートバイその他の機動力を活用することと

し、交通情報の収集を行う班体制の整備に努める。 

３ 関係機関や住民等への周知 

  交通規制を実施した場合の関係機関や住民等への周知について、その内容

や方法・手段について日頃から計画しておく。 

４ 警備業協会との協定 

  規制要員は制服警官を中心に編成すべきであるが、発災時において警察官

は、被災者等の救助に重点を置いた活動を行う必要性が高いことから、緊急

交通路の確保については、警備業協会と「交通誘導等に関する業務協定」を

締結し、同協会の協力が得られるよう日頃から連携を図っておくものとする。 

５ 装備資機材の整備 

 規制用サインカーや規制用標識等の装備資機材の整備に努める。 

港湾管理者及び

海上保安機関 

港湾管理者及び海上保安機関は、交通の禁止、規制区域の設定、危険区域の

周知及び港内岸壁付近の交通整理等の緊密な連携について検討する。 

 

４ 緊急通行車輌の事前届出 

町長は、町の保有する車輌等で災害対策基本法第５０条第１項に規定する災害

応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車輌の事前届出を行

うことができる。 

 

 

第４節 訓練計画 

本計画は、災害応急対策の迅速、確実な実施を期するための普段における必要な

訓練実施の計画である。 
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１ 実施責任者 

災害応急対策の実施責任を有する町及び各機関の長が実施するものとする。 

 

２ 訓練実施の種類 

（１）水防訓練 

（２）消防訓練 

（３）避難訓練 

（４）通信連絡訓練 

（５）総合防災訓練 

（６）その他必要な訓練 

 

３ 水防訓練 

水防訓練は、次の大綱に基づきその都度実施要領を定め実施するものとする。 

（１） 訓練内容 

ア 観 測（水位、雨量） 

  イ 通 報（電話、無線、伝達） 

  ウ 動 員（水防団の動員、住民の応援） 

  エ 輸 送（資材、機材、人員） 

  オ 工 法（各水防工法） 

  カ 水門等の操作 

  キ 避難誘導、救護等 

（２）訓練実施時期 

訓練の実施はおおむね年１回とし、出水期を避けて行うものとする。 

（３）訓練実施場所 

訓練実施場所はおおむね神ノ川、水流橋附近、麓川、雄川その他海岸線等訓

練効果の高い場所とする。  

 

４ 消防訓練 

  町は、消防団員の消防教育訓練をおおむね次により実施するものとする。 

（１）学校教養 

県消防学校に委託して実施するものとする。 

（２）一般教養 

ア 消防教育   

講習・服務教育 

イ 消防訓練 

消防機械器具操法訓練、消防放水訓練、非常招集訓練、人命救助訓練、飛
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火警戒訓練、通信連絡訓練、破壊消防訓練、出動訓練、その他必要な訓練 

ウ 実施時期、場所 

    学校教養については、県消防学校の計画による。 

    一般教養については、火災予防週間、その他の時期に随時行う。 

    場所は、火災危険地域を主とした訓練効果の高い地域で行う。 

 

５ 通信連絡 

  町長は、通信確保の訓練を次により実施するものとする。 

（１）実施責任者 

実施責任者を町長とする。但し郵便局、鹿児島地区非常無線協議会会員、

警察、消防団、南部消防署、自治会長等の参加を求める。 

（２）訓練内容 

ア 災害情報連絡訓練（異常気象・災害発生情報） 

異常気象（危険水位・崖崩れ等）及び災害発生を発見した場合の通報、連

絡方法について訓練するものとする。 

イ 気象警報伝達訓練 

気象台からの気象警報を受信した場合の消防団、各機関、住民への伝達広

報（防災行政無線・広報車・電話利用）について訓練する。 

ウ 災害発生報告訓練 

災害が発生した場合の町長への被害状況報告について、電話又は伝令によ

る報告について訓練する。 

  

６ 避難訓練 

（１）訓練の実施区分と実施責任者 

訓練の実施区分 実施責任者 

町が企画し、一般住民を対象としたもの。 町 長 

児童・生徒を対象としたもの。 教育委員会・学校長 

幼稚園、保育園、病院、社会福祉施設、

旅館等を対象としたもの。 
施設の所有者又は管理者 

（２）訓練内容 

避難情報の認知、避難方法の選択、避難場所への誘導、避難解除等について

訓練する。 

（３）実施時期 

毎年１回以上実施責任者は、町及び消防団と連絡の上、その協力を求めて実

施するものとする。 

７ 総合防災訓練 

（１）実施責任者      
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町 長 

（２）参加機関 

錦江町、大隅地域振興局建設部、錦江警察署、消防団、郵便局、大隅肝属地

区消防組合、指宿海上保安署、日本赤十字社県支部及びその他町内各種団体 

（３）訓練内容 

消防訓練、通信訓練、水防訓練、避難訓練、救出訓練及び救助訓練 

（４）実施時期 

総合防災訓練実施計画を定め、各機関の協力を得てその都度実施する。 

 

 

第５節 防災知識普及計画 

本計画は、防災関係職員及び住民に対し災害予防及び災害応急措置等に関し、必

要な防災知識の普及徹底を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 実施責任者 

町及び関係各機関の長とする。 

 

２ 普及事項 

おおむね次の事項とする。 

（１）火災予防の心得 

（２）気象予報及び警報の種別と対策 

（３）災害対策の組織、編成、分掌事務 

（４）災害情報の通報、連絡及び被害調査・報告方法 

（５）災害危険地区の指定 

（６）避難情報、避難場所及び避難所、避難方法 

（７）住家補強・農作物の被害予防措置等 

（８）豪雨、暴風、竜巻、高潮、洪水、土砂災害及び地震・津波等、災害時の心得 

（９）各種応急対策で住民に周知すべき事項 

（10）その他防災上必要な事項 

 

３ 普及方法 

次の媒体を利用して実施するものとする。 

（１）広報誌及びその他刊行物 

（２）防災行政無線、有線放送、ラジオ及びテレビ 

（３）広報車の巡回 

（４）講習会、巡回映画会 
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（５）火災予防運動、河川愛護運動等の災害安全運動 

（６）その他 

 

 

第６節 災害危険箇所毎の警戒避難体制の整備 

 

１ 災害危険箇所の警戒体制の確立 

災害危険箇所のある地区の自主防災組織や住民は、常日頃から危険箇所の状態

について監視し、災害の発生する危険性がある場合、早めに避難できるように心

がける。 

なお、町は、気象予報警報が出された場合、災害危険箇所のある地区の住民に

対して、速やかに避難誘導等の行動に移れる態勢を確立するよう努める。 

 

２ 災害危険箇所巡回と警戒等災害予防に必要な措置 

町は、人家等に被害を与える恐れある危険箇所がある地区を避難対象地区とし

て指定し、必要により地区ごとに警戒巡視員を選任するよう努める。また、災害

から住民の生命を守るため，災害のおそれのある区域についての危険の周知，警

戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対

策を推進する。 

（１）災害危険箇所の概況 

町は、当該地区の世帯数、人口及び避難等の際留意すべき災害時要支援者の

状況、福祉施設等の状況を把握しておく。住民は、各種法令の指定要件に該当

しない危険箇所についても掌握し、地域住民へ周知するとともに、法令指定区

域に準じ、危険箇所ごとに、巡視、警戒避難体制等災害の予防に必要な措置を

定めておく。 

（２）住民への情報伝達方法の整備 

町防災行政無線のほか、自治会の有線放送、広報車及び消防団員等による戸

別広報等の伝達方法について、効果的な運用方法の整備に努める。 

（３）避難場所・避難所・避難路の指定 

町は、地域毎に一時避難場所を定め、また、避難所については、構造や立地

条件等安全性と利便性に十分配慮して定める。避難路についても、途中に崖崩

れや浸水、高潮等の影響がない安全な経路を複数定めるとともに定期的に点検 

を行う。また、避難所には、避難開始直後における住民の世話人の配置等の措 

置を講じる。 

（４）避難誘導員の指定 
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避難する際に地域の消防団員や自主防災組織のリーダー等誘導員を定め、特

に地域の独居老人等の災害弱者については、誘導担当員を定めておくなどの措

置に努める。 

（５）避難情報の基準の設定 

過去の降雨の状況と土砂災害及び水害などの発生状況、防災点検の結果など

を踏まえ、併せて気象庁及び県による数値予報等を参考に住民への避難情報の

基準を定めるように努める。 

（６）地区別防災カルテや防災マップの作成 

   町は、県や関係研究機関との協力により、災害及び災害対策に関する調査研

究を実施し、その成果の活用に努め、地域の災害危険性を総合的かつ科学的に

把握し、地区別防災カルテ、防災マップの作成に努める。 

   

３ 住民の自主的避難の指導 

町は、土砂災害や水害が発生した場合又は発生する蓋然性
がいぜんせい

が高い場合における

住民の自主的避難について、広報誌をはじめ、あらゆる機会を通じて指導に努め

るものとする。 

  避難対象地区の住民避難は、隣保精神に基づいて組織された自主防災組織等の協

力により地域ぐるみで早めに行うよう努める。このため、町及び各防災機関は協力

して、積極的に自主防災組織等の育成強化に努める。 

 

４ 住民避難訓練 

町及び各防災機関の長は、地区内の自主防災組織等とも十分連携をとりつつ、

適宜、土砂災害、水害、地震・津波を想定した避難訓練を実施するよう努める。 

 

 

第７節 自主防災組織整備計画 

本計画は、自主防災組織育成の基本方針及び組織の強化体制を整備する目的で、

住民の隣保協同の精神に基づく防災組織の整備充実を図り、防災意識の高揚並びに

災害時における人命の安全を確保するとともに、各自治会、各種団体及び各事業所

においても、自主防災組織を編成し大規模な災害等に備えるためのものである。 

 

１ 自主防災組織の育成指導及び強化体制の確立 

（１）自主防災組織育成の基本方針 

災害に対処するには、地域ぐるみの住民の自主的な防災組織が必要である。

このため、県及び町は、災害時における通信・交通の途絶等による防災関係機
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関の活動機能低下時や、災害発生初期等における情報連絡、避難誘導、救出、

救護及び初期消火等が行える地域住民による自主防災組織の育成強化を図る。 

（２）自主防災組織の整備計画の作成 

町は、地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、消防本部等と連携を

とりながら、その組織化を促進するとともに、自主防災組織の育成強化に関し

て、必要な助言及び指導を行うものとする。 

 

２ 自主防災組織の組織強化の促進 

（１）自主防災組織の重点推進地区 

自主防災組織の組織化については、特に、災害発生の危険性の高い次の災害

箇所を重点推進地区とするが、町においては、各種災害を想定して全ての自治

会組織を対象とし加入推進を図る。 

（２）自主防災組織の単位 

自主防災組織の単位については、地域の連帯感に基づいて防災活動を行うこ

とが期待できる規模であり、かつ、住民の基礎的な日常生活圏域としての一体

性をもっている地域とする。 

（３）自主防災組織づくりの推進 

自治会等の既存の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし、

次のような方法等により組織づくりを進めるものとする。 

ア 自治会等の既存の自治組織に、その活動の一環として、防災活動を組み入

れることにより自主防災組織として育成する。 

イ 自治会の役員等自主防災組織の核となるリーダーの養成研修を行い、組織

の育成強化を図る。 

ウ 何らかの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図って、自主

防災組織を育成する。 

エ 青年団、婦人団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自

主防災組織として育成する。 

 

３ 自主防災組織の活動の推進 

（１）平時における活動 

ア 防災知識の普及・啓発 

イ 地域の災害危険箇所の把握 

ウ 防災訓練 

エ 家庭の安全点検 

オ 防災資機材等の整備 



15 

 

カ 避難行動要支援者対策 

  キ 他団体と連携した訓練活動の実施 

（２）地域災害時の活動 

ア 情報の収集及び伝達 

イ 出火防止及び初期消火 

ウ 初歩的な救出及び救護 

エ 避難及び避難所運営 

オ 給食及び給水 

     

４ 各事業所における自主防災組織 

（１）各事業所における自主防災組織の設置 

大型量販店、旅館、学校、病院、社会福祉施設等多数の者が出入りし、又は

  利用する施設及び石油、ガス等の危険物を製造若しくは保有する事業所等にお

  いては、火災の発生、危険物及びその他の有害物質の流出等により大規模な被

  害発生が予想されるため、これらの被害防止と軽減を図るため、自主防災組織

  の設置を指導・助言するものとする。 

（２）自主防災組織設置対象施設 

ア 大型量販店、旅館、学校、病院、社会福祉施設等多数の者が出入りし、又

は利用する施設 

イ 石油類、高圧ガス、火薬類、毒劇物等を貯蔵し、又は取扱う製造所、貯蔵

所及び取扱所 

ウ 多数の従業員がいる事業所等で自主防災組織を設置し、災害防止にあたる

ことが効果的である施設 

エ 雑居ビルのように同一施設内に複数の事業所があり、共同して自主防災組

織を設置することが必要な施設 

（３）組織設置要領 

事業所の規模、形態によりその実態に応じた組織づくりを行い、それぞれの

施設において消防、防災計画を策定するものとする。 

（４）自主防災組織の活動 

ア 平常時 

（ア）防災訓練 

（イ）施設及び設備等の点検整備 

（ウ）従業員等の防災に関する教育の実施 

  イ 災害時 

（ア）情報の収集伝達 

（イ）出火防止及び初期消火 
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（ウ）避難誘導 

（エ）救出救護 

 

５ 自主防災組織の啓発と指導 

（１）組織の設置促進 

自主防災組織の設置を促進するため、地域住民に組織の必要性等について積

極的かつ計画的な広報を行う。 

（２）指導・助言 

住民が自主防災組織を作り、実際に活動していくために、当該自主防災組織

の運営及び防災訓練等に対する指導又は助言を行う。 

 

 

第８節 災害ボランティアの育成指導 

風水害等の大規模災害時においては、個人のほか、専門分野のボランティア等の

組織が消火、救助等の災害応急活動に従事するとともに、被災者個人の生活の維持・

再建を支援するなど、発災直後から復旧に至る各段階において大きな役割を果たす。 

このため、大災害時におけるボランティア活動が活かされるよう、平常時から個

人あるいは地域や事業所の自主防災組織のほか、幅広いボランティアの育成・強化

のための対策を講じる。 

 

１ ボランティア活動と各課の関係 

大規模災害時におけるボランティア活動の環境整備を図るため、関係所管課に

おいて、平常時からボランティアの活動内容に応じた関係協力団体等との連携体

制の確立に努める。 

ボランティアの 

区  分 
活動内容 

ボランティア関係協力団体 

(登録・教育・訓練等を行う。) 
所管課 

専

門

分

野 

通 信 通信、情報連絡 日本ｱﾏﾁｨｱ無線連盟県支部 総務課 

ボランティア・ 

コーディネーター 

災害時におけるボラ

ンティアの調整 
町社会福祉協議会 介護福祉課 

医 療 
人命救助、介護、メン

タルヘルス 
医師会、日赤 

総務課 

健康保険課 

介 護 

避難所等の要介護者

の対応及び一般ボラ

ンティアへの介護指

導等 

町社会福祉協議会 介護福祉課 

建築判定 
建物の倒壊等危険度

の判定 

県被災建築物応急危険度判定協

議会 
建設課 

通 訳 
外国語通訳、通訳、情

報提供 

ボランティア通訳 

 
総務課 
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一

般

分

野 

生活支援等 
物資の仕分け、配送、

食料の配給、配送等 
町社会福祉協議会 介護福祉課 

復 旧 
高齢者等の居室等の

片付け 
町社会福祉協議会 介護福祉課 

 

２ 町によるボランティア受け入れの環境整備 

大規模災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるよう、以下に例示す

る取組に努める。 

（１）ボランティアの事前登録、教育、訓練等 

町社会福祉協会、日本赤十字錦江町支部、その他のボランティア関係協力団

体と連携し、ボランティア登録の円滑化を図り、ボランティアの教育・訓練、

調整等を行う。 

（２）ボランティア・コーディネーター等の育成 

町社会福祉協議会と連携しボランティア・コーディネーター等の育成を行い、

災害時のボランティア活動のあり方、求められるマンパワーの要件、活動の支

援・調整等についての講習会等を実施する。 

（３）ボランティア拠点相互のネットワーク化 

他の地域のボランティア拠点との連絡調整を円滑に行えるようにするため、

非常用電話、パソコン等の整備を図り、拠点相互のネットワークを構築するよ

う努める。 

（４）ボランティア活動保険の周知 

ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア活動保険制度の周知

を図るなど、加入促進に努める。 

（５）災害時におけるボランティアの登録、把握 

町社会福祉協議会と連携を図り、大規模災害が発生した場合に、被災地にお

いて救援活動を行うボランティアの登録、把握に努めるとともに、県社会福祉

協議会へ随時報告しておくものとする。 

（６）大規模災害時のボランティアの活動拠点の確保 

大規模災害時のボランティアの活動拠点の確保についても配慮するものとす

る。 

（７）行政による環境整備 

行政は、行政ＯＢや消防の分野に係るボランティアの効率的な活動が行われ

るように努めるものとする。 

 

３ 社会福祉協議会による環境整備 

町社会福祉協議会は、福祉的な立場から被災者救援活動に参加することとし、
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関係機関・団体と連携を図りながら、平常時から次に例示する取組みを行い、大

規模災害時におけるボランティア活動を支援する環境整備に努める。 

（１）ボランティアの受付、登録を行うこと。 

（２）ボランティア・コーディネーターの設置、育成を進めること。 

（３）ボランティア保険の加入促進を進めること。 

（４）ボランティアの自主的な研修に対して協力すること。 

 

 

第９節 受援態勢 

 下記のほか、「錦江町業務継続計画（ＢＣＰ）」による。 

 

１ 公的受援 

  災害の規模が大きく対策要員に不足を生じるときは、災害応急対策の円滑かつ

迅速化を確保するため、「鹿児島県及び県内市町村間の災害時相互応援協定」（平

成１９年６月２７日締結）により、県、市長会、町村会を通じ、県内市町村から

応援を受けるものとする。 

 

２ 民間からの受援 

  災害の規模が大きく、公的受援をもってしても住民生活の安定、復旧・復興の

ための労働力が不足、又は不足が予想される場合は、次によりボランティアの受

け入れを行う。 

（１）ボランティア活動に関する情報提供 

   町は、被災者の様々なニーズの把握に努め、日本赤十字社鹿児島県支部、県

社会福祉協議会、町社会福祉協議会及びボランティア関係協力団体との情報交

換を行うとともに、報道機関を通じて求められるボランティア活動の内容、必

要人員及び活動拠点等について情報提供を行う。 

（２）町社会福祉協議会等は、災害が発生した場合、速やかにボランティア現地本

部及び救援本部を設置し、行政機関等関係団体との連携を密にしながら、以下

によりボランティアによる支援体制の確立に努める。 

  ア 現地本部における対応 

    町社会福祉協議会は、町と連携の上、ボランティア活動の第一線の拠点と

して現地本部を設置し、被災者ニーズの把握、具体的活動内容の指示、活動

に必要な物資の提供を行う。 

  イ 救援本部における対応 

    被災規模が大きい場合には、被災地域周辺の通信・交通のアクセスの良い
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市町村社会福祉協議会の協力を得て救援本部を設置し、ボランティアの登録、

派遣等のコーディネート、物資の調達を行い現地本部を支援する。 

  ウ ボランティア活動希望者の受け入れに当たっては、救援本部等がボランテ

ィア窓口を設けて受付、登録を行い、活動内容について現地本部、ボランテ

ィア関係協力団体との連絡調整を図る。その際、ボランティア活動保険未加

入者に対しては、保険加入について紹介、勧告する。 

 

 

第 10 節 集落の孤立化防止態勢の整備 

 

１ 通信手段の確保 

災害時に集落との通信手段を確保するため、防災行政無線、消防無線などの無

線通信手段や災害時有線電話などを整備するものとする。 

 

２ 救助活動、物資供給 

孤立集落発生時の適切な救助、避難、物資供給に資するため、あらかじめ災害

時要援護者の把握や災害発生時に予想されるニーズについて把握しておくものと

する。また、ヘリコプターを有効活用できるよう、離着陸適地をあらかじめ選定

しておくものとする。 

 

３ 孤立に強い集落づくり 

孤立の可能性がある集落においては、孤立しても住民が支え合い生き延びるこ

とができるよう、備蓄の推進（３日間～１週間程度自活できる程度）等を通じ、

地域防災力を強化しておくものとする。 
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第３章  災害応急対策計画 

 

第１節 組織動員計画                          

 本計画は、災害対策本部等の設置、組織、編成、事務分掌及び対策要員の動員並

びに防災関係機関との協力関係について定め、災害対策の万全を期するものである。 

 

１ 災害警戒本部（支部）の設置及び閉鎖 

（１）各種の気象警報等の発表により災害が予想されるときは、関係機関の協力を

得て災害情報の収集、応急対策など防災対策の一層の強化を図るため、災害対

策本部設置前の段階として、災害警戒本部を設置するものとする。 

（２）町は、地理的に広域なことと、標高差等による気象条件の違いから田代支所

に災害警戒支部を設置するものとする。 

（３）災害警戒本部に本部長、副本部長を置き、本部長を副町長、副本部長を総務

課長とし、その他、消防団本部員をもって充てる。また、本部長不在時は、副

本部長がその職を兼任する。 

（４）災害警戒支部に支部長、副支部長を置き、支部長を支所長、副支部長を観光

交流課長とし、その他、消防団本部員をもって充てる。 

災害警戒支部長は、災害警戒本部長の命を受け、支所近傍地区の防災対応に

当たるとともに、必要な情報を逐次災害警戒本部長に報告するものとする。 

（５）災害警戒本部と同支部に災害警戒要員を置き、それぞれ総務課職員(住民生

活課職員)及び本庁・支所の役場消防隊をもって充てる。 

（６）災害警戒本部は、災害発生の恐れがなくなり、または災害が発生するか災害

の発生を懸念するほど事態が悪化し、災害対策本部による対策実施の必要が生

じたときは閉鎖する。また、災害警戒支部も同様とする。 

 

２ 災害対策本部（支部）の設置及び閉鎖 

（１）次のような災害が発生し、または発生する恐れがあり、災害警戒本部では対

応が困難であると町長（公務等で不在時は副町長）が判断した場合、災害対策

本部を設置するものとする。また、田代支所には災害対策支部を設置する。 

ア 大規模又は広範囲に及ぶ災害の発生が予想され、その対策を要すると認め

られたとき。 

イ 災害が発生し、その規模及び範囲から判断し、本部を設置してその対策を

要すると認められたとき。  

ウ 災害救助法を適用する災害が発生し総合的な対策を要すると認められた

とき。 

（２）災害対策本部には、本部長、副本部長を置き、本部長を町長、副本部長を副
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町長とし、その他、関係各課長並びに消防団員をもって充てる。 

（３）災害対策支部には、支部長、副支部長を置き、支部長を支所長、副支部長を

観光交流課長とする。また、災害対策支部長は、災害対策本部長の命を受け、

支所近傍地区の防災、救難及び救護等に当たるとともに、必要な情報を逐次災

害対策本部長に報告するものとする。 

（４）災害対策本部及び同支部は、災害の種類または規模に応じて同時又は個別に

町長が決心した随意の時期に設置される。また、災害対策本部は、災害の内容

に応じて災害警戒本部及び同支部の設置を行うことなく設置する場合もある。 

本庁及びその周辺施設が津波、高潮又は洪水等の被害を受けた場合又は受け

る可能性がある場合、災害対策本部機能を支所に移設する。 

（５）災害対策本部は、災害応急対策を一応終了し、かつ、災害発生の恐れがなく

なり、又は災害対策本部による対策実施の必要がなくなったときは閉鎖する。

また、災害対策支部も同様とする。 

   なお、地震により被災しその災害応急対策を一応終了した後も、余震等への

危惧が継続する場合は、災害警戒本部を設置した後に災害対策本部を閉鎖する。 

（６）災害対策本部を設置または閉鎖したときは、県（危機管理防災局）をはじめ、

次により各機関に対し通知、公表するものとする。 

通 知 先 担 当 部 班 通 知 ま た は 公 表 の 方 法 

各 対 策 部 総務管財対策部広報班 庁内放送、電話、その他迅速な方法 

県危機管理課他出先機関 総務管財対策部本部連絡班 県システム、電話、無線、その他迅速な方法 

地元警察署及び消防署 同 電話、無線、その他迅速な方法 

 

３ 災害対策本部等の組織及び編成 

（１）災害対策本部の組織及び編成は次のとおりとする。 

  ア 本 部 長： 町 長 

  イ 副本部長： 副町長 

（２）災害対策本部の編成 

対 策 部 名 対 策 部 長 等 班   名 班     長 班長付き 

 

総務管財対策部 

対策部長 

総務課長 

対策副部長 

政策企画課長 

本部連絡班 

人 事 班 

広 報 班 

経 理 班 

管財対策班 

受援調整班 

防災交通担当 

総 務 Ｔ Ｌ 

総 務 Ｔ Ｌ 

総 務 Ｔ Ｌ 

総 務 Ｔ Ｌ 

政策企画ＴＬ 

電算担当、 

政策企画（広報・統計） 

 

民生対策部 

 

対策部長 

介護福祉課長 

対策副部長 

健康保険課長 

住民税務課長 

救 助 班 

 

救 護 班 

 

防 疫 班 

福 祉 Ｔ Ｌ 

健康増進ＴＬ 

介 護 Ｔ Ｌ 

介護ＴＬ、住民ＴＬ 

住民ＴＬ、税務ＴＬ 

介護ＴＬ、保険ＴＬ 



22 

 

産業対策部 

対策部長 

産業振興課長 

対策副部長 

農業委員会事務局長 

農 政 班 

林務水産班 

商 工 班 

耕地施設班 

生産振興ＴＬ 

経 済 Ｔ Ｌ 

経 済 Ｔ Ｌ 

基盤整備ＴＬ 

 

 

土木対策部 

 

対策部長 

建設課長 

土木総務班 

土木施設班 

水道施設班 

公営・町営住宅班 

建 設 Ｔ Ｌ 

建 設 Ｔ Ｌ 

住 宅 水道 ＴＬ 

住宅水道ＴＬ 

 

 

 

出納対策部 
対策部長 

会計課長 
管財調達班 会 計 担 当  

 

教育対策部 

対策部長 
教育長 

対策副部長 

教育課長 

教 育 班 

教育施設管理班 

教育総務ＴＬ 

生涯学習ＴＬ 
 

応援対策部 

対策部長 

未来づくり課長 

対策副部長 

議会・監査事務局長 

応援対策班 
未来づくりＴＬ 

議会・監査担当 
 

南部消防署 消防署長所定    

消 防 団 消防団長   全団員 

＊その他、本庁職員は各チームリーダーの配下に入いる。ＴＬ：チームリーダー 

（３）災害対策支部の組織及び編成は次のとおりとする。 

  ア 支部長：支所長 

  イ 副支部長：観光交流課長 

対 策 部 名 対 策 部 長 等 班    名 班     長 班長付き 

 

総務管財対策部 

対策部長 

支 所 長 兼 

住民生活課長 

対策副部長 

観光交流課長 

本部連絡班 

人 事 班 

広 報 班 

施設管理班 

商 工 班 

民生ＴＬ 

民生ＴＬ 

民生ＴＬ 

民生ＴＬ 

観光交流ＴＬ 

 

民生対策部 
対策部長 

住民生活課長 

救 助 班 

救 護 班 

防 疫 班 

民 生 Ｔ Ｌ 税務地籍ＴＬ 

産業・土木対策部 
対策部長 

産業建設課長 

農 政 班 

林務水産班 

耕地施設班 

土木総務班 

土木施設班 

水道施設班 

経済建設ＴＬ 

経済建設ＴＬ 

経済建設ＴＬ 

経済建設ＴＬ 

経済建設ＴＬ 

経済建設ＴＬ 

 

南部消防署 消防署長所定    

消 防 団 消防団本部員   全団員 

＊その他、支所職員は各チームリーダーの配下に入る。 ＴＬ：チームリーダー 

４ 災害対策本部（支部）の所掌事務 

（１）本部各対策部の分掌事項 



23 

 

総務管財対策部 

 １ 防災会議、本部会議、対策本部の庶務に関すること。 

 ２ 関係機関、各対策部、消防団との連絡調整に関すること。 

 ３ 気象情報の収集、伝達に関すること。 

 ４ 被害状況の調査、情報収集、報告に関すること。 

 ５ 災害記録に関すること。 

 ６ 広報に関すること。 

 ７ 配備要員の管理に関すること。 

 ８ 災害対策に必要な財政措置に関すること。 

 ９ 自衛隊派遣要請に関すること。 

10 町有財産の災害調査及び通報に関すること。 

 11 町有財産の災害対策に関すること。 

12 受援態勢の確立、円滑な応援人員・物資の配分に関すること。 

 13 その他、他の対策部の所管に属さない事項 

民生対策部 

 １ 罹災者の応急救護に関すること。 

 ２ 災害救助法に基づく避難所及び仮設住宅等に関すること。 

 ３ 日本赤十字社との連絡に関すること。 

 ４ 義援金品に関すること。 

 ５ 災害弔慰金及び見舞金等に関すること。 

 ６ 救助状況の報告に関すること。 

 ７ 医療機関との連絡及び指示に関すること。 

 ８ 災害用医薬品及び災害対策資材に関すること。 

 ９ 災害時の清掃、防疫、防疫維持に関すること。 

 10 感染症その他の災害調査及び防疫状況の報告。 

 11 避難行動要支援者の支援に関すること。 

 12 被災者台帳の作成・管理に関すること。 

 13 避難所の運営管理に関すること。 

 14 受援調整班との調整に関すること。 

産業対策部 

 １ 農作物、畜産等の災害調査及び報告に関すること。 

 ２ 災害時の食料対策に関すること。 

 ３ 水産関係の災害調査及び報告に関すること。 

 ４ 災害用物資の入手及び斡旋に関すること。 

 ５ 林野災害に関すること。 

 ６ 商工関係の災害調査及び報告に関すること。 

 ７ 農地、農業用施設の災害調査及び報告に関すること。 

 ８ 受援調整班との調整に関すること。 

土木対策部 

 １ 水防法に基づく諸施設に関すること。 

 ２ 土木、建築災害の調査及び報告に関すること。 

 ３ 水位等、河川情報の調査及び報告に関すること。 

 ４ 大隅地域振興局土木部との連絡に関すること。 

 ５ 水道施設給水に関すること。 

 ６ 町有財産（公営・町営住宅）の災害対策に関すること。 

 ７ 受援調整班との調整に関すること。 

出納対策部 

１ 災害時における町有施設利用に関すること。 

 ２ 災害対策に必要な経費の経理に関すること。 

 ３ 受援調整班との調整に関すること。 

教育対策部 

 １ 教育委員会所管に属する施設の災害対策に関すること。 

 ２ 教育関係の災害調査報告に関すること。 

 ３ 受援調整班との調整に関すること。 
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応援対策部 各対策部の要請に対する応援業務に関すること。 

消 防 団 

 １ 消防、水防活動に関すること。 

 ２ 救助、捜索に関すること。 

 ３ 住民の安全確保に関すること。 

（２）災害対策支部の分掌事項 

 

総務管財対策部 

 １ 防災会議、本部会議、対策本部の庶務に関すること。 

 ２ 関係機関、各対策部、消防団との連絡調整に関すること。 

 ３ 気象情報の収集、伝達に関すること。 

 ４ 被害状況の調査、情報収集、報告に関すること。 

 ５ 災害記録に関すること。 

 ６ 広報に関すること。 

 ７ 配備要員の管理に関すること。 

 ８ 災害対策に必要な財政措置に関すること。 

 ９ 自衛隊派遣要請に関すること。 

10 町有財産の災害調査及び通報に関すること。 

 11 町有財産の災害対策に関すること。 

 12 受援調整班との調整に関すること。 

 13 その他、他の対策部の所管に属さない事項 

民生対策部 

 １ 罹災者の応急救護に関すること。 

 ２ 災害救助法に基づく避難所及び仮設住宅等に関すること。 

 ３ 災害用物資の入手及び斡旋に関すること。 

 ４ 商工関係の災害調査及び報告に関すること。 

 ５ 日本赤十字社との連絡に関すること。 

 ６ 義援金品に関すること。 

 ７ 災害弔慰金及び見舞金等に関すること。 

 ８ 救助状況の報告に関すること。 

 ９ 医療機関との連絡及び指示に関すること。 

 10 災害用医薬品及び災害対策資材に関すること。 

 11 災害時の清掃、防疫、防疫維持に関すること。 

 12 感染症その他の災害調査及び防疫状況の報告。 

 13 避難行動要支援者の支援に関すること。 

 14 被災者台帳の作成・管理に関すること。 

 15 避難所の運営管理に関すること。 

 16 受援調整班との調整に関すること。 

産業・土木対策部 

 １ 農作物、畜産等の災害調査及び報告に関すること。 

 ２ 災害時の食料対策に関すること。 

 ３ 林野災害に関すること。 

 ４ 農地、農業用施設の災害調査及び報告に関すること。 

 ５ 水防法に基づく諸施設に関すること。 

 ６ 土木、建築災害の調査及び報告に関すること。 

 ７ 水位等、河川情報の調査及び報告に関すること。 

 ８ 大隅地域振興局土木部との連絡に関すること。 

 ９ 水道施設給水に関すること。 

 10 受援調整班との調整に関すること。 

消 防 団 

 １ 消防、水防活動に関すること。 

 ２ 救助、捜索に関すること。 

 ３ 住民の安全確保に関すること。 
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５ 災害対策本部会議 

（１）本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、各対策部長をもって組織する。 

（２）本部会議において協議すべき事項 

ア 防災活動の企画、実施及び経過の概要に関すること。 

イ 対策本部の配備体制に関すること。 

ウ 応急災害対策の企画、実施及び経過の概要に関すること。 

エ 警察、消防及び自衛隊等、災害派遣機関等の活動実績及び活動予定 

カ その他必要な事項 

（３）本部会議は本部長が招集する。 

  

６ 災害対策本部及び支部の配備体制 

（１）災害対策本部の配備体制は、予想される災害の規模または発生した被害の程

度により、次の３段階の配備に区分し、配備の指定はその都度本部長が行うも

のとする。 

第１配備： 比較的軽微な災害が発生した場合またはその恐れがある場合 

第２配備： 大規模な災害が発生した場合またはその恐れがある場合 

   第３配備： 町内全域にわたり激甚な災害が発生し、その状況により全職員

の配備を必要とする場合 

（２）本部の配備要員は次のとおりとする。 

対策部名 第１配備 第２配備 第３配備 

総務管財対策部 
対策正副部長 

総務課全職員 

対策正副部長、各班長、 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

民 生 対 策 部 
対策正副部長 

指名された班長 

対策正副部長、各班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

産 業 対 策 部 
対策正副部長 

指名された班長 

対策正副部長、各班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

土 木 対 策 部 
対 策 部 長 

指名された班長 

対策正副部長、各班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

出 納 対 策 部 対 策 部 長 
対策正副部長、班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

教 育 対 策 部 
対策正副部長 

指名された班長 

対策正副部長、各班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

応 援 対 策 部 
状況により 

対策正副部長 

対策正副部長、各班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

消 防 団 

団   長 

役 場 消 防 隊 

各分団４名程度 

団長、消防団本部、 

各分団班長以上 
全 団 員 

（３）支部の配備要員は次のとおりとする。 

対策部名 第１配備 第２配備 第３配備 

総務管財対策部 
対 策 部 長 

住民生活課全職員 
関係全職員 関係全職員 

民 生 対 策 部 対 策 部 長 対策部長、各班長 関係全職員 
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指名された班長 班員の中から指名された者 

産業・土木対策部 
対 策 部 長 

指名された班長 

対策部長、各班長 

班員の中から指名された者 
関係全職員 

消 防 団 

消防団本部員 

役 場 消 防 隊 

各分団４名程度 

消防団本部員  

各分団班長以上 
全 団 員 

 

７ 災害対策本部の非常招集の方法 

平常勤務時間中の場合 

平常勤務時間中は、口頭又は庁内電話により次の要領により伝達する。 

別表第５「災害対策本部の非常召集要領」（P.127）のとおり。 

(注) 各対策部で連絡方法は定めておくものとする。 

 

８ 職員の非常登庁 

職員は、勤務時間外において大規模な災害が発生する恐れのあるとき、又は発

生した場合は、速やかに所属課長と連絡をとり、又は自らの判断により登庁し、

上司の指示により勤務に服すものとする。 

 

 

第２節 気象警報等の伝達計画 

本計画は、災害発生に関係ある気象予報、警報及び情報等の伝達、通報の系統要

領等を定め、対応の迅速、確実化を図り、災害の未然防止、又は被害の軽減を期す

るものである。 

 

１ 防災気象情報等の受理者 

関係機関からの防災気象情報等は、平常勤務時間中は総務課（住民生活課）、

勤務時間外は警備員が受理する。 

２ 関係機関より受理した防災気象情報等は、必要に応じて防災行政無線により、

町内全域に放送し、住民への周知徹底を図るものとする。また、速やかに周知徹

底を図る必要がある場合には、広報車による広報も併せて行うものとする。 

 

３ 所在官公署、消防団及び自治会長等については、必要に応じ電話連絡をし、必

要な措置等を行わせるとともに周知を図る。 

 

４ 放送、広報にあたっては、警報等の内容の要点を集約したものを発表するもの

とする。  

５ 防災気象情報等の伝達系統 
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  別表第６「防災気象情報等の伝達系統図」（P.128）のとおり。 

 

６ 気象情報の収集 

町及び関係各機関は、ラジオ、県防災行政無線等により、気象情報の収集に努

めるものとする。 

 

７ 火災警報の発表及び周知 

（１）火災警報の発表 

町長は、県知事から火災気象通報の伝達を受けたとき、又は管内各地が次の

気象状況に達したとき火災警報を発表することができる。また、火災気象通報

の解除及び気象状況について火災の危険が予想されなくなったとき、火災警報

を解除する。 

ア 実効湿度が６５％以下であり、最小湿度が３５％を下ると見込まれ、火災

の危険が予想されるとき。 

イ 平均風速１２ｍ／ｓ以上の風が吹く見込みがあり、火災の発生が大火に及

ぶ危険が予想されるとき。 

（２）周知方法 

ア 発表については、消防法施行規則の定めるところにより、サイレン、打鐘、

信号、吹流し等とともに防災行政無線で行う。同時に火災予防上注意すべき

事項についても発表を行う。 

イ 解除については、サイレン信号とともに防災行政無線で行う。 

 

 

第３節 災害情報収集報告計画 

本計画は、災害情報及び被害報告を迅速かつ確実に収集し、又は通報若しくは報

告するために必要な事項を定め、迅速な応急対策に資するものである。 

 

１ 災害情報等の収集報告実施責任者 

町長は、管内の災害情報及び所管に係る被害状況を、住民の協力を得て迅速か

つ的確に調査収集し、県やその他関係機関に通報、報告するものとする。 

２ 災害情報の収集（通報） 

（１）災害情報とは、災害発生の恐れがある異常現象又は、現に発生しつつある次

のような状況をいう。 

ア 堤防漏水、津波の恐れがある場合 

イ 河川増水による堤防決壊・越水、高潮、住宅浸水等の恐れがある場合 

ウ 崖崩れの恐れがある場合 
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エ その他災害発生の恐れのある異常現象 

（２）災害情報の収集は、消防団員、一般住民の協力によって行うものとし、異常

現象を発見した者は、１１９番通報を行うとともに、直ちに本庁又は支所へ通

報しなければならない。 

（３）災害情報の通報を受けた町長は、状況に応じて直ちに次の措置を講じるもの

とする。 

ア 現場の応急措置のため消防団の出動 

イ 関係地域住民に対する避難指示（緊急）の発表 

ウ 現場状況の確認 

 

３ 被害状況の収集、報告 

（１）災害速報 

ア 自治会長は集落内に災害が発生した場合は、直ちにその被害状況を調査の

上、役場・総務課に報告しなければならない。（住民の避難状況等含む。）  

イ 上記の報告は電話によるものとし、電話不通の場合は、安全に十分配慮し

た上で消防団伝令により行う。 

ウ 町長は、上記の結果を集計して県及び関係機関へ速報するものとする。 

（２）災害確定報告 

ア 被害状況は、自治会長からの被害報告に基づき、調査確認の上、報告する

ものとする。 

イ 前号の調査は、次の調査班を編成して行う。 

（ア）本部調査班 

被 害 区 分 担 当 部 責 任 者 備  考 

人・住家等関係 総務管財対策部 総 務 課 長 

班員は、班長があ

らかじめ指名する

ものとする。 

社会福祉関係 民生対策部 介護福祉課長 

一般公有財産・施設 総務管財対策部 総 務 課 長 

農林水産商工業関係 産業対策部 産業振興課長 

農地・農業用施設 産業対策部 産業振興課長 

土木・関係 土木対策部 建 設 課 長 

文教施設関係 教育対策部 教 育 長 

（イ）支部調査班 

被 害 区 分 担 当 部 責 任 者 備  考 

人・住家・商工等関係 総務管財対策部 支所長  班員は、班長があ

らかじめ指名する

ものとする。 

社会福祉関係 民生対策部 住民生活課長 

商工等関係 同 観光交流課長 
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一般公有財産・施設 総務管財対策部 
観光交流課長 

住民生活課長 

農林水産業関係 産業・土木部 産 業 建 設 課 長 

農地・農業用施設 産業・土木部 産 業 建 設 課 長 

土木関係 産業・土木部 産 業 建 設 課 長 

文教施設関係 教育対策部 教 育 長 

ウ 各班の調査結果は、総務管財対策部が集計するものとする。 

  エ 確定報告を県へ行なう場合は、必要に応じて錦江警察署と連絡をとり、情

報の交換調整を図ることにより、被害状況集計の正確を期するものとする。 

（３）災害記録の保存 

災害に係る災害状況、気象関係記録、災害対策の概要、災害写真等の資料は、

総務課において一括保存するものとする。 

（４）災害報告の様式 

災害対策本部が最終的に収集する災害報告の内容は別表第７（P.129）のと

おりとする。各対策部の様式は、法令その他によりあらかじめ定められている

様式に別表の内容を考慮して定めるものとする。 

（５）災害報告の判定基準 

人及び家屋等の一般被害の判定基準は次のとおりとする。 

ア 死 者 

当該災害が原因で死亡し遺体の存在を確認した者、又は遺体の存在は確認

できないが、死亡したことが確実な者 

  イ 行方不明者 

当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 

  ウ 負傷者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けた者、又は受ける必要のあるもので

次の区分による者 

（ア）重傷者 

１か月以上の治療を要する見込みの者 

  （イ）軽傷者 

１か月未満で治癒できる見込みの者 

  エ 住 家 

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

  オ 非住家 

住家以外の建物をいう。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とし、これら
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の施設に常時、人が居住しているときは、当該部分を住家とする。 

  カ 住家全壊（全焼・全流出） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が倒壊、流失、埋没、消失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修に

より元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼

失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達

した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占

める損害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度のもの。 

  キ 住家半壊（半焼） 

    住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具

体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の２０％以上７０％未満のもの、

又は住家の主要な構成要素の経済的損害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が４０％以上５０％未満もの。 

  （ア）大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補

修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損

壊部分がその住家の延床面積の５０％以上７０％未満のもの、または住家

の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その

住家の損害割合が４０％以上５０％未満のものとする。 

  （イ）中規模半壊 

     居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面す

る部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居

住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の

３０％以上５０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害

を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が３０％以上４

０％未満のものとする。 

（ウ）半 壊   

     住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的

には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％以上３０％未満のもの、又

は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が２０％以上３０％未満のものとする。 

  ク 準半壊 

    住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損害を受けたもので、具体的には、損

壊部分がその住家の延床面積の１０％以上２０％未満のもの、または住家の

主要な構成要素の経済的損害を住家全体に占める割合で表し、その住家の損
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害割合が１０％以上２０％未満のものとする。 

ケ 準半壊に至らない（一部損壊） 

  全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要と

する程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなも

のは除く。 

コ 住家の浸水 

  住家の浸水被害の程度に応じ、損壊の程度は次のとおりとする。 

住家の流失又は床上１．８ｍ以上の浸水： 全 壊 

住家の床上１．０ｍ以上１．８ｍ未満の浸水： 大規模半壊 

住家の床上０．５ｍ以上１．０ｍ未満の浸水： 中規模半壊 

住家の床上０．５ｍ未満の浸水： 半壊 

床下浸水： 準半壊に至らない（一部損壊） 

  サ 液状化等の地盤被害 

    液状化等による住家の被害について、損壊の程度は次のとおりとする。 

    外壁又は柱の傾斜が 1/20 以上、又は床上１．０ｍまでのすべての部分が

地盤面下に潜り込み： 全 壊 

    不同沈下があり、傾斜が 1/60 以上 1/20 未満、又は床までのすべての部分

が地盤面下に潜り込み： 大規模半壊 

    不同沈下があり、傾斜が 1/100 以上 1/60 未満、又は基礎の天端下２５ｃ

ｍまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み： 半 壊 

  シ 棟  

独立した建物ごとに算定する。ただし、炊事場、浴場、又は便所が別棟で

あるような場合はこれらの生活に必要なものは合わせて算定すること。 

  ス 世 帯 

    生計を一つにしている実際の生活単位 

  セ 罹災世帯 

住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、流失、埋没、焼失

又は浸水等の被害を受けた世帯 

  ソ 罹災者 

    罹災世帯の構成員 

  タ 損害額 

罹災地における時価（評価当時の市価）によること。見積りにあっては慎

重を期し、単位は千円とし、千円未満の端数は四捨五入すること。 

 

 

 



32 

 

第４節 災害通信計画 

本計画は、災害に関する予報・警報及び情報、その他災害応急対策に必要な指示、

命令等の受伝達の迅速確実を期するとともに、通信施設を適切に利用して通信連絡

体制の万全を図るものである。 

  

１ 各種通信施設の利用 

災害情報の伝達、報告、交換等、災害時における通信連絡は、通信施設の被災

状況等により異なるが、おおむね次の方法のうちから実情に即した方法で行うも

のとする。 

ただし、固有の通信施設をもっている機関についてはこれを利用する。 

（１）公衆電気通信施設の利用方法 

ア 普通電話による通信 

一時的には加入電話の通常の手続きにより通信を確保するが、施設の被害

その他により、その利用が制限される場合は、「非常通話」の取扱いを受け、

通話の優先利用を図るものとする。 

イ 「非常通話」の利用方法 

災害時における「非常通話」による優先利用を図るため、平常時より最寄

りのＮＴＴ支店、営業所に連絡して、非常電話の指定を受けておくものとす

る。非常電話を申し込むにあたっては、必ず「非常」をもって呼び出し、非

常通話であることを表明する。（非常通話として取扱われる機関及び内容は、

県計画のとおり。） 

ウ 電報による通信 

災害の予防、対策等緊急を要する電報の発信にあたっては、頼信紙
ら い し ん し

の余白

に「非常」と朱書し、非常電報である旨を告げて電報取扱局に頼信するもの

とする。 

（２）専用通信施設の利用 

公衆電話通信施設の利用ができなくなった場合、又は緊急通信の必要がある

場合は、次に掲げる専用通信施設の利用を図るものとする。利用にあたっては、

あらかじめ協議して定めた手続によるものとする。 

ア 錦江町防災行政無線 

イ 鹿児島県防災行政無線電話 

ウ 錦江警察署電話  

エ 九州電力送配電㈱鹿屋配電事業所電話（緊急時連絡用番号のため非公表） 

オ 大隅肝属地区消防組合無線 

（３）総務省非常無線通信協議会を利用しての通信 

災害による非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合、有線通信、電
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報が不通となり利用できない、通話が遠くてはっきりしない、又は通信が複そ

うして長時間かかるため非常通報の目的を達成することができないときは、非

常無線通信協議会の定める次の方法によって無線通信施設の利用を図る。 

ア 非常通報の内容 

（ア）人命の救助に関するもの。 

（イ）非常事態に際しての事態収拾、復旧、交通制限その他秩序の維持又は非

常事態に伴う緊急措置に関するもの。 

（ウ）暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの。 

（エ）非常災害における緊急措置を要する犯罪に関するもの。 

（オ）遭難者の救護に関するもの。 

（カ）災害救助機関相互間に発受する災害救助、その他緊急措置に要する労務、

施設、設備、物資及び資金の調達、配分、輸送等に関するもの。 

（キ）災害救助法等の規程により知事が医療、土木建築工事又は輸送関係者に

対して発する従事命令に関するもの。 

イ 非常通報の発信資格 

非常無線通信の利用者は原則として官公庁その他防災関係機関に限られ

ているが、人命の救助に関するものについては個人でも利用が可能である。 

ウ 非常無線通信依頼上の注意事項 

（ア）頼信紙は、できるだけ無線局備え付けの用紙を使用すること。 

（イ）頼信紙を無線局の受付所に依頼する時は、必ず「非常」と朱書すること。 

（ウ）通信内容は、できるだけ簡素に要領よく、内容の長さは和文電報の場合

カタカナ２００字以内とする。無線電話用紙を使用する場合は３分以内に

電送できる程度の内容とする。内容が欧文の場合は４０語以内とする。 

（エ）宛先の電話番号がはっきりしているものは、通信用紙の宛先欄に電話番

号を記入するとともに電文の末尾に発信者名を忘れずに記入すること。 

（オ）その他、非常無線通信の利用並びに取扱いに関しては、鹿児島地区非常

無線通信協議会と緊密なる連携のもとに、電波法令等に違反することのな

いように努めること。 

（カ）総務省非常通信協議会連絡先 

   九州地方非常通信協議会 

    熊本県熊本市二の丸 1-4 九州総合通信局 陸上課 

    電 話：０９６－３２６－７８５３  ＦＡＸ：３２６－４３７７ 

   中央非常通信協議会 

    東京都千代田区霞が関 2-1-2  

総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹通信課 重要無線室 

電 話：０３－５２５３－５８８８  ＦＡＸ：５２５３－５８８９ 
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（４）災害通信利用系統図 

 

      防災行政無線        鹿児島県 

                      

                  大隅地域連絡協議会 

   

町役場            錦江町災害対策本部   南部消防署 

                        

                       

                   町  長 

 

２ 地域内関係機関有線通信施設一覧 

機   関   名 電話番号 機  関  名 電話番号 

JA 鹿児島きもつき大根占支所 ２２－２５３１ 南部消防署 ２２－１１９９ 

JA 鹿児島きもつき田代支所 ２５－２５２１ 錦江警察署 ２２－０１１０ 

大隅森林組合南大隅支所 ２４－２００５ 大隅森林管理事務所大根占事務所 ２２ー００７２ 

肝属農業共済組合根占支所 ２４－２３４４ 大隅森林管理事務署田代事務所 ２５－２００４ 

鹿児島県漁業協同組合大根占支所 ２２－００４３   

 

３ 地域外関係機関有線通信施設一覧 

機 関 名 所   在   地        電 話 番 号 

県危機管理課  鹿児島市鴨池新町 10－1 099-286-2256 

大隅地域振興局 

（大隅地域連絡協議会） 
 鹿屋市打馬 2 丁目 16－6 0994-52-2083 

大隅肝属地区消防組合  鹿屋市新川町 800番地 0994-52-0199 

海上自衛隊第１航空群  鹿屋市西原 3－1－2 0994-43-3111 

陸上自衛隊第１２普通科連隊  霧島市国分福島 2－4－14 0995-46-0350 

自衛隊鹿児島地方協力本部 鹿児島市東郡元町 4 番 1 号 099-253-8920 

鹿児島地方気象台予報課  鹿児島市東郡元町 4 番 1号 0992-50-9912 

鹿児島日赤  鹿児島市鴨池新町 1－5 0992-52-0600 

NHK 鹿 児 島 放 送局  鹿児島市天保山町 19-20 0992-59-4111 

指宿海上保安署  指宿市山川福元 6713 0993-34-2999 

鹿児島海上保安部  鹿児島市泉町 18-2-50 099-222-6680 

第 10 管区海上保安本部  鹿児島市東郡元町 4 番 1 号 099-250-9800 

大隅河川国道事務所 肝属郡肝付町 1013-1 0994-65-2541 

 

 

第５節 災害広報計画 

本計画は、住民及び報道機関に対する災害情報、被害状況等の広報活動について

必要な事項を定め、災害広報の迅速化を図るものとする。 

１ 広報担当主管課        
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災害広報は総務管財対策部本部連絡班（防災交通担当）と総務管財対策部広報

班（総務ＴＬ）の主管とする。各対策部の広報事項はすべて本部対策部に連絡し

なければならない。 

２ 広報資料の収集 

総務課及び広報班は災害情報その他の広報資料の収集にあたると共に、災害現

場の写真撮影、その他の取材活動を積極的に実施しなければならない。 

 

３ 住民に対する広報 

収集した災害情報及び広報事項は内容に応じ、次の媒体を利用して行う。 

（１）広報車 

（２）防災行政無線及び有線放送 

（３）報道機関 

（４）広報紙 

（５）南日本放送（ＭＢＣ）との「防災パートナーシップに関する協定」による地

上デジタル放送（データ放送）、「ＭＢＣアプリ」利用者へのプッシュ型情報配

信、ＭＢＣラジオ及びＭＢＣホームページへの情報公開 

（６）その他 

 

４ 報道機関に対する情報発表の要領 

  別冊「災害時報道対応マニュアル」のとおり。 

報道機関に対する情報発表は、すべて総務管財対策部広報班が行うものとする。 

 

５ 災害広報の内容 

広報の内容は、おおむね次を基準とする。 

（１）警戒レベル３～４（地震・津波を除く。）及び高齢者等避難又は避難指示 

（２）災害対策本部の設置又は解除閉鎖 

（３）災害防止の事前対策と応急対策 

（４）警戒レベル５（地震・津波を除く。）及び緊急安全確保 

ア 災害の種別 

イ 災害の発生日時、区域   

ウ 災害による被害の状況 

エ 被害復旧の見込み 

（５）その他必要と認める事項 

 

６ 放送機関に対する広報要請 

〔放送要請の要領〕 
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総務対策部広報班は、人命の安全確保、人心安定及び行政と住民の防災活動を支

援する広報において迅速・確実を期すべきもの、若しくは報道機関による広報が適

当なものについては、放送機関に広報を依頼する。 

放送機関への放送の依頼は、原則として鹿児島県が事前に締結している「災害時

における放送要請に関する協定」に基づき、町長が県知事に依頼するものとする。 

（１）風水害等に関する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、人命・

財産を保護するための避難指示又は緊急安全確保 

（２）災害に関する重要な伝達及び予想される災害の事態並びにこれに対してとる

べき措置 

（３）災害における混乱を防止するための指示 

（４）その他必要な情報 

 

 

第６節 避難計画 

本計画は災害が発生し、又は発生する恐れのある場合において、災害から住民を

保護するため、町長等が判断を行う避難情報、避難場所、避難所並びに避難の方法

等について必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 実施責任者 

（１）町長は、災害対策基本法第６０条の規程に基づき災害時における住民の「警

戒レベル３、高齢者等避難」、「警戒レベル４、避難指示」並びに「警戒レベル

５、緊急安全確保」に応じた避難措置を実施するものとする。 

（２）災害救助法が適用された場合において、知事が権限を町長に委任したとき又

は、緊急を要し知事の実施を待つ暇がないときの避難所の開設及び避難者の収

容は町長が行う。 

（３）町内小中学校における児童生徒の集団避難は、町長等の避難措置によるほか、

教育長の指示により学校長が実施する。 

（４）各種法律に基づく関係機関の避難指示権者は次のとおりとする。 

避難指示  全災害について町長（災害対策基本法第６０条３項） 

 

             水防管理者及びその要請を受けた警察職員（水防法第２２条） 

洪水災害                  

水防団長（消防団長）及び水防団員（消防団員）（水防法第２１条） 

地すべり災害： 知事又はその命を受けた職員（地すべり等防止法第２５条） 

     （避難及び立ち退きの指示を行ったときは、錦江警察署長に
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届け出る。） 

急傾斜地崩壊災害： 国土交通大臣、知事及び町長（急傾斜地の崩壊による災害の

防止法第２０条、災害対策基本法第６０条） 

   町 長（災害対策基本法第６０条） 

              警察官(災害対策基本法第 61 条、警察官職務執行法第 4 条) 

全災害        海上保安官(災害対策基本法第６１条) 

              災害派遣中の自衛官(自衛隊法第９４条) 

ウ 避難所の開設及び収容  知事又は町長（災害救助法第２３条） 

 

２ 「警戒レベル３、高齢者等避難」、「警戒レベル４、避難指示」及び「警戒レベ

ル５、緊急安全確保」の発表基準 

避難情報の発表基準は、災害の種類、地域その他により異なるが、おおむねの

基準は次のとおりとする。 

（１）「警戒レベル３、高齢者等避難」の発表基準（別表第８参照（P.130）） 

   河川からの外水氾濫又は降水による内水氾濫等による浸水、土砂災害、地す

べり等が予想される地域からの避難、大規模火災による出火・延焼が予想され

る地域からの避難など、人的被害の発生する可能性が高くなった状況で、避難

行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければ

ならないと判断される場合、避難行動要支援者等を事前に避難させる。また、

避難行動要支援者等以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避

難準備を開始する。発表の基準は、次のとおり。 

ア 暴風の場合 

風速の上昇に伴い、短時間に災害の発生が予想される場合（風速２０ｍ／

s 程度となり、更に強くなっていくと予報される時など。） 

イ 豪雨の場合 

大雨警報（土砂災害）が発表されるなど、短時間に災害の発生が予想され

る場合（連続雨量１００㎜を超えると予想されるとき、又は時間雨量が５０

㎜超えると予想される等、これ以上の天候悪化が要配慮者の避難に影響を及

ぼす恐れが生じたとき。） 

気象庁防災情報提供システム及び鹿児島県河川砂防情報システム等によ

り、土砂災害警戒危険度分布（キキクル）及び豪雨域のスネーク判定図等を

観察し、２時間先までに「大雨警報（土砂災害）」の警報基準に達すると予

想される場合 

ウ 洪水・高潮の場合 

神ノ川では、洪水警報が発表されるなど、氾濫注意水位（２．５ｍ）を突

破し２．８ｍに達し、さらに増水が予想される場合。洪水害又は浸水害危険
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度分布（キキクル）も併せて参考とする。 

気象庁防災情報提供システムにおいて、神ノ川の流域雨量指数が２時間先

に「警報基準Ⅱ」を超えると予想される場合 

雄川（上流部）及び麓川等については、洪水警報が発表されるなど、その

水位が堤頂を超えることが予想される場合 

河川以外の海岸については、高潮警報（２．４ｍ）が発表された場合。ま

た、台風の接近と満潮時刻が重なる等、高潮による被害が予想される場合 

  エ 津波の場合 

    南海トラフ地震臨時情報（「巨大地震警戒」又は「巨大地震注意」）が発表

された場合、沿岸地域及び河口から内陸部の河川沿いにかけての地域に所在

する高齢者等について、後発地震に伴う津波への警戒を呼びかける場合。 

    なお、発表の際に「警戒レベル３」は付さない。 

オ その他の場合 

警戒体制に入り、周囲の状況（近隣市町村から得られた情報を含む。）か

ら判断して危険が予想される場合。また、気象庁防災情報提供システム及び

鹿児島県河川砂防情報システムによる指標を考慮する。 

  カ 住民に求められる行動 

    避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を有する者及びその介助者は、

計画された避難場所等への避難行動を開始し、避難行動要支援者以外の者は、

家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始する。 

    自身の周囲に危険を感じて避難が必要と考える者は、自主避難を行う。 

（２）「警戒レベル４、避難指示」の発表基準（別表第８参照（P.131）） 

ア 暴風の場合 

引き続き風速が強くなり、災害の発生が予想され、生命、身体の危険が近

づいてきた場合（風速２０ｍ／s を超え、更に強くなっていくような場合） 

イ 豪雨の場合 

土砂災害警戒情報が発表され、土砂災害、洪水害又は浸水害危険度分布（キ

キクル）による危険度がさらに高まるなど、住民等の生命身体の危険が強ま

ってきた場合（連続雨量１００㎜以上となり、更に今後も雨量が見込まれる

場合、又は時間雨量３０㎜以上の雨量が見込まれ、更に連続して降雨がある

場合などが考えられる。） 

    降水に関する避難指示発表の基準は次のとおり。 

前日までの連続雨量が 

１００㎜以上あった場合 

当日の日雨量が５０㎜を超え、時間雨量が３０㎜以

上の強い雨が予想されるとき。 

前日までの雨量が 

４０～１００㎜の場合 

当日の日雨量が８０㎜を超え、時間雨量が３０㎜以

上の強い雨が予想されるとき。 

前日まで降雨がない場合 当日の日雨量が１００㎜を超え、時間雨量が３０㎜
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以上の強い雨が予想されるとき。 

防災情報提供システム 

県河川砂防情報システム 

土砂災害、洪水害又は浸水害危険度分布（キキク

ル）及び土砂災害警戒情報の発表若しくは豪雨域のス

ネーク判定図を観察し、２時間後の予報が土砂災害警

戒情報の基準（ＣＬ）に達すると予想される場合 

ウ 洪水・高潮の場合 

神ノ川では、３ｍを突破し、さらに増水が予想され、氾濫危険水位（３．

５ｍ）に到達することが見込まれるとき。 

気象庁防災情報提供システムから、神ノ川の２時間後の流域雨量指数を確

認し、「基準Ⅲ」を上回った場合 

その他の河川や海岸等では、増水状態が続き洪水並びに高潮の危険（２．

４ｍ以上）が迫ってきたとき。（満潮と南西からの風が一緒になったとき） 

  エ 津 波 

    錦江町沿岸に大地震に伴う津波警報等（津波注意報以上）が発表された場

合、沿岸地域及び河口から内陸部の河川沿いにかけての地域に所在する住民

等について、速やかな避難を促す必要が生じた場合。 

    なお、発表の際に「警戒レベル４」は付さない。 

オ その他の場合 

    警戒体制が続き、周囲の状況（近傍市町村から得られた情報を含む。）が

「警戒レベル３、高齢者等避難」の段階より悪化し、相当な危険が近づいて

きたとき。また、土砂災害警戒情報や気象庁災害情報提供システム及び鹿児

島県河川砂防情報システムによる危険指標を考慮する。 

 カ 住民に求められる行動 

    通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所等への避難行動を開始

する。 

    指定された地域の危険な場所にあり、立退き避難が可能な者は、この時点

で指定避難所又は指定避難場所、若しくは安全な場所にある知人宅等へ避難

を開始し、この段階で避難を完了させる。また、洪水、高潮などの場合、指

定された地域内にあっても上階まで浸水せず、水流による家屋等の倒壊又は

流出が防げる堅固な建造物又は浸水や家屋の倒壊流出が及ばない地区にい

る者については、屋内安全確保も可能とする。（津波については、絶対に立

退き避難を行い、土砂災害に関しては立退き避難を前提とする。） 

ただし、浸水深よりも高い位置に居室が確保され、かつ、水が引くまでの

間を持ち堪えられるだけの食糧、飲料水、その他生活必需品の備蓄がなされ

ている場合に限る。 

（３）「警戒レベル５、緊急安全確保」の発表基準（別表第８参照(P.132)） 

  ア 発表基準 
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災害対策本部（支部）が、氾濫発生情報の発表や、管轄地域内において災

害発生の事実を確認した場合又は大雨特別警報が発表されるなど、災害の発

生が切迫しており緊急の避難若しくは住民自身が緊急の安全確保を行うよ

う指示する必要が生じた場合、可能な限り防災無線等を通じて「警戒レベル

５、緊急安全確保」を発表することを標準とする。 

  イ 住民に求められる行動 

未だ避難していない対象地域の住民は、緊急の避難を行うか安全な場所に

移動する。屋外に出ること自体が危険と判断した場合は、生命を守る最善の

行動（洪水、高潮については、建物の最上階又は屋根・屋上等への移動や近

隣の少しでも高い若しくは頑丈な施設等への移動を行い、加えて土砂災害の

危険からの回避手段として、最上階の崖とは反対側の部屋への移動等）をと

る。 

 

３ 警戒レベル、避難情報の発表要領 

（１）住民への避難情報は、原則として「警戒レベル３、高齢者等避難」、「警戒レ

ベル４、避難指示」、の２段階に分け発表するものとするが、急を要する場合

は、段階を経ずに直ちに「警戒レベル４、避難指示」を発表する。 

「警戒レベル４、避難指示」を発表しても、当該地域の避難行動の進捗が芳

しくない、又は天候の悪化が急激な場合など、状況により「警戒レベル４、避

難指示」を継続して発表するものとする。 

（２）避難情報の発表は、やむを得ない場合のほか、できるだけ夜間を避け、日中

の安全に避難が行える時間帯になるように発表する。また、発表の際は、昼夜

を問わず避難用の食糧、貴重品の確保、火の始末等、避難の状況に応じた準備

を併せて呼びかけるものとする。 

（３）町長は、避難情報の発表を行ったとき、又は他の避難指示権者より避難の指

示を行った旨の通知を受けたときは、知事（県危機管理課及び大隅地域振興局）

に報告又は通知する。担当は総務管財対策部とする。また、報道機関にも情報

を提供するものとし、担当は同じく総務管財対策部とする。 

  

４ 自主避難（別表第８参照（P.132）） 

住民は、下記のような状況あるいは兆候の発生が認められたとき、自主的判断

により速やかに避難するとともに、その事実を遅滞なく役場、警察又は消防に通

報する。（災害対策基本法５４条） 

（１）崖崩れ 

ア 崖に亀裂ができる。 

イ 崖から水が湧いてくる。 
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ウ 小石がパラパラと落ちてくる。 

（２）地すべり 

ア 地下水の変化が前兆となることが多いため、池や沼の水が急に増えたり減

ったりする。また、井戸水が濁ったりする。 

イ 地面にひび割れができる。 

ウ 地面の一部が落ちこんだり、盛り上がったりする。 

（３）土石流 

ア 立木の裂ける音が聞こえる場合や、巨礫の流下する音が聞こえる場合 

イ 渓流の流水が急激に濁りだした場合や、流木が混ざりはじめた場合 

ウ 降雨が続いているにもかかわらず渓流の水位が急激に低下しはじめた場

合（上流に崩壊が発生し、流れが堰き止められている恐れがあるため。） 

資料編１－５「土石流危険予想箇所」（P.109）参照 

（４）洪 水 

  ア 河川堤防にひび割れが生じた。 

  イ 急激な河川の増水が生じた。 

（５）その他 

   災害による被災を避けるため、必要と判断した場合 

 

５ 災害時避難行動要支援者の避難対策 

  町は、「錦江町災害時避難行動要支援者の避難支援プラン」を関係機関と協力し

ながら作成し、下記の点に留意し、また、地域の実情に応じた災害時避難行動要

支援者の避難支援体制の整備に取り組む。 

（１）一人暮らしや寝たきりの高齢者、病人、身体障害者、外国人等のいわゆる災

害時避難行動要支援者の避難については、日頃から対象者の把握に努めるとと

もに、避難指示の伝達方法及び避難誘導方法について特に配慮するものとする。 

（２）避難所においては、高齢者や身体障害者などの設備や備品についても配慮に

努めるものとする。 

（３）外国人等に対しては、登録の際などに防災についてのリーフレット等を配布

するとともに避難所の表示板についても多言語化又は「やさしい日本語」の利

用を推進していくものとする。 

 

６ 警戒レベル、避難情報の伝達方法 

当該住民に対する避難情報の伝達は、おおむね次の方法のうち実情に即した方

法により周知徹底を図る。 

（１）防災行政無線による伝達 

（２）サイレンによる伝達 
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（３）広報車の呼び掛けによる伝達 

（４）自治会放送、電話、特使等による伝達 

（５）報道機関及びＳＮＳによる伝達 

（６）洪水及び高潮による避難の指示は次の信号による。 

サ イ レ ン 信 号 

 

  約１分（吹鳴）                    約１分（吹鳴） 

●  休止      ●  休止 

         約５秒                約５秒 

 

７ 避難の方法 

（１）避難の誘導 

ア 各地区の避難誘導は、当該地区の消防分団が行い、誘導責任者は当該消防

分団長とする。 

イ 避難場所への経路については、災害の状況等によって、誘導責任者が決定

するものとするが、この場合次の事項について十分留意するものとする。 

（ア）暴風の場合はできるだけ山かげ、堅牢な建物に沿った経路を選ぶこと。 

（イ）豪雨の場合は、崖下及び低地等の危険な場所を避けること。 

ウ 避難の誘導にあたっては、次の事項に留意すること。 

（ア）避難場所が遠距離の場合は、あらかじめ集合場所を定め、できるだけ集

団で避難するようにする。 

（イ）誘導にあたっては、ロープその他を利用し、安全の確保に努めること。 

（ウ）避難経路中の危険箇所には、標識、ロープ張りをするなどし、警戒員を

配置する。 

（エ）携帯品や幼児はできるだけ背負い、行動の自由を図るよう指導すること。 

エ 地域毎の誘導員、責任者、避難経路はあらかじめ定めておくものとする。 

（２）避難誘導の優先順位 

ア 避難誘導の優先順位は、避難行動要支援者を優先する。 

イ 地域的避難の順序は、災害発生の時期、状況等を判断の上、先に災害が発

生すると予想される地域内の居住者から優先するものとする。 

 

８ 避難所の設置 

（１）避難予定場所 

地域別の町指定避難所は次のとおりとする。災害の状況により避難所を変更

したときは、その都度周知を図るものとする。 （令和３年１０月現在） 
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避 難 所 避 難 地 域 対象人員 収容人員 施設管理者 分団名 

大根占小学校体育館  麓、弓場下･鳥井戸･木場･大橋全区 ９９５ ２００ 大根占小校長 中 央 

錦江中学校体育館  瀬戸山･六反田･中園･宮脇･中西・上之宇都･木原･ 寺前･山之口  ８９３ ３５０ 錦江中校長 中 央 

錦江町総合交流ｾﾝﾀｰ  神之浜全区･本町･京町･栄町･旭町･塩屋･城ヶ崎 ８６０ ３００ 町 長 中 央 

神川小学校体育館  皆倉・桜原・神川中原 ２２３  １５０ 神川小校長 神 川 

神 川 地 区 体 育 館  鳥浜・神川城･神川中･神川新町 神川上  ７７３ １５０ 同 神 川 

池田小学校体育館  松坂･毛下･笹原･川南･川北 ３２３  １５０ 池田小校長 池 田 

池 田 地 区 体 育 館  半下石･白井･安水･壱崎･大久保･馬場中原･段中野  ２４６  １５０ 同 池 田 

宿利原ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ  宿利原･牧原･協和･岩元･厚ｹ瀬 ２１７ １５０ 町 長 宿利原 

宿利原地区体育館  笑喜･令和･才原･命苫 １８８ １５０ 宿利原小校長 宿利原 

田代保健福祉センター 麓地区・上部地区、川原地区 ９２９ ２００                                                町 長 麓 

錦江町田代開発ｾﾝﾀ  ー 麓地区・上部地区、川原地区 ４６５ １００ 町 長 麓 

花瀬でんしろう館 花瀬地区 ２６６ １５０                                                町 長 川 原 

大原小学校体育館 大原地区 ３５５ １５０                                                大原小校長 大 原 

各 自 治 会 公 民 館  その他の地域 ― 各 10～20 自治会長 － 

 ＊ただし、避難者が過多となる場合は、その都度公共施設を解放するものとする。 

（２）避難所の開設及び管理 

ア 避難所の開設は、民生対策部が消防団と協力して行う。避難所開設当初は、

職員又は消防団員を駐在させて避難所の管理と収容者の保護に当たる。細部

は「錦江町避難所運営マニュアル」及び同別冊「錦江町避難所における新型

コロナウィルス感染症等拡大予防に関する対応について」による。 

イ 避難所開設当初、避難所駐在の職員又は消防団員は、避難状況（避難者数

を含む。）及び避難所内の状況を記録し適宜、民生対策部長に報告する。 

ウ 避難行動要支援者のための二次避難所として業務提携をしている福祉避

難所は下表のとおり。 

  なお、各施設の収容可能員数は、その時の各施設において収容可能な員数

（空床利用を基本）とする。 

番号 施 設 名 住 所 電話番号 

１ 
特別養護老人ホーム南松園 田代川原 369 0994-25-2174 

通常定員：５５名、余剰床面積から算出された収容できる最大員数：３０名 

２ 
グループホーム南松園 田代川原 430-1 0994-25-2364 

通常定員：９名、余剰床面積から算出された収容できる最大員数： ５名 

３ 
特別養護老人ホーム青山荘 城元 3724-1 0994-22-3388 

通常定員：７８名、余剰床面積から算出された収容できる最大員数：５０名 

４ 
グループホーム青山荘 同 上 0994-22-3389 

通常定員：９名、余剰床面積から算出された収容できる最大員数：５名 

エ 福祉避難所の利用対象者は、錦江町災害時避難行動要配慮者の避難支援プ

ランに基づく対象者であって、身体等の状況や医療面でのケアの必要性から

介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない程度の者で、かつ、避難

所での生活において特別な配慮を必要とする者とする。 

オ 避難所においてはプライバシーの確保や男女双方の視点に配慮することは
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もちろん、性的少数者にもできるだけ寄り添った避難所運営管理等の避難生

活整備の充実に努める。 

カ 避難生活が安定した時期を見て、避難所における被災者の生活の長期化に

備え、避難所の自治・運営は避難者に任せることとする。避難所に居住する

避難者の中から代表者を選出し、給食、衛生（ゴミ処理、清掃、トイレ問題

等を含む。）及び避難者の要望のとりまとめ等を行い、町の担当部と相互に

連絡を行う。 

避難者の代表は、「錦江町避難所運営マニュアル」を参考に地域の事情に

合わせた、避難所の運営に努める。 

（３）災害救助法による避難所の開設及び内容 

災害救助法が適用された場合の避難所の開設及び収容等は、「錦江町避難所

運営マニュアル」及び県の災害救助法施行細則に定めるところによる。 

ア 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のため、

人件費、消耗器材費、建物又は器物の使用謝金、燃料費及び仮設便所等の設

置費は災害救助法施行細則第２条別表第１のとおりとする。 

イ 次に該当する場合は、当該各号に掲げる額の範囲内において、それぞれ前

項アの額に加算する。 

冬期（１０月から３月まで）の燃料費は、別に定める額を加算する。 

（４）避難所を設置したときは、一般にその旨を広報し、避難所に収容すべき者を

誘導し保護する。 

（５）避難所を設置したときは、知事へ直ちに次の事項を報告するものとする。 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 箇所数及び各避難所の収容人員 

ウ 開設期間の見込み 

（６）避難所の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内とする。 

 

９ 小中学校児童・生徒の集団避難 

町内の小中学校児童生徒の集団避難計画は、次によるものとする。 

（１）実施の基本 

ア 教育長は、町内各小中学校の集団避難計画策定を指導し、各学校長はこれ

に基づき学校の実情に適した具体的計画を作成しなければならない。 

イ 各学校長は、前記計画の作成にあたっては、児童生徒の心身の発達過程を

考慮すると共に、生命の安全、健康の保持に重点を置かなければならない。 

（２）実施方法 

ア 教育長は、災害の種別、程度を速やかに学校長に通報し、必要な避難措置
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をとらせるものとする。 

イ 各学校長は、教育長の指示に基づき、又は緊急を要する場合は自らの判断

により児童生徒を安全な場所に避難させなければならない。 

ウ 教育長は、児童生徒が学校の管理外にある場合、状況を判断の上、臨時休

校の措置を講ずるものとする。 

（３）実施要領 

ア 教育長から行う避難の指示等は、町長の指示により行うほか、避難実施上

の安全を考慮し、町長からの指示を待たず早期に実施することができるもの

とする。 

イ 教育長から行う避難の指示等に際しては、災害種別、災害発生の時期等を

考慮し危険が迫っている学校から順に指示すること。 

ウ 児童生徒の避難順位は、低学年、疾病等の罹患及び避難に際して配慮を必

要とする児童・生徒を優先して行うこと。 

エ 避難が比較的長期にわたると判断されたときは、避難情報の種別を考慮し、

児童・生徒をその保護者のもとに誘導し、引き渡すこと。 

オ 災害の種別、被災の状況等を想定し、児童・生徒及び職員の集団避難の手

順並びに経路等をあらかじめ定めておくこと。 

（４）留意事項 

ア 教育長の各学校への通報連絡は迅速かつ確実に行われるよう、かねてから

連絡網を整備しておくこと。 

イ 学校長は、概ね次の事項について計画し、集団避難が安全かつ迅速に行わ

れるようにすること。 

（ア）災害の種別に応じた避難情報の伝達方法 

（イ）避難場所の指定 

（ウ）避難手順及び避難場所等までの誘導責任者 

（エ）児童・生徒の携行品 

（オ）書類、備品等の搬出計画 

ウ 学校長は、２階建て以上の校舎については、特に普段から非常口の使用等

について訓練をさせておくこと。 

エ 学校長は、災害が学校内又はその付近に発生した場合、速やかに関係機関

に通報すること。 

オ 学校長は、災害の種別、程度により児童・生徒を家庭に帰宅させる場合は、

次の方法によること。 

（ア）集落担任教師の誘導を必要とする場合は、集落ごとに安全な場所に誘導

すること。 

（イ）集落ごとに児童生徒を集団下校させる場合は、危険箇所（崖崩れ、危険
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橋梁）の通行を避ける等必要な指示を与えること。 

カ 児童・生徒が家庭にある場合における臨時休校の通知方法及び連絡網を児

童・生徒及び保護者に徹底しておくこと。 

キ 火災、台風、地震・津波等、災害種別に応じた避難訓練をかねてから実施

しておくこと。 

（５）避難場所 

ア 教育長は、町地域防災計画等を基にして、災害の種別、程度に応じた学校

別の避難場所を定めるものとする。 

イ 学校が町地域防災計画等に定める避難所又は避難場所に指定されている

場合、児童・生徒の保護者が学校に避難してきた場合は、児童・生徒はその

保護者に引き渡すものとする。 

 

 

第７節 避難行動要支援者対策 

第１ 一般家庭等における避難行動要支援者 

 災害発生時における避難行動要支援者の安全の確保に関する計画は、次のとおり

であり、別に定める「錦江町災害時避難行動要配慮者の避難支援プラン」により、

その支援体制の整備を図る。 

 

１ 安全対策 

  町は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、災害の発生に備え、災害対

策基本法第４９条の十一第２項に示す避難支援等の実施に携わる関係者（以下

「避難支援等関係者」という。）と協力し、避難行動要支援者の避難支援の体制

を整備し、避難行動要支援支援者に関する情報の共有、避難支援計画の策定等に

努めるとともに、災害対策基本法第４９条の十に基づき避難行動要支援者の生命

又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる避

難行動要支援者名簿を「個人情報の保護に関する法律」に基づき作成・運用する

ものとする。 

（１）避難行動要支援者名簿の範囲 

ア 要介護３～５を受けている者 

イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心

臓、腎臓機能障害のみで該当するものは除く。） 

ウ 療養手帳Ａを所持する知的障害者 

エ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

オ 医療的ケアの必要な障害児・者 
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カ 特定疾患治療研究事業における医療費助成認定を受けている難病患者 

キ 上記以外で町長が支援の必要を認める者 

（２）避難行動要支援者名簿情報 

   町は、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。 

ア 氏 名 

イ 生年月日 

ウ 性 別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする事由 

キ 所属自治会 

ク 避難所（避難先） 

ケ 個別支援計画の有無 

コ 危険種別（危険地域の種別を記載） 

サ 上記に掲げるほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

（３）避難支援等関係者 

   町は、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿情報を提供するもの

とする。 

   災害発生時を除き、名簿情報を提供することについて本人の同意が得られて

いない場合はこの限りでない。 

   避難支援等関係者となる者は、以下に掲げる団体及び個人とする。 

ア 消防機関 

イ 警察機関 

ウ 民生委員 

エ 社会福祉協議会 

オ 自主防災組織 

カ 自治会 

キ その他、錦江町災害時避難行動要配慮者の避難支援プランに定める団体等 

（４）名簿に掲載する個人情報の入手 

   町は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当

する者を把握するため、関係課で把握している情報を集約するよう努めるもの

とする。 

（５）名簿の更新 

   町は、住民の転入・転出、介護認定、身体障害者手帳等の事務を通じて避難

行動要支援者名簿を定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つものとする。 
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（６）名簿提供における情報の管理 

   町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な

情報管理を図るよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

ア 当該避難行動要援護者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する

ものとする。 

  イ 災害対策基本法第４９条の十三に基づき、避難支援関係者個人に守秘義務

が課せられていることを説明するものとする。 

  ウ 避難行動要支援者名簿については、施錠可能な場所へ保管するなど、厳重

なる保管を行うよう指導するものとする。 

エ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導するものとする。 

  オ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人でなく団体である場合には、その団

体内部で避難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導するものと

する。 

  カ 個人情報の適正管理について、避難支援等関係者と協定を締結するものと

する 

（７）緊急連絡体制の整備 

   町は、地域ぐるみの協力のもとに、避難行動要支援者に対するきめ細かな緊

急連絡体制の確立を図る。 

（８）避難体制の確立 

ア 町は、避難行動要支援者名簿に対する避難誘導等の方法や援助者等を定め

るものとする。 

  イ 町は、避難行動要支援者が避難のための立ち退きの指示を受けた場合には、

円滑に避難のための立ち退きを行うことができるように特に配慮しなけれ

ばならない。 

  ウ 町は、災害応急対策に従事する避難支援等関係者の安全の確保に十分配慮

しなければならない。 

エ 町は、避難行動要支援者を収容する避難所の指定にあたっては、地域の避

難行動要支援者の実態に合わせて、利便性や安全性を十分配慮するとともに、

地域の実情に応じた防災知識等の普及・啓発等に努めるものとする。 

 

第２ 社会福祉施設等における避難行動要支援者対策 

 

１ 入所者・利用者の安全確保 

各社会福祉施設等の管理者は、あらかじめ定めた避難誘導方法に従い、速やか

に入所者・利用者の安全を確保する。 
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町は、施設機能を低下させない範囲内で支援の必要性の高い被災者を優先的に

被災地に隣接する地域の社会福祉施設に移送する。 

 

２ 県、町への応援要請等 

（１）各社会福祉施設等の管理者は、日常生活用品及び人材の不足数について、県

及び町に対し、他の施設からの応援の斡旋を要請する。 

（２）各社会福祉施設等は、それぞれの施設で保有している資機材を相互に活用す

ることにより、被災地の支援を行う。 

３ 町の支援活動 

（１）ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業所へ要請

する。 

（２）ライフラインの復旧までの間、水、食料等の確保のための措置を講ずる。 

（３）ボランティアへの情報提供などを含め人材を確保すること。 

 

４ 県の支援活動 

県は、町及び各施設が行う前項の措置に対し、適宜支援する。 

 

 

第８節 救難・救助計画 

 災害発生時には、同時に多数の遭難者及び傷病者が発生し、通常の救難・救助活

動とは異なる対応が求められる。このため、錦江町をはじめとする関係各機関の緊

密な連携と協力が必要である。災害発生時の各機関における救難・救助活動の役割

等については次のとおりとする。 

 

１ 災害発生時における救難・救助活動関連機関の役割 

（１）錦江町 

  ア 役場消防隊の派出（後述の消防団と共同する。） 

  イ 各消防団への派出要請の実施 

  ウ 災害対策本部等の設置 

  エ その他、必要な作業 

（２）南部消防署（消防隊） 

  ア 災害現場への急行と状況把握 

  イ 大隅肝属地区消防組合を通じ、その他の関係機関への連絡及び応援の要請 

  ウ 消火活動又は遭難者の捜索及び救助 

エ 消防団及び役場消防隊の活動の指揮 
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  オ 現場における傷病者のトリアージ及び救命救急処置の実施 

  カ 応急救護所の設置と搬送されてくる傷病者への救急処置及び救急搬送 

  キ 現場指揮本部の設置 

  ク その他、必要な作業 

（３）消防団 

   現場指揮本部の指揮の下、役場消防隊と共同し、以下の作業を行う。 

  ア 消火活動又は遭難者の捜索及び救助活動の実施 

  イ 傷病者の応急救護所への搬送 

  ウ その他必要な作業 

（４）錦江警察署 

  ア 現場周辺住民に対する警察官職務執行法第４条に基づく避難指示の実施 

イ 災害対策基本法第６３条に基づく警戒区域の設定（交通規制等を含む。） 

  ウ 遭難者の捜索・救助 

  エ 現場周辺地域の治安維持 

オ その他必要な作業 

（５）肝属郡医師会及び肝属郡医師会立病院 

  ア 現場消防隊からの要請に基づく災害現場への医師及び看護師の派出（一次

トリアージと現場での救命救急医療活動） 

  イ 応急救護所における二次トリアージ及び救命救急医療活動 

  ウ 応急救護所から搬送されてくる傷病者への各医療機関における医療活動 
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災害発生時の各機関の役割等の相関図 

 

２ 住民及び自主防災組織による救助、救急活動 

住民及び自主防災組織は、自発的に被害者の救助、救急活動を行うとともに、

救助、緊急活動を行う関係機関に協力するよう努める。 

３ 救助、救急用装備・資機材の調達 

（１）初期における救助、救急用装備・資機材の運用については、原則として各関

係機関においてそれぞれ整備・保有しているものを活用する。 

（２）救助、救急用装備・資機材に不足が生じた場合は、その他関係機関が保有す

るもの又は民間業者からの借入れ等を図り、救助活動に万全を期す。 

（３）倒壊家屋等からの救出に必要な重機等については、民間業者から調達するも

災害現場 

応急救護所 

肝属医師会及び 

肝属郡医師会立病院等 

現場指揮本部 

災害対策本部 

南部消防署・消防団 

錦江警察署 

役場消防隊 

役 場 

傷病者 

搬送 

傷病者 

搬送 

捜索・救助要員及び救護員派遣 

トリアージ要員＆ 

救急医療要員派遣 

被災現場の警戒及び避
難誘導等の要員派遣 

現場指揮本部要員派遣 

：人の流れ 

：情報の流れ 
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のとする。 

（４）搬送する重傷者が多数で、救急車等の車輌が不足する場合は、住民及び自主

防災組織の協力を得て、民間の車輌を確保する。 

 

４ 救急車・救助工作車の配備状況 

大隅肝属消防組合南部消防署   救急車         ２ 台 

                 林野（救助）工作車   １ 台 

 

 

第９節 水防計画 

水防計画は、水防法に基づき別に定める「錦江町水防計画」による。 

 

 

第 10 節 土砂災害防止計画 

 

１ 土砂災害防止体制の確立 

砂防・治山事業の所管各課は、気象警報等の発表とともに土砂災害防止体制を

早急に確立し、土砂災害の拡大防止対策に着手する。 

 

２ 危険箇所周辺の警戒監視・通報 

町は、急傾斜地崩壊危険箇所、山地崩壊危険箇所等における斜面崩壊や土石流

危険渓流等における土石流、地すべり等により土砂災害が発生した地域がある場

合、その被害実態の早期把握に努める。また，地域で土砂災害の発生の兆候が認

められるなどの実態が把握された場合、それらの地域の警戒監視体制を強化し，

土砂災害による被害防止の早期実施に努める。 

 

３ 土砂災害等による被害の拡大防止（応急復旧措置） 

（１）土砂災害の防止措置 

土砂災害の生じた地域において、引き続き崖崩れや土石流、地すべり等が懸

念される場合は、町において応急的な崩壊防止措置を講ずる。また、土砂災害

の発生した地域において、民生安定上放置し難く、採択基準に合致するものは、

災害関連緊急砂防等事業等において緊急に砂防施設等の整備を行う。 

（２）警戒避難体制の確立 

町は、土砂災害の危険が解消されない場合、災害対策基本法第六十三条第

１項に基づき当該区域に警戒区域を設定し、関係住民の出入りを制限し、必要
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に応じ、関係地域住民の避難措置を実施する。 

 

４ 土砂災害の警戒避難体制 

（１）避難情報の発令基準 

   本章第６節第２項のとおり。 

（２）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について 

 
急傾斜（箇所） 土石流（箇所） 

警戒 特別 警戒 特別 

錦江町 ２１１ ２１１ １０６ ９５ 

   

地 区 公民館区域 自治会名 自治会数 

大根占 

馬 場 
麓、弓場下、鳥井戸、木場、大橋上、大

橋下、木原、寺前、山之口、中西 
１０ 

城 元 

神之浜一区、神之浜二区、本町、京町、

栄町、旭町、塩屋、城ヶ崎、瀬戸山 

六反田、中園、宮脇、上之宇都 

１３ 

神 川 
鳥浜、神川城、神川上、神川中 

神川新町、皆倉、神川中原、桜原 
８ 

池 田 

松坂、毛下、笹原、半下石、川南、川北、 

白井、安水、壱崎、大久保、馬場中原、

段中野 

１２ 

宿利原 
笑喜、令和、才原、宿利原、牧原、協和、

岩元、命苫、厚ヶ瀬 
９ 

田 代 

麓 
下、馬場、東ノ原、長谷、西中郡、東中

郡、橋ノ口、中村、麓住宅、昇陽 
１０ 

上 部 山下、岩崎、表木、折小野、上山ノ口 ５ 

大 原 
大原、中尾、新田、内ノ牧、重岳、鵜戸

野、久木野、盤山、富田 
９ 

川 原 
平石、柴立、上柴立、上原 

早瀬、郷ノ原、辺志切、鶴園 
８ 

花 瀬 原沢、池野、瀬戸口、猪鹿倉、鳥渕 ５ 

（３）避難情報の発令対象区域 

   自治会(自主防災組織)や事業所毎とする。 

（４）情報の収集及び伝達体制 

   情報の収集については、鹿児島県と鹿児島地方気象台が共同発表する「土砂

災害警戒情報」に特に注意するとともに、自治会（自主防災組織）等から入る

土砂災害の前兆現象等の情報を収集する。住民への伝達方法については、次表

へ記載する。 
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土砂災害警戒区域毎の避難の体制整備について 

自治会名 伝達方法 
ハザードマップ 

の配布状況 

避難誘導 

担当消防分団 

自主 

防災 

組織 

最寄避難所 

麓自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 

弓場下自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 
鳥井戸自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 

木場自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 
大橋上自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 

大橋下自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 
木原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 

寺前自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 
山之口自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 

中西自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 大根占小学校体育館 
神之浜一区自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
神之浜二区自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

本町自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
京町自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
栄町自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
旭町自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
塩屋自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

城ヶ崎自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
瀬戸山自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
六反田自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
中園自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
宮脇自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

上之宇都自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
鳥浜自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 

神川城自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
神川上自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
神川中自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 

神川新町自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
皆倉自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 

神川中原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
桜原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
松坂自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 

毛下自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 

笹原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 

半下石自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 

川南自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
川北自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
白井自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
安水自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
壱崎自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 

大久保自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
馬場中原地区 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
段中野自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 
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笑喜自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
令和自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
才原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

宿利原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
牧原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
協和自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
岩元自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
命苫自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

厚ヶ瀬自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
下自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

馬場自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

東ノ原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

長谷自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

西中郡自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

東中郡自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

橋ノ口自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

中村自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

麓住宅自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

昇陽自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

山下自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

岩崎自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

表木自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

折小野自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

上山ノ口自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

大原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
中尾自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
新田自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 

内ノ牧自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
重岳自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 

鵜戸野自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
久木野自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
盤山自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
富田自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 
平石自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 
柴立自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 

上柴立自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 
上原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 
早瀬自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 

郷ノ原自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 
辺志切自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 
鶴園自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 
原沢自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 花瀬でんしろう館 

池野自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 花瀬でんしろう館 

瀬戸口自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 花瀬でんしろう館 

猪鹿倉自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 花瀬でんしろう館 

鳥渕自治会 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 花瀬でんしろう館 

青山荘 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 
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錦江園 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

すずしろの里 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

大根占小学校 ２２－０００７ 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

錦江中学校 ２２－０００９ 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

※藤崎ｸﾘﾆｯｸ 防災無線 令和 5 年４月配布 中央分団 有 総合交流センター 

※肝属医師会立病院 ２２－３１１１ 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 

※みなみかぜ 防災無線 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
※神川小学校 ２２－０２０１ 令和 5 年４月配布 神川分団 有 神川小学校体育館 
池田小学校 ２９－０００２ 令和 5 年４月配布 池田分団 有 池田小学校体育館 

宿利原小学校 ２３－０００１ 令和 5 年４月配布 宿利原分団 有 宿利原地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

※田代小学校 ２５－２００２ 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

田代中学校 防災無線 令和 5 年４月配布 麓分団 有 田代保健福祉センター 

※南松園 防災無線 令和 5 年４月配布 川原分団 有 田代保健福祉センター 

大原小学校 ２５－２００３ 令和 5 年４月配布 大原分団 有 大原小学校体育館 

※： 土砂災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設。その他の町内要配慮者利用

施設（学校を含む。）にもハザードマップを配布した。（令和５年４月） 

（５）避難所の開設・運営 

   避難所の開設及び運営については、第６節第８項（２）と同様とする。 

（６）避難行動要支援者への支援 

   町は、「錦江町避難行動要支援者の避難支援プラン」を関係機関と協力しなが

ら作成するとともに下記の点に留意し、また、地域の実情に応じた避難行動要

支援者の避難支援体制の整備に取り組む。 

ア 一人暮らしの高齢者、寝たきりの高齢者、病人、身体障害者、外国人等の

避難行動要支援者については、日頃から対象者の把握に努めるとともに、避

難指示の伝達方法及び避難誘導方法について特に配慮するものとする。 

イ 避難所においては、高齢者や身体障害者などの設備や備品についても配慮

に努めるものとする。 

ウ 外国人等に対しては、登録の際などに防災についてのパンフレット等を配

布するとともに避難所の避難所の表示板についても多言語化を推進していく

ものとする。 

（７）防災意識の向上 

   土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定された住民に対して、土

砂災害マップの配布やその他の広報媒体を通じて、今居住している地域は土砂

災害が発生する恐れのある地域であることを認識してもらう。また、自治会や

自主防災地域が土砂災害に対する避難訓練を実施するよう働きかけていくとと

もに、支援を行う。 

（８）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者及び所有者に対し土砂災害

防止法第８条の二に定める「避難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を支援

するものとする。土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設は次の表のとおり。 
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 施設の所在地 電話番号 

肝属郡医師会立病院 錦江町神川１３５-３ 0994-22-3111 

藤崎クリニック 錦江町城元９６-６ 0994-22-2238 

介護老人保健施設みなみかぜ 錦江町神川８８-１ 0994-22-3100 

グループホーム南松園 錦江町田代川原４３０-１ 0994-25-2364 

神川小学校 錦江町神川３２９５ 0994-22-0201 

田代小学校 錦江町田代麓５８６－１ 0994-25-2002 

 

 

第 11 節 消防計画 

本計画書は、消防活動が迅速かつ適切に実施できるよう活動の組織、方法及び関

係機関との協力体制の確立について必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 消防組織の編成及び定数 

（１）消防団の定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防団の編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 役場消防隊は、それぞれ災害対策本部及び同支部の指揮下に入る。 

 

消防団定員 
 団       長：  １名 
 副   団   長：  ２名 
 本 部 付 部 長：  １名 
 分   団   長：  ７名 
 副   分  団  長：  ７名 
 部        長： ２８名 
 班       長： ６３名 
 団              員：１５６名 
 合              計：２６５名 

中央分団（大根占小学校区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 
神川分団（神川小学校区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 
池田分団（池田小学校区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 
宿利原分団（宿利原小学校区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 
麓 分団（ 麓 地区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 

大原分団（大原地区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 

川原分団（河原地区） 
（分団長×１、副分団長×１、部長、班長、団員） 

町 長 
副町長 

役場消防隊（本庁） 

役場消防隊（支所） 

消防団本部（本庁） （団長×１、副団長×２、本部付部長×１） 

（隊長×１、副隊長×１、隊員） 

（隊長×１、副隊長×１、隊員） 

女性消防隊 
（隊長×１、隊員） 
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２ 消防活動 

（１）火災予防活動 

火災警報発令時の対策 

火災警報が発令された場合は、各分団長は機械器具の整備点検を十分にし、

常に出動の態勢を整えておかなければならない． 

ア 危険区域の予防査察 

火災危険区域の火災予防のため、所轄分団は随時次の事項を実施する｡ 

（ア）旅館、飲食店、その他公衆の多数出入りする場所の予防査察 

（イ）石油、プロパンガス等危険物取扱店の予防査察 

（ウ）消火栓、防火水槽等消防水利の点検整備 

（２）消火活動 

ア 消防団による消火活動については、安全に十分配慮した上で迅速かつ統制

のとれた活動を行わなければならない｡ 

イ 消火活動は、次に掲げる事項について実施ものとする｡ 

（ア）召集、出動 

（イ）消火活動、飛火警戒、破壊消防等 

（ウ）避難誘導、現場警戒 

（エ）現場保存 

（３）火災以外の消防活動 

ア 災害応急対策活動 

災害応急対策のため出動を命ぜられた各分団は、直ちに現場に出動し団長

の指揮により活動しなければならない｡ 

イ 被災者救出及び遺体捜索活動 

第１２節の記載による。 

ウ その他の活動 

  町長または団長の指示、命令により活動するものとする｡ 

（４）作業安全の確保 

消防団員は、出動に際してヘルメット、耐切創手袋など、消防作業に相応し

い装備を装着するとともに、各種車両・機材等の安全に関する規則を厳守し、

事故防止に万全を期すること。また、役場消防隊もこれに準じて安全確保を行

うものとする。 

 

３ 相互応援協定 

災害が大規模で、町単独で対応できない場合等に備え、次の相互応援協定を締

結している。 
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協定の内容 締結年月日 締結相手方 

鹿児島県消防・防災ヘリコプター応援

協定 
1998.6.26 県下４３市町村、１７消防本部 

大隅肝属地区消防相互応援協定 2006.3.15 鹿屋市、東串良町、南大隅町、肝付町 

大隅肝属地区消防組合と鹿屋市及び肝

属郡４町の消防無線に関する協定書 
2006.3.15 

鹿屋市、東串良町、南大隅町、肝付町、

大隅肝属地区消防組合 

鹿児島県及び県内市町村間の災害時相

互応援協定 
2007.6.27 

鹿児島県⇔鹿児島県市町会⇔鹿児島

県町村会⇔鹿児島県 

救急業務応援協定 2009.10.1 鹿児島市 

災害時における応急生活物資（ＬＰガ

ス等）の供給に関する協定 
2010.3.5 鹿児島県ＬＰガス協会大隅支部 

災害時における物資供給に関する協定 2011.8.30 NPO 法人コメリ災害対策センター 

鹿児島県ドクターヘリ運航事業におけ

る救急車搬送に関する相互応援協定 
2011.12.22 県内全市町村 

災害時における錦江町内郵便局と錦江

町との相互協力に関する協定 
2015.8.1 

日本郵便株式会社九州支社長又は大

根占郵便局長 

災害時におけるレンタル機材の提供に

関する協定 
2014.1.28 第一機械産業株式会社 

錦江町地区災害復旧に関する覚書 2017.4.1 九州電力株式会社鹿屋配電事業所長 

鹿児島県消防相互応援協定 2018.12.30 県下４３市町村、１１消防本部等 

防災パートナーシップに関する協定 2020.12.1 南日本放送 

大規模災害等における代替施設使用

に関する協定 
2021.1.20 錦江警察署 

出水市・錦江町災害時相互応援協定（敵

に塩を送る協定） 
2021.1.26 出水市 

 

 

 

第１２節 行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理、埋葬計画 

本計画は、災害により行方不明になっている者（生存確定者、生死不明者、死亡

推定者の全て）の捜索を計画的、合理的に行なう体制の確立と、遺体の収容、処理、

埋葬等の円滑な処理を図るための計画である。 

 

１ 実施責任者 

災害時における行方不明者の捜索は、町長が消防署、県警察本部及び第十管区

海上保安本部と協力して行ない、遺体の収容、処理、埋葬等の措置は町長が行な

うものとする。 

担当対策部は次のとおりとする。 

 行方不明者の捜索････総務管財対策部 

遺体の収容処理･･････民生対策部 

 

２ 捜索隊の編成 
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捜索隊の編成は災害の規模、捜索対象者数、捜索範囲、その他の事情に基づき

町消防団及び民間協力者をもっておおむね次のとおり編成する。 

（１）第１種捜索隊 

関係消防分団及び自治会協力者（自主防災組織員等）により編成 

（２）第２種捜索隊 

隣接消防分団及び自治会協力者により編成 

（３）第３種捜索隊 

町消防団全員及び町協力者により編成 

 

３ 関係機関への通報 

町長は、災害により行方不明者が発生したことを知ったときは、直ちに錦江警

察署、池田・田代駐在所及び南部消防署に通報し、捜索を依頼するものとする。

この場合、行方不明者の捜索が海上に及ぶときは、併せて第十管区海上保安本部

（指宿海上保安署を含む。）に通報し、捜索を依頼するものとする。また、通報に

際しては，次の事項を併せて通報するものとする。 

（１）行方不明者の人数 

（２）性別、特徴 

（３）事故発生の年月日、時刻等 

（４）事故発生の場所及び区域 

（５）その他行方不明者の状況 

 

４ 捜索の方法 

行方不明者の捜索にあたっては、消防署、警察及び海上保安庁の捜索隊と町捜

索隊と事前に任務及び区域の分担を協議して行なうものとする。 

 

５ 行方不明者発見後の処理 

（１）負傷者の収容 

町捜索隊が捜索の結果、負傷者、病人等救護を必要とする者を発見したとき、

または警察等により救護を要する者の引き渡しを受けたときは、速やかに医療

機関に収容するものとする。 

（２）遺体の収容 

  ア 遺体の収容 

町捜索隊が捜索の結果、災害による遺体を発見したとき、または警察署等

から遺体の引き渡しを受けたときは、収容器具により直ちに予定された町施

設、寺院等の遺体収容所に収容するものとする。 
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遺体収容予定先 

場  所 住  所 収容可能数 

神川地区体育館 

（旧神川中学校体育館） 
神川３３０６番地４ 100 体 

宿利原地区体育館 

（旧宿利原中学校体育館） 
神川７２５８番地 同 

池田地区体育館 

（旧池田中学校体育館） 
城元５５０２番地 同 

大原地区体育館 

（旧大原中学校体育館） 
田代麓４５６７番地８ 同 

イ 医療機関との連携 

捜索に際しては、負傷者の救護及び遺体の検索等が円滑に行なわれるよう

関係の医療機関と前もって緊密な連絡をとるようにする。 

（医療機関は、できるだけ第１７節第４項｢医療及び助産計画｣（P.70）の医

療機関とする。）  

 

６ 遺体の処理 

（１）小災害時において、遺体の個人の特定が可能であり、警察等により事件性が

ないと判断された場合で、かつ、引取人である遺族等の申し出があった場合は、

直ちに遺族等に引き渡すものとする。 

（２）遺体の識別が困難なとき、感染症予防上又は災害で遺族等が混乱している場

合等は、必要に応じて遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理は、県、警察、消防及

び医療機関及び民間業者に処理を依頼するものとする。 

（３）死亡の確認及び死因究明のため検案を行う必要がある場合、救護班が「医療

及び助産計画」に基づき関係機関に連絡を実施して行うものとする。ただし、

遺体が多数の時又は救護班が他の業務で多忙な時等は一般開業医により行う

ものとする。 

（４）遺体の識別、身元の究明等に長時間を要するとき又は遺体多数で埋葬に長時

間を要する場合等は、遺体を一時保存する必要があるので本節第５項（２）の

に示す場所に一時保管するものとする。 

 

７ 遺体の埋葬 

（１）町は、身元の判明しない遺体、又は遺体の引取人である遺族等が判明してい

ても災害時の混乱で当該遺族等が引き取ることができない遺体、並びに災害時

の混乱の際死亡したもので事情により当該遺族が埋葬できない遺体について

埋葬を行うものとする。 

（２）埋葬は、一時的混乱期であるので応急的仮葬とし、その地域の事情及びその
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時の状況に応じ火葬、又は土葬等の方法により行うものとする。 

  埋 葬 予 定 場 

墓 地 等 所  在  地 面 積 埋葬可能数 

落司平共同墓地 錦江町城元 2283－4 4,024 ㎡ 納骨堂５０ 

 

８ 災害救助法による基準 

（１）被災者の救出 

ア 被災者の救出は、災害のため現に救出を要する状態にある者、又は生死不

明の状態にある者に対して行う。 

イ 被災者の救出のため支出する費用は、舟艇、その他救出のため機械器具等

の借上費、修繕費、燃料費、輸送費及び人件費とし、当該地域における通常

の実費とする。 

ウ 被災者を救出する期間は、災害発生の日から原則として３日以内とする。 

（２）遺体の捜索 

ア 遺体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情

により既に死亡していると推定される者に対して行う。 

イ 遺体の捜索のため支出する費用は、舟艇、その他捜索のための機械器具等

の借上費、修繕費、燃料費、輸送費及び人件費とし、当該地域における通常

の実費とする。 

ウ 遺体の捜索をする期間は、災害発生の日から原則として１０日以内とする。 

（３）遺体の処理 

ア 遺体の処理は、災害によって死亡した者について処理（埋葬を除く。）を

行う。 

イ 遺体の処理は、次の事項について行う。 

（ア）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

（イ）遺体の一時保存 

（ウ）検 案  

ウ 検案は原則として救護班によって行う。 

エ 遺体の処理のため支出する費用は、次に掲げるところによる。 

（ア）遺体の洗浄、縫合、消毒の処理のための費用は、災害救助法施行細則第

２条別表第１のとおりとする。 

（イ）遺体の一時保存のための費用は、遺体を一時収容するために既存建物を

利用する場合は、当該建物の借上費について当該地域における通常の実費

とし、既存建物を利用できない場合は、災害救助法施行細則第２条別表第

１のとおりとする。この場合において、遺体の一時保存にドライアイスの

購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算
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することができる。 

（ウ）検案が救護班によって行うことができない場合、当該地域の慣行料金の

額以内で対応する。 

オ 遺体の処理を行う期間は、災害発生の日から原則として１０日以内とする。 

（４）埋 葬 

ア 埋葬は、災害によって死亡した者の遺体に関する処置を行う。 

イ 埋葬は次の範囲内において、なるべく棺材等の現物をもって実際に埋葬を

実施する者に支給する。 

（ア）棺（附属品を含む。） 

（イ）埋葬又は火葬の処理（賃金職員等雇上費を含む。） 

（ウ）骨つぼ及び骨箱 

ウ 埋葬のため支出する費用は、災害救助法施行細則第２条別表第１のとお

りとする。 

エ 埋葬を実施する期間は、災害発生の日から原則として３日以内とする。 

 

 

第１３節 食糧計画 

本計画は、被災者及び災害応急対策要員に対する食糧の給与のための食糧の調達、

炊出し、配給等の迅速、確実を期するための計画である。 

 

１ 実施責任者 

災害による被災者及び災害応急対策要員に対する食糧の調達供給は町長が行

うものとする。（災害救助法により知事が委任した場合も同様とする。） 

食糧の調達は産業対策部を担当とし、配給は民生対策部を担当とする。 

 

２ 主食（米）の調達 

（１）通常の場合の調達 

ア 町長は、災害時に次の給食を実施しようとするときは、知事（農産園芸課）

に対し、主食の応急配給申請を行い、配給を受けるものとする。 

（ア）被災者に対する炊き出しを行う場合 

（イ）災害により配給機関が通常の配給ができないため、その機関を通じない

で配給を行う場合 

（ウ）災害地における救出作業、急迫した災害の防止及び緊急復旧作業に従事

する者に対して給食を行う必要がある場合 

イ 応急配給申請は文書によるが、緊急の場合は電話で行う。 

ウ 応急配給申請にあたっては、必要数量及びその基礎となる罹災者数、災害
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応急対策要員等、所要事項を連絡するものとする。 

なお、必要数量の算定にあたっては、次を配給数量の基礎とする。 

（ア）被災者に対する炊き出し････････１人１食あたり精米２００ｇ範囲内 

（イ）正式機関を経由しない配給･･････１人１日あたり精米４００ｇ範囲内 

（ウ）応急対策従事者に対する給食････１人１食あたり精米３００ｇ範囲内 

エ 受領方法 

（ア）販売業者が正常で、その保管米の配給を受ける場合は、知事から「米穀

類臨時購入切符」の交付を受け、指定された販売業者から現金で購入する。 

（イ）災害救助法が発動され、政府倉庫の保管米の配給を受ける場合は、知事

と鹿児島農政事務所長との売買契約に基づき、政府倉庫の責任者から現物

の交付を受ける。 

（２）緊急の場合の調達 

町長は、通信、交通等の途絶により知事に主食の応急配給申請ができない場

合は、鹿児島農政事務所地域第二課長（支所長に連絡がとれない場合は倉庫責

任者である鹿児島農政事務所地域第二課職員）に対して申請するものとする。 

通常の通信手段で主食の調達ができない場合、衛星通信装置を用いて知事に

申請を行う。 

 

３ 主食の調達連絡場所 

（１）知事及び九州農政局鹿屋地域センターの連絡場所 

連 絡 場 所 所在地 電話番号 防災行政無線 

 九州農政局鹿屋地域センター 
 鹿屋市西原 4-5-1 

鹿屋合同庁舎 
0994-43-4136  

 鹿児島県農産園芸課  鹿児島市鴨池新町 10-1 099-286-2111 1(2)311-7-2670 

 大隅地域振興局農林水産部 

農政普及課 
 鹿屋市打馬２丁目 16-6 0994-52-2142 1(2)331-7-806 

（２）主食の在庫場所、数量 

   別表第９「主食の在庫場所及び連絡先一覧」（P．134）による。 

 

４ 他の主食（パン）及び副食、調味料等の調達 

米以外の主食及び副食、調味料は、品目及び数量を決定して別表第１０（P.1

35）による町内業者及び隣接市町の同業者から調達を行う。 

品  目 調 達 先 等 

調整粉乳 

哺乳ビン 
町内外薬品販売業者 

漬  物 

味  噌 

醤  油 

町内外関係製造販売業者 
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食  塩 町内外日本たばこ産業㈱取引店 

即席めん 町内外関係製造販売業者 

 

５ 炊き出し及び食糧の給与 

（１）炊き出し及び食糧の給与対象者 

給与対象者はおおむね次のとおりとする。 

ア 炊き出し対象者 

（ア）避難所に収容された者 

（イ）住家の全半壊（焼）、流失、床上浸水等のため、炊事のできない者 

（ウ）旅館の宿泊人、一般家庭の来訪者その他で給食の必要を認める者 

（エ）応急対策従事者等 

イ 食糧の給与対象者 

被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者 

（２）炊き出しの方法 

ア 炊き出しは、民生対策部において必要に応じ社会福祉協議会、日赤奉仕団

等の協力を得て実施するものとする。 

イ 炊き出し材料（米、副食等）の確保は、民生対策部の要請に基づき産業対

策部が、本節第２～４項（P.63～64）により行うものとする。 

ウ 炊き出しに必要な施設及び器材は、極力次の施設の利用を図るものとする。 

名     称  炊き出し能力 電話番号 器材等の状況 

錦江町立学校給食センター １，０００食 22－1690 大釜６大型炊飯器１ 

 

６ 炊き出し等の費用及び期間 

炊き出し及び食糧の給与のための費用及び期間は、災害救助法の基準に準じ災

害の規模等を参考にその都度定めるものとする。 

７ 災害救助法による基準 

炊き出し、その他による食品の給与は、次のとおりである。 

（１）炊き出し、その他による食品の給与は、避難所に収容された者、住家が全壊、

流失、半壊、半焼、床上浸水、その他ライフラインの途絶で炊事のできない者

及び被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して行う。 

（２）炊き出し、その他による食品の給与を実施するため、支出する費用、主食費、

副食費及び燃料費は、災害救助法施行細則第２条別表第１のとおりとする。 

（３）炊き出し､その他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から７日

以内とする。ただし、罹災者が一時縁故地等へ避難する場合においては、この

期間内に３日分以内を現物により支給する。 
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第１４節 衣料、生活必需品等物資供給計画 

本計画は、被災者に対する生活必需品の調達及び給与並びに応急復旧資材の需給

調整を図るため必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 被災者に対する被服、寝具、その他生活必需品の給与又は調達は町長が行うも

のとする。（災害救助法適用により知事から委任された場合） 

  担当課は次のとおりとする。 

     生活必需品の調達給与： 民生対策部 

     応急復旧資材の需給調整： 産業対策部(総務管財対策部) 

 

２ 物資調達先 

（１）衣料品の調達は、別表第１１「衣料品等調達先一覧」（P．136）による。 

（２）鍋、釜、日用品は、別表第１２「日用品等調達先一覧」（P．136）による。 

（３）応急復旧資材は、別表第１３「応急復旧資材等調達先一覧」（P．136）によ

る。         

（４）災害救助法が適用された場合における災害救助法施行細則の基準による衣料、

寝具の調達は、知事（福祉政策課）からの給与による。 

 

３ 物資の給与及び貸与 

（１）対象者物資の給与及び貸与の対象者は、住家の全半壊（焼）、流失、床上浸

水により生活上必要な家財を喪失又はき損し、日常生活を営むことが困難な者

とする。 

（２）給与又は貸与の内容 

災害救助法が適用された場合における救助物資は、法の基準によるものとし、

その他の場合は、必要に応じて決定するものとする。 

（３）給与又は貸与の方法 

民生対策部は、被災世帯の家族構成、被害程度を調査の上、物資購入計画及

び配分計画を作成し、購入については農政対策部に調達要請をする。給与は、

民生対策部において物資支給責任者を定め、自治会長の協力を得て実施する。 

 

４ 義援物資、金品の保管配分 

町に送付されてきた義援物資、金品の保管は民生対策部で行い、被害程度、そ

の他の事情を考慮の上、配分計画を立て配分する。 

 

５ 災害救助法による基準 

（１）被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与は住家の全壊、全焼、流失、
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半壊、半焼又は床上浸水により生活上必要な家財を喪失又はき損し、直ちに日

常生活を営むことが困難な者に対して行う。 

（２）被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与は被害の実情に応じ、次に掲

げる品目の範囲内で現品をもって行う。 

ア 被服、寝具及び身廻品 

イ 日用品 

ウ 炊事用具及び食器 

エ 光熱材料 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する費用は、季別及

び世帯区分により１世帯当たり次の額の範囲内とする。なお、季別は災害発生

の日をもって決定する。 

   住家の全壊、全焼又は流出による被害を受けた世帯、住家の大規模半壊又は

半壊（土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態になったもの

を含む。）により被害を受けた世帯及び障害物の除去に係る世帯当たりの限度

額は、災害救助法施行細則第２条（別表第１）のとおりとする。 

（４）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施する期間は、災害発生の

日から原則として１０日以内とする。 

 

６ 市町村長の要請による法外援護（小規模災害罹災者に対する援護措置要領） 

平成 24.6.13 改正 

区  分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
6 人以上1 人増す 

ごとに加算する額 

全壊、大規模半壊 

又は半壊 

13,800円 

4,500円 

17,800円 

6,100円 

26,200円 

9,200円 

31,400円 

11,100円 

39,800円 

14,000円 

5,900円 

2,000円 

 

７ その他 

  被災者生活再建支援法（平成１５年５月２２日。法律第６６号）に規定された

災害が発生した場合、町は住民からの申請により生活再建資金の交付について、

鹿児島県を通じて国に申請を行う。 

 

 

第１５節 応急住宅対策計画 

本計画は災害により住宅を失い又は破損し、自力で復旧できない者に対する応急

仮設住宅の建設及び住宅の応急修理の実施につき必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 実施機関 
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罹災者に対する応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理は町長が行う。（災害

救助法適用時において知事の委任を受けた場合） 

応急仮設住宅の建設及び住宅応急修理の計画、実施、入居等は民生対策部が行

い建設、修理の実施は土木対策部（総務管財対策部）が行う。 

 

２ 応急仮設住宅の設置 

（１）入居対象者 

応急仮設住宅の入居対象者は、災害により住家が全壊し、自力で住家を建設

できない者とする。 

（２）建設戸数、規模その他 

応急仮設住宅の建設戸数、１戸当たりの建坪、費用の限度額、供与期間等は

災害救助法の基準に基づき、その都度決定する。 

（３）建設用地 

応急仮設住宅の建設地は、原則として町有地とするが、罹災者の生業その他

の関係でやむを得ない場合は適当な地を貸与するか、又は被災前の宅地とする。 

（４）建設方法 

応急仮設住宅の建設は、民生対策部と土木対策部（総務管財対策部）が協議

の上実施する。建設方法は外注とし、原則として競争入札とする。 

資材は業者持ちとするが、災害の状況により業者の調達が困難な場合は、町

長は資材の提供又は斡旋を行う。 

 

３ 住宅の応急修理 

（１）対象者 

住宅応急修理の対象者は、災害により住家が半壊し、自らの資力で応急修理

ができないものとする。 

（２）応急修理の方法 

応急修理は居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分を対象

とし、応急仮設住宅の方法に準じて行う。 

 

４ 建設資材の調達 

応急仮設住宅の建設及び応急修理に必要な建設資材について、請負業者の調達

が困難な場合は、別表第１４「建築資材（木材）調達先一覧」（P.136）による木

材業者から町長が調達の上、提供する。関係業者からの調達が困難な場合は、知

事に資材の斡旋を要請する。 

 

５ 災害救助法による基準 
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（１）応急仮設住宅 

ア 応急仮設住宅は、住家が全壊し居住する住家がない者であって、自らの資

力では住宅を得ることができない者を収容する。 

イ 応急仮設住宅の設置数は、市町村ごとに住家が全壊した世帯の数の 30％

の範囲内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、市町村相互間

において設置戸数の融通ができる。 

ウ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７㎡を標準として、その設置

のため支出できる費用は、災害救助法施行細則第２条別表第１のとおりとす

る。 

エ 応急仮設住宅の設置については、災害発生の日から２０日以内に着工し、

速やかに設置しなければならない。 

オ 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法第８５条第３

項による期間内（最高２年）とする。 

（２）災害にかかった住宅の応急修理 

ア 住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊し、自らの資力応急修理をす

ることができない者に対して行う。 

イ 住宅の応急修理の対象数は、市町村ごとに住家が半壊した世帯の３０％の

範囲内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、市町村相互間に

おいて対象数の融通ができる。 

ウ 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等の日常生活に必要最小限度の部

分に対し、現物をもって行うものとし、その修理のため支出できる１世帯当

たりの費用は災害救助法施行細則第２条別表第１のとおりとする。 

エ 住宅の応急修理は、災害発生の日から１か月以内に完了する。 

 

 

第１６節 給水計画 

この計画は、給水施設の被災に際し、用水の確保を図るため応急給水の諸方法を

定めて被災地に対する給水の円滑を期するものである。 

 

１ 実施機関 

被災者に対する飲料水の供給は、町長が行う。（災害救助法適用時における知

事から委任された場合を含む。）担当は土木対策部（産業・土木対策部）とする。 

 

２ 給水対象者 

給水対象は、災害のため水道施設等に被害を受け、現に飲料に適する水を得る

ことができない者である。 
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３ 給水施設の応急復旧及び給水活動 

給水施設等の応急復旧に際しては、早期給水を図るため必要最小限度の用水確

保を目的に実施するものとし、特に病院及び共用栓等民生安定上緊急を要するも

のの復旧を優先的に行う。また、土木対策部においては次表の復旧班を編成し、

応急措置、復旧作業及び被災者の救援活動を実施するものとする。 

班  名 責任者 業         務 

水道施設班 

（土木対策部） 

（産業・土木対策部） 

建 設 課 長 

（産業建設課長） 

 １ 復旧作業計画の策定及びその総合調整に関すること。 

 ２ 水道施設の防護、復旧作業の実施に関すること。 

 ３ 指定工事店に対する応援の要請に関すること。 

 ４ 災害区域内の使用者に対する広報活動に関すること。 

 ５ 給水状況の把握に関すること。 

 ６ 応急給水の実施に関すること。 

 ７ 給水の衛生に関すること。 

 

４ 給水量 

被災地における最低給水量は１人１日２０ℓとするが、状況に応じて給水量を

増減する。 

 

５ 災害救助法による基準 （施行細則別表第１－２－（２）） 

（１）飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行

う。 

（２）飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、ろ水器その他給水に必要な

機械、器具等の借上費、修繕費及び燃料費並びに浄水用の薬品及び資材費とし、

当該地域における通常の実費とする。 

（３）飲料水の供給が実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

  

６ 水源地への電力供給 

  大規模災害発生時に水源地（宮前水源地）への電力供給を確保するため、「防

災減災・低酸素化自立分散型エネルギー設備等導入推進事業」に基づき導入した

再生可能エネルギー施設（木質バイオマス熱電併給施設）を活用し、震災及び大

規模土砂災害等の発生によって孤立する可能性の高い避難所（田代保健福祉セン

ター）及び防災拠点施設（錦江町役場田代支所庁舎）への水道水の供給を確保す

る。 

 

 

第１７節 医療及び助産計画 

本計画は、災害の混乱時における罹災者の応急的医療及び助産の円滑な実施を図
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るためのものである。 

 

１ 実施機関 

災害のため医療及び助産の途を失った者に対する医療及び助産は、関係機関の

協力を得て町長が行う。（災害救助法適用時における知事から委任された場合を

含む。）医療、助産の担当は、民生対策部とする。 

２ 医療、助産の対象者 

（１）医療の対象者 

医療を必要とする状態にあるにも関わらず、災害のため医療の途を失った者 

（２）助産の対象者 

災害発生の前後７日以内の分娩者で、災害のため助産の途を失った者 

 

３ 医療、助産の範囲 

（１）医 療 

  ア 診 療 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 手術、処置その他の施術 

エ 入院又は収容 

オ 看 護 

（２）助 産 

ア 分娩の介助 

イ 分娩の処置 

ウ 分娩用衛生材料の支給 

 

４ 医療、助産の実施等 

（１）医療、助産の実施 

医療、助産の実施は、町内の医師及び肝属郡医師会立病院の協力により、救

護班を編成して行う。 

医師１名、看護師２名、事務員１名、連絡員１名、合計５名をもって編成す

る。 

   町内医療機関 別表第１５－第１項「町内医療機関一覧」（P.137）を参照 

県救護班 別表第１５－第２項「県救護班一覧」（P.137）を参照 

（２）仮設救護所の設置 

災害の規模、負傷者等の数により、災害発生地区の最寄りの公的施設に仮設

救護所を設置するものとする。 

（３）医療、助産活動に必要な資材等の調達 
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医療、助産の実施に必要な医療品及び衛生材料等が不足する場合は、救護班

の要請に基づき民生対策部において調達する。町内における調達先はおおむね

別表第１５－第３項「医療、助産資材調達先一覧」（P.137）のとおりとするが、

調達不能の場合は、隣接市町の薬局などの調達、県の大隅地域振興局保健福祉

環境部地域保健福祉課又は県薬務課の調達斡旋の要請を行うものとする。 

 

５ 災害救助法による基準 

（１）医 療 

ア 医療は、災害のため医療の途を失った者に対して応急的に行う。 

イ 医療は、救護班によって行う。ただし、急迫した事情がありやむを得ない

場合においては、病院又は診療所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師

等に関する法律及び柔道整復師に規定する、あん摩マッサージ師、はり師、

灸師又は柔道整骨師（以下「施術者」という。）において医療（施術者が行

うことのできる範囲の施術を含む。）を行うことができる。 

ウ 医療は次の範囲内において行う。 

（ア）診 療 

（イ）薬剤又は治療材料の支給 

（ウ）処置、手術その他の治療及び施術 

（エ）病院又は診療所への収容 

（オ）看 護 

エ 医療のため支出する費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料

及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は、

国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は、協定料金の額

以内とする。 

オ 医療を実施する期間は、災害発生の日から１４日以内とする。 

（２）助 産 

ア 助産は、災害発生の日以前又は以降７日以内に分娩した者であって、災害

のため、助産の途を失った者に対して行う。 

イ 助産は、次の範囲内において行う。 

（ア）分娩の介助 

（イ）分娩前及び分娩後の処置 

（ウ）脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料の支給 

ウ 助産のため支出する費用は、救護班等による場合は、使用した衛生材料

等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の１００分の８０以内の額と

する。 

エ 助産を実施する期間は、分娩した日から７日以内とする。 
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６ その他の医療体制 

（１）災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（以下「ＤＭＡＴ」という。） 

   ＤＭＡＴは、発災直後の急性期（おおむね４８時間以内）に救命救急措置に

主眼を置いた災害派遣医療チームであり、派遣については県を経由して近隣各

県又は厚生労働省を通じてＤＭＡＴ指定医療機関に要請することができる。 

４８時間以上の活動が求められる場合は、２次、３次隊の派遣が行われる。 

   ＤＭＡＴの活動内容は、被災現場においてのトリアージ、緊急医療ＣＳＭ（瓦

礫の下の医療活動）であり、救急患者の早期搬送の判断及び瓦礫や倒壊家屋の

下敷きになった被災者の救命救急活動を主として行う。 

   現地での活動調整はＤＭＡＴ都道府県調整本部が実施する。 

（２）災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）（以下「ＤＰＡＴ」という。） 

   ＤＰＡＴは、発災後７２時間以内に先遣隊が派遣され、必要に応じて増援さ

れる。被災者の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）などの災害ストレス等に

対応するものであり、災害対策基本法第７４条によって派遣を要請する。 

（３）日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）（以下「ＪＭＡＴ」という。） 

   ＪＭＡＴは、発災後日本医師会から都道府県医師会への要請によって出動し、

被災地医師会と合流し、災害急性期の医療、被災地医師会への支援等を行う。 

（４）必要に応じ、県に対して災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ又はＤＷＡＴ）の派

遣を要請し、避難所における高齢者及び障害者等への福祉的支援を行う。 

（５）被災圏外からの医療支援団体の受け入れについて、待機場所、休憩所等の用

意などを含む諸調整は、県を通じて派遣元と行う。 

 

 

第１８節 防疫、清掃計画 

 本計画は、災害時における被災地の防疫及び清掃の実施につき必要な事項を定め

るものとする。 

 

１ 防 疫 

（１）実施責任者 

町長は、知事の指示に従って防疫上必要な処置を行うものとする。 

防疫の担当は、民生対策部とする。 

（２）防疫班の編成 

防疫実施のため防疫班を編成するものとし、班長は救護班長又は防疫班長と

し、職員は民生対策部及び臨時に雇用した者をもって充てる。 

（３）検病検査 

感染症患者の発生状況を正確に把握し、未収容の患者、保菌者に対しては、
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速やかに感染症指定医療機関への収容、その他適切な措置を講ずるとともに，

検病調査班（防疫班）は調査班の稼働能力を考慮し、患者が現に発生している

地域、集団避難所、滞水地域その他衛生環境の良好でない地域を優先して、緊

急度に応じ計画的に順次実施し患者の早期発見に努める。 

ア 滞水地域においては通常週１回以上、集団避難所においてはできる限り頻

繁に行うものとする。 

イ 実施にあたっては、市町村、地域組織等関係機関の協力を得て情報の適確

な把握に努めるものとする。 

（４）感染症予防対策  

   町は、感染症蔓延防止のため、知事の指示、命令に従って被災地域及びその

周辺の地域について臨時の清掃及び消毒を実施する。 

   この場合、感染症予防作業のために感染症予防班を編成する。 

（５）消毒方法 

知事の指示に基づき、速やかに消毒を実施するものとし、実施要領は「感染

症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」（以下「感染症法」とい

う。）第２７条及び同施行規則第１４条の定めるとおりとする。 

（６）ねずみ族、昆虫等の駆除 

知事が定めた地域内で知事の命令に基づきねずみ族、昆虫等の駆除を実施す

るものとし、実施要領は感染症法第２８条及び同施行規則第１５条に定めると

おりとする。 

なお、指定地域全体を通じて必要とする薬剤量は、おおむね次の基準により

積算した総量とし、罹災家屋と無差別に実施することなく、実情に応じ重点的

に実施するものとする。 

災害の程度 
薬剤別・剤型別の基準数量 

有機燐剤（室内・床面・床上） ｵﾘｿﾁﾞｸﾛｰﾙﾍﾞﾝｿﾞｰﾙ剤（便所） 

床上浸水、全壊、 

大規模半壊、半壊 

油剤 １戸当り２ℓ 

乳剤 １戸当り２ℓ（20 倍液) 

粉剤 １戸当り０．５㎏ 

１戸当り４０g 

（薬剤の種類及び剤型は、現地の実情に応じ適宜選択してさしつかえない。） 

（７）感染症患者に対する措置 

被災地で感染症患者又は病原体保有者等を発生したときは、担当する医師及

び獣医師は感染症法第１２条及び第１３条に掲げる措置を行い、知事に届け出

るとともに、速やかに次の感染症指定医療機関に入院させる。知事への届け出

の内容を速やかに町長に通知するものとする。 

交通途絶、その他やむを得ない事情により感染症指定医療機関に収容できな

い場合は、自宅待機とするが、この場合は感染症法施行規則第１４条を厳守さ

せ、特に排泄物の衛生的処理について充分指導するものとする。 
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また、患者の移送については、同規則第１２条を厳守し、次の医療機関に移

送する。 

感染症指定医療機関名 所  在  地 電 話 番 号 病床数 備 考 

鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 099-275-5111 
１ 第１種 

６ 第２種 

曽於医師会立病院 曽於市大隅町月野 894 099-482-4888 ２ 同 

県民健康ﾌﾟﾗｻﾞ鹿屋医療ｾﾝﾀｰ 鹿屋市札元 1-8-8 0994-42-5101 ４ 同 

（８）防疫薬剤の調達 

防疫薬剤は民生対策部において、おおむね別表第１５－第３項（P.137）の

薬店から調達するが、調達不能の場合は隣接市町の薬局等から調達又は大隅地

域振興局保健福祉環境部に調達斡旋の要請を行うものとする。 

（９）家用水の供給 

知事の指示に基づき従来の家用水の使用を停止している期間中は、継続して

町又は関係機関が家用水の供給を行うものとする。 

   家用水の供給は第１６節「給水計画」（P.69）に基づき行うものとする。 

（10）避難所における感染症の予防指導等 

避難所は、施設内外の設備が応急仮設的であり、かつ、多数の避難者を収容

するため、衛生状態が悪くなりがちであり、感染症発生の原因となることが見

込まれるため、県の指導のもとに感染症予防活動を実施するものとする。 

この際、施設の管理者を通じて衛生に関する自治組織を編成させ、その協力

を得て避難者の感染症予防に万全を期すとする。 

なお、防疫活動の重点項目は次のとおりとする。 

ア 検病検査 

イ 消毒の実施 

ウ 集団給食の衛生管理 

エ 飲料水の管理 

オ その他施設内の衛生管理 

 

２ 清 掃 

（１）実施機関 

被災地における汚物の収集、処分等の清掃は町長が行うものとし、担当は民

生対策部とする。 

（２）清掃班の編成 

清掃実施のため清掃班を編成するものとする。班長は衛生チームリーダーと

し、民生対策部数人及び臨時に雇用した者をもって編成する。 

（３）清掃方法 
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ア 排泄物処理 

被災地の排泄物処理は、清掃業者委託を原則として、南大隅衛生管理組合

で処分する。避難所において使用する仮設トイレについては、別表第１６「仮

設トイレ等貸し出し業者一覧」を参考に調達する。（P.137） 

イ 可燃ごみの処分 

可燃ごみの処分は、ごみ焼却場（肝属地区一般廃棄物処理組合（鹿屋市串

良町））で焼却するものとする。 

ウ 不燃ごみの処分 

不燃ごみは、一般廃棄物最終処分場（不燃物－肝属地区大根田最終処分場）

へ廃棄する。 

（４）一般廃棄物の収集処理の算出基準 

ア 排泄物の要収集、処理量 

被災地域の１戸あたり、市街地にあっては約７５ℓ 

  農漁村にあっては約１００ℓ 

イ ごみの要収集、処理量 

    全壊、流失家屋にあっては、１戸あたり約１０ｔ 

    半壊家屋にあっては、１戸あたり約０．５ｔ 

    床上浸水家屋にあっては、１戸あたり約０．２ｔ 

（５）収集運搬車の能力と所要人員 

ア 排泄物処理車 

バキュームカーの１日平均処理能力と所要人員 

      1.8 ト ン 車 約１０ｋｌ 

      所 要 人 員 ２名 

    積車使用の場合の１日平均処理量と所要人員 

      処 理 量 約４ｋｌ 

      所 要 人 員 約５名 

イ ごみ運搬車 

ダンプカー、バックマスター、トラックの場合の１日平均収集所要人員、

器材等 

処 理 量 約１０トン 

      所要人員 約５人 

      所要機材 竹ぼうき２本、フォーク３本、スコップ２本 

（６）死亡獣畜処理方法 

災害により死亡した獣畜等の処理は、死亡獣畜を運搬する資格を有する業者

が、集積場所までの運搬及び処理の依頼を受け実施するものとする。 

ただし、業者が対応できない等、やむを得ない場合は、鹿屋保健所長の指示
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を受けて処理する。 

  ア 埋 却 

深さ２．５ｍ以上の穴に埋没させ、クレゾール水ダイヤジノン乳剤及び石

灰等を散布した後、１ｍ以上土砂で覆うこと。 

  イ 焼 却 

０．５ｍ以上の穴で実施し、焼却後は土砂で覆うこと。 

（７）飼養動物の保護収容等 

  ア 飼養動物の保護収容 

    放浪している犬、猫等の保護収容等については、可能な範囲で獣医師会、

動物保護団体、動物愛護ボランティア等と協力し、収容場所の確保と保護収

容に努める。 

  イ 避難所等における動物の飼養者に対する適正な飼養の指導は、錦江町地域

防災計画別冊「錦江町避難所運営マニュアル」によるものとし、併せて獣医

師会と協力して獣医師の派遣等についても考慮する。 

  ウ 危険な動物の逸走対策 

    飼養者、警察及びその他の機関と連携した情報収集と必要な措置を講じる。 

 

 

第１９節 障害物除去計画 

本計画は、被災地域において住家及びその周辺、その他の場所に土石、竹木等の

障害物（以下「障害物」という。）が流入し、日常生活上並びに公益上著しい支障

を及ぼしているときにこれを除去し、災害の拡大防止と交通路の確保を図るため必

要な事項を定めるものとする。 

 

１ 実施機関（災害救助法が適用された場合） 

救助の実施機関である知事（知事により救助活動を行うこととされた場合又は

知事が対応できない場合は町長）が、必要資機材を現物支給するか、又は作業員

を動員して実施する。 

 

２ 作業要員 

除去作業は、地元住民の協力を得つつ、土木対策部、産業対策部（産業・土木

対策部）及び消防団が当たる。 

ただし、被害が甚大な場合、必要により自衛隊に災害派遣を要請する。 

 

３ 除去した障害物の措置 
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除去した障害物は、災害発生や盗難の恐れがなく、道路交通に支障のない場所

を選定し、廃棄又は保管するものとする。 

 

４ 資機材、人員の確保 

  スコップ、ロープ及びその他障害物除去に必要な資機材並びに所要人員の確保

に努めるとともに、不足する場合は、別表第１７「町内建設業者一覧」（P.138）

に定める建設業者の請負工事によるほか、業者の保有する資機材及び人員を調達

する。 

 

５ 災害救助法による基準 

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい

支障を及ぼしているものの除去 

（１）対象者 

障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分、又は玄関

等に障害物があるため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力を

もってしては当該障害物を除去することができない者に対して行う。 

（２）対象数 

   障害物の除去の対象数は、市町村ごとに住家が半壊又は床上浸水（土砂のた

い積等により、一時的に居住することができない状態になったものを含む。）

した世帯数の１５％以内とすること。 

ただし、やむを得ない事情がある場合には、市町村相互間において、対象数

の融通ができる。 

（３）経費限度額 

   障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップ及びその他除去の

ため必要な機械、器具等の借上費、並びに輸送費及び人件費等とし、災害救助

法施行細則第２条別表第１のとおりとする。 

（４）除去機関  

障害物の除去は、災害発生の日から１０日以内に完了しなければならない。 

 

 

第２０節 農林業対策計画 

この計画は、農作物及び農林業施設災害の応急対策実施について必要な事項を定

めるものとする。 

 

１ 実施機関 

応急対策の実施責任者は町長とし、鹿児島きもつき農業協同組合、鹿児島県農
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業共済組合肝属支所南部事務所の協力を求めて指導に当たるものとする。 

担当は、産業対策部とする。 

 

２ 実施事項及び方法 

農作物及び農林業施設についての応急災害対策はおおむね次のとおりとする。 

（１）農作物病害虫防除 

災害によって農作物の病害虫が多発する恐れがある場合は、病害虫防除班を

編成し、一斉に病害虫防除を実施するものとする。 

病害虫防除の対象とする作物、使用薬剤、実施区域その他の実施細目はその

都度決定する。 

（２）種子・種苗の確保 

災害により種子、種苗が流失した場合において、町がそれらの確保を図る必

要があると認める場合は、町長は町内及び町外から種子・種苗を確保して農家

に斡旋するものとする。 

（３）農林業施設の応急対策 

災害により、用水路及び農林道その他の農林業施設が破壊された場合におい

て、緊急に応急工事を実施するものとする。実施方法、その他の細目はその都

度決定する。 

 

 

第２１節 輸送計画 

本計画は、災害における各種応急対策の実施に必要な人員、物資等の輸送を迅速

確実に行うため必要な車輌、船舶等の確保を図り、これを有効適切に利用するため

のものである。 

 

１ 輸送の方法 

  災害輸送は、次のうち最も適切な方法によるものとする。 

（１）貨物自動車、乗合自動車等による輸送 

（２）船舶等による輸送（陸揚げ等及び海輸送の接岸場所） 

   場 所：大根占港城ケ崎地区 

   所在地：城元１番地 

   目標物：町営住宅 

（３）航空機による輸送 

（４）民間委託等による輸送 

 

２ 輸送力の確保等 
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町の災害対策上必要とする車輌等の確保は次の方法による。 

（１）車輌、船舶等の掌握、管理、配車は総務管財対策部が行う。 

（２）町有車輌等のみで輸送力の確保ができないときは、次により町有車以外の輸

送力確保に努めるものとする。 

ア 自動車の確保 

（ア）公共団体の車輌 

（イ）営業用の車輌 

（ウ）その他の自家用車輌 

（エ）町内で車輌確保が困難な場合は、隣接市町、県又は九州運輸局鹿児島陸

運支局輸送課（電話０９９－２６１－９１９１）に確保の協力又は斡旋の

要請を行う。 

イ 船舶の確保 

（ア）公共団体の船舶 

（イ）営業用の船舶 

（ウ）その他の自家用の船舶 

（エ）町内において船舶の確保が困難な場合は、隣接市町、県又は九州運輸局

鹿児島海運支局管理課（電話０９９－２２２－５６６１）に確保の協力又

は斡旋の要請を行う。 

（オ）緊急に海上輸送を必要とする時、前号までによる確保が困難なときは、

海上保安本部に対して船艇の派遣を県危機管理課（電話０９９－２８６－

２２５２（危機管理課参事））を通じて要請する。 

ウ 航空機による輸送力の確保 

海上、陸上の一般交通が途絶した場合等、緊急に航空機による輸送が必要

となったときは第２２節「自衛隊派遣要請計画」による自衛隊航空機及び海

上保安本部に航空機の確保について県危機管理防災を通じて要請する。 

エ 人力による輸送力の確保 

車輌、船舶等による輸送が不可能な時は、人力により輸送する。労務の確

保は住民の協力（関係法律に基づく協力命令による協力を含む。）、公共職業

安定所を通じての労務者の確保、自衛隊の災害派遣を要請等により確保する。 

オ 自動車、船舶等の輸送条件 

自動車、船舶等の調達にあたっては、次の事項を明示して要請する。 

（ア）輸送を必要とする人員又は物資の品名、数量（重量を含む。） 

（イ）輸送を必要とする区間 

（ウ）輸送の予定日時 

（エ）その他必要な事項 
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３ 災害救助法による輸送及び人件費の基準 

（１）応急救助のため輸送費及び人件費として支出できる範囲は、次に掲げる場合

とする。 

ア 被災者の避難 

イ 医療及び助産 

ウ 災害に遭った者の救出 

エ 飲料水の供給 

オ 遺体の捜索 

カ 遺体の処理 

キ 救済用物資の整理配分 

（２）応急救助のため支出できる輸送費及び人件費は、当該地域における通常の実

費とする。 

（３）応急救助のための輸送及び作業員の雇用を認められる期間は、当該救助の実

施が認められる期間以内とする。 

 

４ 町内車輌の状況 

  別表第１８「町有車両及び事業用車両一覧」（P.139）を参照 

 

５ 町内船舶の状況 

  別表第１９「町内船舶一覧」（P.141）を参照 

 

 

第２２節 自衛隊派遣要請計画 

この計画は、災害に際し人命財産の保護のため自衛隊法第 83 条の規定に基づく

自衛隊の災害派遣に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 災害派遣要請基準 

自衛隊の災害派遣を要するおおむねの基準は、「緊急性」、「公共性」及び「非

代替性」を考慮し、次のとおりとする。 

（１）災害に際して人命の救助又は財産の保護のため急を要し、地元警察・消防署、

消防団等では対処し得ないと考えるとき。 

（２）災害の発生が目前に迫り、これの予防には派遣要請以外に方法がないと認め

られたとき。 

 

２ 災害派遣要請要領 

（１）町長が自衛隊の災害派遣を要すると認めた場合は、次の事項を明かにし原則
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として知事に派遣要請を依頼するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合

は町長が直接自衛隊に要請するものとするが、この場合も事後速やかに知事あ

てその旨を報告し、正式要請の依頼をなすものとする。 

〔派遣要請要件〕 

ア 災害の状況及び派遣を要請する理由 

イ 派遣を必要とする期間（「○月○日から当面の間」のような表現で可） 

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 

エ その他参考事項 

（２）災害派遣要請の事務は、総務管財対策部が行う。各対策部の所轄事項で派遣

要請を必要と認めたときは総務管財対策部に連絡の上、総務管財対策部を通じ

て要請する。 

（３）知事に対し派遣要請を依頼する場合は、派遣部隊の活動内容に応じて県の各

部に通報を行うものとする。 

３ 関係自衛隊及び災害派遣要請機関の連絡場所 

別表第２０「関係自衛隊及び災害派遣要請機関の連絡先一覧」のとおり。（P.142） 

 

４ 災害派遣部隊の活動内容 

災害派遣部隊の実施する作業等は、災害の状況、他の救難機関等の活動状況の

把握のほか、知事等からの要請内容、現地に派遣される部隊等の人員規模及び装

備等によって異なるが、通常次のとおりである。 

（１）被害状況の把握 

知事等から要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるときは、

車輌航空機等状況に適した手段によって被害状況を把握する。 

（２）避難の援助 

避難指示が発表され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要あるときは、

避難者の誘導、輸送等、避難の支援を行う。 

（３）遭難者の捜索救助 

死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、捜索救助を行う。 

（４）水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み活動を行う。 

（５）消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車、その他防火用具をもって、消防機関に

協力して消火にあたる。 

（６）道路又は水路の啓開 

道路又は水路が損壊し、若しくは障害物がある場合は、それらの啓開、除去

にあたる。 
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（７）診察、防疫、病害虫防除等の支援 

特に要請があった場合には、被災者の応急診療、防疫、病害虫防除等の支援

を行うが、薬剤等は通常地方公共団体の提供するものを使用するものとする。 

（８）通信支援 

特に要請があった場合又は派遣部隊等の長が必要と認める場合は、災害派遣

任務の達成に支障をきたさない限度において、外部通信を支援する。 

（９）人員及び物資の緊急輸送 

特に要請があった場合又は派遣部隊等の長が必要と認める場合は、救急患者、

医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。 

（10）炊飯及び給水の支援 

要請があった場合又は派遣部隊等の長が必要と認める場合は、炊飯及び給水

の支援を行う。 

（11）救援物資の無償貸与又は譲与 

要請があった場合又は派遣部隊等の長が必要と認める場合は、「防衛庁の管

理に属する物品の無償貸与及び譲渡等に関する総理府令（昭和３３年総理府令

第１号）」に基づき、救援物資を無償貸付け又は譲渡する。 

（12）交通規制の支援 

主として自衛隊車輌の交通が輻輳
ふくそう

する地点において、自衛隊車輌を対象とし

て交通規制の支援を行う。 

（13）危険物の保安及び除去 

特に要請があった場合において、方面総監が必要と認めるときは、能力上可

能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

（14）その他 

その他、臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所

要の措置をとる。 

 

５ 派遣部隊の受入れ態勢 

町長は、知事から災害派遣の通知を受けたときは次により措置する。 

派遣部隊が宿泊施設を必要とするときは、総合交流センター及び田代保健福祉

センター又は状況に応じて他の町有施設を充て、車輌機材等の保管場所等に必要

な措置をとるものとする。 

 

６ 派遣部隊到着後の措置 

（１）作業計画の打合わせ及び誘導 

派遣部隊が到着した場合は、直ちに集結地に誘導すると共に、作業計画の

打合わせを行い、協議の上必要な措置をとる。 
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（２）支援物資等の品目名、数量及び集積場所を派遣部隊指揮官に明示する。 

（３）派遣部隊の到着後速やかに次の事項を県危機管理課へ報告する。 

ア 派遣部隊指揮官の官職、氏名 

イ 派遣隊員数 

ウ 到着日時 

エ 作業内容及進捗状況 

オ その他参考事項 

 

７ 経費の負担区分 

（１）派遣部隊の救助活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市町村が負担

するものとし、２つ以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は関係市町

村が協議して定める。 

（２）町が負担すべき経費はおおむね次のとおりとする。 

ア 派遣部隊が救済活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備にかかるも

のを除く。）等の購入費、借上料及び修繕料 

イ 派遣部隊の現地宿泊に必要な土地、宿舎の使用料及び借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救助活動に伴う光熱、水道、電話料等 

エ 派遣部隊の救助活動の実施に際し生じた損害の補償（自衛隊装備にかかる

ものを除く。） 

 

８ ヘリコプターの臨時発着場 

（１）緊急対策のため自衛隊ヘリコプター等の派遣を要請した場合の臨時発着場は

別表第２１「錦江町ヘリコプター臨時発着場一覧」（P.143）のとおりとする。 

（２）臨時発着場には必要に応じて風向を示す吹流し、着陸地点を示す「Ｈ」印等

を地面に書き入れる。 

（３）町が指定する臨時発着場の場所、標高、正確な位置（緯度／経度情報）及び

主だった離発着の障害となるものについては、平素から近傍の部隊と情報交換

を行い明確にしておく。特に海上自衛隊鹿屋航空基地に所在する第１航空群司

令部を通じて、在鹿屋基地所在関係部隊（第２１１教育航空隊及び第２１２教

育航空隊）に周知を図る。 

 

 

第２３節 文教対策計画 

この計画は文教施設の被災及び小中学校児童生徒の罹災に対処して応急教育の

確保を図るため必要な事項を定めるものとする。 
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１ 実施責任者 

（１）町内小・中学校の災害復旧     町  長 

（２）町内学校の児童・生徒の応急教育  町教育委員会 

（３）災害発生時の学校内の応急措置   各学校長 

 

２ 応急教育対策 

（１）休校措置 

ア 大災害が発生し又は発生が予想される場合は、各学校長は町教育委員会と

協力し必要に応じて休校措置をとるものとする。 

イ 休校措置を児童・生徒の登校前に決定したときは、直ちにその旨を町防災

行政無線、広報車その他の方法等により児童・生徒に周知させるものとする。 

ウ 休校措置が登校後に決定し、児童・生徒を帰宅させる場合は注意事項を十

分徹底させ、必要に応じ集落担当教師に引率させる等の措置を講じなければ

ならない。 

（２）学校施設の確保 

ア 施設の災害予防 

学校長は災害発生の恐れのある場合は、被害を最小限度に止めるよう必要

な措置を講じなければならない。 

イ 施設の応急復旧 

被害の程度が比較的軽微な場合は、速やかに応急修理を行い施設の確保に

務めるものとする。 

ウ 校舎の一部が利用できない場合 

特別教室・屋内運動場を利用し、なお不足するときは二部授業等の方法に

よる。 

エ 校舎の大部分が使用できない場合 

公民館等の公共的施設又は隣接学校等の利用を図るほか、応急仮設校舎建

設を検討する。 

オ 町内全域が被害を受けるなど町内での施設の確保が困難なときは、大隅教

育事務所を通じて県教育委員会に施設の斡旋を要請する。 

（３）学校職員の確保 

町教育委員会は、学校職員の被災状況を把握し、職員又は施設が不足する場

合は、次の方法により確保を図るものとする。 

ア 学校内での調整 

欠員が少数の場合は、学校内で調整する。 

イ 町内での調整 

    学校内での調整が困難なときは、町内学校間において調整する。 
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ウ 町外との調整 

町内における調整が困難なときは、大隅教育事務所を通じて県教育委員会

に他市町村との調整を要請する。 

エ 災害後の教育再開における留意点 

    災害後の教育再開にあたっては、次の点に留意して行うものとする。 

（ア）教科書、学用品の損失状況を考慮し、児童生徒の負担軽減を考慮する。 

（イ）教育場所が学校以外の施設による場合は、授業方法及び保健・衛生等を

考慮すること。 

（ウ）通学路その他の被害状況に応じ、通学上の危険防止に留意すること。 

（エ）学校が避難所に利用されている場合は、避難者と児童生徒との相互に問

題が発生しないよう十分留意する。 

（オ）休校を実施する場合は、自宅学習その他について十分指導する。 

 

３ 教科書及び学用品の給与 

（１）給与対象者 

学用品の給与対象者は、住家が全半壊（焼）又は床上浸水により学用品を喪

失し、或いはその他、災害による事由で学用品を汚損、棄損又は滅失した就学

上支障のある小・中学校の児童及び生徒とする。 

（２）調達及び給与 

教育委員会は、学校長と緊密な連絡を保ち、給与対象者及び給与を必要とす

る学用品の調査を行い、別表第２２「町内文具店一覧」（P.144）の調達先から

調達の上、学校長を通じて配布する。 

町内において調達困難な場合は（教科書等）、県教育委員会に斡旋を依頼す

るものとする。 

（３）給与品目及び費用 

教科書及び学用品の給与品目、費用及び期間は災害救助法の基準に準じ、災

害規模等を考慮の上その都度決定する。 

（４）災害救助法による基準 

ア 学用品の給与は、住家の被災により、学用品を喪失又は棄損し、就学上支

障のある小学校児童及び中学校生徒（盲学校、ろう学校、養護学校の小学部

児童及び中学部生徒を含む。以下同じ）に対して行う。 

ただし、災害救助法の基準（住家の被災によるもの）をもって学用品の給

与ができない就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒については、町の

予算により同様の給与を行う。 

イ 学用品の給与は被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物
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をもって行う。 

（ア）教科書 

（イ）文房具 

（ウ）通学用品 

ウ 学用品の給与のため支出する費用は、次の額の範囲内とする。 

（ア）教科書代 

教科書の発行に関する臨時措置法第２条第１項に規定する教科書及び

教科書以外の教材で、教育委員会に届出、またその承認を得て使用してい

る教科書を給与するための実費 

（イ）文房具及び通学用品費 

     災害救助法施行細則第２条別表第１のとおりとする。 

エ 学用品の給与を実施する期間は、災害発生の日から、教科書については１

か月以内、その他の学用品については１５日以内とする。 

 

４ 学校給食対策 

災害により町給食センターが被害を受けた場合は、次の応急対策を実施する。 

（１）被害の程度が軽微な場合は、町給食センター業務を早急に復旧し、復旧に要

する期間中は、民間業者の協力により可能な範囲において給食を実施する。 

（２）被害の程度が大きく、早急に町給食センターの業務が復旧不可能な場合は、

状況により給食の中止、又は給食の一部を中止する等、必要な措置を講ずる。 

 

 

第２４節 地震津波災害対策計画 

この計画は、南海トラフ地震を含めた大規模な地震又は地震による津波が発生す

ることを想定し、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」

（平成１４年法律第９２号。）第５条第２項の規定に基づき南海トラフ地震防災対

策推進地域における地震及び地震による津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅

速な救助に関する事項を定め、地震又は地震による津波の被害及びその関連火災に

よる被害を軽減し、住民の安全を図るものである。 

 

１ 事前対策 

（１）事前広報 

  地震発生時における住民の心得及び避難場所及び避難所の周知は、平素から

あらゆる機会を捉えて住民に徹底させる。 

（２）観測体制 

鹿児島県における観測施設は、次のとおりである。 
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 ア 地震観測所 

   鹿児島地方気象台、阿久根観測所、枕崎観測所、種子島観測所、屋久島観

測所、名瀬観測所、沖永良部観測所 

 イ 津波地震観測所 

   大口、鹿児島錫山、鹿児島田代、下甑島、種子島西之表、口永良部島、中

之島、奄美大島龍郷、喜界島、徳之島、鹿屋市、薩摩川内市、さつま町、隼

人町、志布志市、鹿児島山川町、いちき串木野市、出水市 

 ウ 火山観測所 

   霧島（鹿児島地方気象台及び東大火山観測所） 

   桜島（鹿児島地方気象台、京大火山観測所及び鹿大火山観測所） 

（３）地震・津波による被害の想定 

町の地勢から考えた場合、次のような被害を想定することができる。 

ア 弱い地盤の上の木造家屋や筋かいが入っていないなど、弱い家屋は倒壊し、

他の木造家屋でも半壊程度になるものが多いものと考えられる。 

イ 急傾斜地、山腹崩壊危険箇所等をはじめとした地域（馬場の一部、城元の

一部、神川の一部）、田代川原地区並びに大原地区が崖崩れの危険が大きい

ものと考えられる。加えて、国道２６９号と国道４４８号がこれらの地域内

を縦横断しているため、交通途絶も予想される。 

ウ 南北約９㎞の海岸線に概ね６割の人口が集中しており、地震による影響で

海岸地域（大根占地区の一部、神川地区の一部）においては、津波が予想さ

れ、満潮と重なった場合は予想を超える被害が出るものと考えられる。 

エ これらの他に、水道施設の破損による断水、電気、通信線の断線等の被害

を受けるものと考えられる。 

オ 想定される地震や津波の規模は次の表のとおり。 

想定される地震の位置（発生地） 想定される震度（観測震度） 想定される津波等 

鹿児島湾直下 震度５強 
津波到達時間 ２９分 

最大津波高 １.８５ｍ 

県西部直下 震度４ 記載なし 

甑島列島東方沖 震度４ 
記載なし 

最大津波高 １.８７ｍ 

県北西部直下 震度４ 記載なし 

熊本県南部 震度４ 記載なし 

県北部直下 震度３ 記載なし 

南海トラフ 震度５弱～５強 
津波到達時間 １１５分 

最大津波高 ３．１８ｍ 
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種子島東方沖 震度６弱 
津波到達時間 １０５分 

最大津波高 ２.０９ｍ 

トカラ列島太平洋沖 震度５弱 
津波到達時間 １０９分 

最大津波高 ２.５９ｍ 

奄美群島太平洋沖(北部) 震度３ 
津波到達時間 １９１分 

最大津波高 ２.３５ｍ 

奄美群島太平洋沖(北部) 震度２ 
津波到達時間 １９５分 

最大津波高 １.９６ｍ 

南米チリ沖大地震 

Ｈ22．2.27（日本時間午後 3 時

34 分） 

（Ｍ８．８） 

観測日：Ｈ22．2．28 16:30 

津波到達時間 ２４時間 

最大遡上標高 ０．５ｍ 

観測値：大泊 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査公表データ 

カ 南海トラフ周辺における地震等発生時の政府の対応 

  南海トラフ周辺において地震等が発生した場合、政府は以下の手順によって 

 「南海トラフ地震臨時情報」を発表する。各自治体は、同臨時情報に応じた対応

を行うよう定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震関連情報の発表に至るフロー（出典：内閣府ガイドライン） 

 

南海トラフの想定震源域 

又はその周辺で 

M6.8 以上の地震が発生 

南海トラフの想定震源域のプレー

ト境界面で通常とは異なる「ゆっ

くりすべり」が発生した可能性 

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表 

有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」 

を開催し、起った現象を評価 

プレート境界の 

M8.0 以上の地震 

（半割れケース） 

プレート境界の 

M７.0 以上の地震 

（一部割れケース） 

 

ゆっくりすべり 

 

左の条件

を満たさ

ない。 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（巨大地震警戒） 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（巨大地震注意） 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（調査終了） 

観測した 

異常な現象 

異常な現象 

に対する評価 

評価の結果 

発表される 

情 報 
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２ 災害対策本部の設置 

町における災害警戒本部、災害対策本部の設置組織、編成及び所掌事務は「第

３章第１節組織動員計画」（P.20）の定めるところにより、直ちに災害対策本部

等を設置し、災害応急対策活動を実施する。 

管内に震度４の地震及び津波注意報が発表された場合、又はそれ以上の被害発

生するおそれのある場合以下の表を参考に要員を配備する。 

（１）発生時における緊急配備 

体  制 基   準 職員配備 備      考 

第 １ 地 震 対 策 配 備 

 

管内に震度４の地震が発生

した場合又は気象庁からの

「南海トラフ地震臨時情報

（調査中）」が発表された場合 

総務課職員 

２名   

政策企画課職

員２名 

情報確認後、総務課員及び政

策企画課員が直ちに登庁し職員

に連絡の上、次なる予測情報の

収集、連絡広報活動に従事する。 

第 ２ 地 震 対 策 配 備 

 

災 害 警 戒 本 部 設 置 

災 害 対 策 本 部 設 置 

 

管内に震度５の地震が発生

した場合、又はこれ以下であ

っても災害の発生若しくは津

波警報が発表された場合。又

は、気象庁から「南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注

意）」若しくは「（巨大地震警

戒）」のいずれかが発表された

場合 

第３章第１節組

織動員計画に基

づく。 

災害警戒本部・

支部要員 

災害対策本部・

支部要員の第１

配備、状況に応

じて第２配備 

勤務時間外は、守衛により連

絡を受けた総務課長（支所長兼

住民生活課長）が直ちに登庁し

総務課及び住民生活課職員並び

に役場消防隊に連絡の上、情報

の収集、連絡広報活動に従事す

る。 

第 ３ 地 震 対 策 配 備 

 

災 害 対 策 本 部 設 置 

 

 

管内に震度６以上の地震が

発生した場合、これ以下であ

っても大規模災害が発生し、

若しくは発生するおそれのあ

る場合。又は、「南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震注意）」

又は「（巨大地震警戒）」のい

ずれかが発表された場合 

第３章第１節

組織動員計画に

基づく。 

災 害 対 策 本

部・支部要員の

第２配備、状況

に応じて第３配

備 

勤務中は、総務課（政策企画

課）から庁舎内放送を通じ各課

に連絡し、配備要員は配備につ

く。 

勤務時間外は、各対策部長（主

管課長）から連絡を受けた場合、

ただちに登庁し情報の収集及び

対策に努める。 

注）管内とは、錦江町に地震の影響が及ぶ範囲内のことである。 

（２）地震、津波注意報及び通信連絡対策 

別表第６「防災気象情報等の伝達系統図」（P.128）に同じ。 

ただし、有線等通信途絶の場合、携帯電話及び鹿児島地区非常通信協議会等

の無線通信応援を求めるものとする。 

（３）関係機関との相互応援 

   鹿児島地方気象台、鹿児島県、鹿児島県警本部、日赤鹿児島、自衛隊、ＮＴ

Ｔ鹿屋営業所、九州電力㈱鹿屋営業所、隣接市町村、報道機関、鹿児島県ＬＰ

ガス協会大隅支部 

 

３ 災害に関する状況の収集及び報告 

（１）災害に関する状況の収集は、「第３章第３節災害情報収集報告計画」（P.27）
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の定めるところによるが、特に次の措置を講じ、災害の状況把握に努める。 

ア 災害発生等の異常現象の通報 

（ア）異常現象を発見した者は、直接又は電話、その他迅速な方法により役場

又は消防団長等、錦江警察署、南部消防署に通報するものとする。 

（イ）異常現象発見の通報を受けた消防団長及び団員は、町長に通報するとと

もに最低限必要な対策を実施する。 

（ウ）異常現象を覚知した町長は、ただちに次の機関に通報するものとする。

ａ 鹿児島県危機管理防災課                   

  無線電話番号    １（２）-３１１-７-２２５６・２２５７  

無線ＦＡＸ番号   １（２）-３１１-７-５５１９ 

      電話番号      ０９９-２８６-２１１１           

役場側災害優先電話 ２２-０５１３、２２-０５１４、 

２２-０５１５ 

ｂ 大隅地域振興局総務企画部 総務企画課             

無線電話番号    １（２）-３３１-７-２０３、８０３ 

無線ＦＡＸ番号   １-３３１-８４０ ２-３１１-３３１-８４０ 

      電話番号      ０９９４-５２-２０８３・２０８７ 

（エ）有線、無線の全通信施設が利用不能となった場合は、総務課消防係の携

帯電話を利用し防災関係機関に通報するものとする。 

（２）災害に関する広報、報告については第３章第５節「災害広報計画」（P.34）に

よる。 

        

４ 避難対策 

（１）津波警報が発令された場合及び大地震が発生した場合における、避難対策は、

第３章第６節「避難計画」（P.36）の定めるところによるが、避難情報につい

ては次のとおり定めるものとする。 

ア 高齢者等避難   

災害対策本部長が町に影響が及ぶと判断した場合、防災行政無線を通じ、

自主避難の準備等を住民へ呼びかけるとともに、高齢者等、避難に時間を要

する住民の避難を開始させる。 

イ 避難指示   

震度４以下の地震が群発する場合は、災害等の状況により自主避難を含め

て住民へ「避難指示」の発表を行う。 

津波情報の入手、地震により災害が発生した場合を含め、震度５強以上の

地震が発生した場合は、海岸地域を中心に「避難指示」の発表を行う。 

（２）避難行動 
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   津波警報等が発令された場合、海岸沿いに居住する住民は下記の避難場所に

避難する。また、地震による道路の損傷、交通事故による道路渋滞発生による

逃げ遅れ発生防止のため、津波避難については徒歩を原則とする。しかしなが

ら、津波到達時間や指定緊急避難場所までの避難に要する距離・時間、要配慮

者の存在及び避難路の状況等を踏まえ、自動車による避難を実施せざるを得な

い場合は、避難経路上で遭遇する徒歩避難者の存在及びその動きに十分注意を

払うとともに、徒歩避難者と避難に使用する車両との間隔、徒歩避難者との相

対速度を適切に保ちながらの自動車等による避難を可とする。 

 

自治会名 避 難 場 所 

皆 倉 皆倉公民館周辺 

神川中 

神川新町 
トロピカルガーデン・町道平下線山手、町道神川中原線山手 

神川上 町道神川中原線山手・丸尾方面 

鳥 浜 神川城方面・宇都方面 

城ヶ崎（港団地） 

塩 屋 瀬戸山 

本 町 京 町 

旭 町 栄 町 

瀬戸山方面、運動公園方面・墓地公園方面 

神之浜１区 

神之浜２区 
瀬戸山方面・国道４４８号線山手、役場庁舎 

麓 

弓場下 

鳥井戸 

中西自治会周辺 

大橋上 

大橋下 
宮脇自治会を通り、国道４４８号線山手 

木 場 中西自治会周辺 

木 原 

寺 前 
中西自治会周辺・南大隅町城内方面 

山之口 南大隅町城内方面 

※津波の高さは P.88 の表を参考に、３．１８ｍ以上を想定 

※大根占小学校校庭は標高６ｍ  

（３）南海トラフ地震臨時情報による避難行動 

  ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

    地震に伴う津波への警戒が落ちついた時点で、「半割れケース」の後発地

震に伴う津波から、迅速な避難が望めない要配慮者を保護するため、錦江町

総合交流センター（地震による被害で使用できない場合は、田代保健福祉セ

ンター）を避難所として開放し、馬場、城元及び神川地区の錦江湾沿岸部に

居住する避難を希望する要配慮者等を受け入れる。また、自治会長等の協力

を得て、沿岸域を避けた地域の自治会公民館等の利用も考慮する。 

受け入れる期間は、地震発生後１週間を目途とし、当該臨時情報が「巨大
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地震注意」に降格後、さらに１週間の延長を限度とするが、臨時情報（調査

終了）が発表となった場合は閉鎖する。（避難者の当面の食糧、飲料水及び

寝具等は当該避難者本人による持参又は家族による支援をもって対応する。） 

    避難者受け入れの際は、「避難準備・高齢者等避難開始」を馬場、城元及

び神川地区の沿岸部に発表し、併せて後発地震への警戒と沿岸部要配慮者及

び自主避難者の避難受け入れを発表する。 

  イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

    状況に応じ、前項アと同様の対応を行う。受け入れ期間は、地震発生後１

週間とするが、臨時情報（調査終了）が発表となった場合は閉鎖する。食糧、

飲料水及び寝具等に関する準備についても前項アと同様とする。 

  ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表から２週間後以降 

    総合交流センター等への避難受け入れは終了するが、大地震及び津波発生

の警戒が必要なくなったということではないため、住民に対して防災無線等

を利用して地震及び津波への警戒を行うよう継続して呼びかける。 

（４）地震発生時における避難情報発表権限の委譲 

地震発生時に対策本部長と連絡が取れない場合には、住民に対する避難の指

示を実施する権限の委譲は、第３章第１節第３項（１）及び（２）（P.21）によ

る災害対策本部員に与えるものとし、実施者の優先順は副本部長、総務管財対

策部長とし、不測の事態に応じ遅滞なく避難の指示を発する体制を維持する。 

（５）強い地震等を感知した場合の避難の指示 

強い地震を感知した場合、または１分間以上続く長い揺れを感じた場合、津

波警報等の情報が入手できない場合にも、覚知した震度等に応じ避難の指示を

行うことができる。 

 

５ 公共施設の耐震化 

防災拠点となる公共施設等の耐震化 

本庁舎、支所庁舎、学校、公民館及び医療機関の施設は、災害時に応急対策活

動の拠点として需要な防災機関施設となるほか、学校、公民館などは避難施設や

物資の集積拠点としても利用されることが予想されるため、これら建築物の耐震

診断を実施するように努めるとともに、耐震性の劣るものについては、優先順位

を付して耐震改修の推進を図るものとする。 

６ 消火対策 

大地震における消火対策は、第３章第１１節「消防計画」（P.57）の定めると

ころによるが、特に次の点に留意して対策を講じる必要がある。 

大地震発生後、二次的に同時多発する火災に対しては、次の水利を有効に確保
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し効率的な消火に努めるものとする。また、平常の消火区域の区割りは、消防団

本部及び各分団長の判断により消火作業を効率的に行える分団が行うものとし、

従前の区域に縛られないものとする。この際の、連絡等は全て防災行政無線で行

うものとする。 

主な取水場所は次のとおり。 

神ノ川、雄川、堂之元川、若宮川、麓川その他用水路、鹿児島湾、各小中学校

プール 

 

７ その他の計画 

  地震・津波災害対応に関するその他の計画については、本章の各計画によるも

のとする。 

 

 

第２５節 海上災害対策計画 

 本計画は、海上災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災関

係機関相互の連絡を緊密にし、円滑に災害対策を実施するため必要な事項を定める

ものである。 

 

１ 連絡調整会議 

  町は、県が連絡調整会議を設置した場合、防災担当者等を派遣し、現地連絡調

整所における調整事項の確認を行い、円滑な応急対策を図る。 

 

２ 現地連絡調整所 

（１）設 置 

   海上保安部等からの負傷者の状況等の情報に基づき、現場での捜索、救助・

救急、医療及び消火活動等応急対策に携わる各機関の情報の共有化を図り、応

急対策や広報・被災者対策を円滑に実施する必要がある場合、県と協議の上、

町が現地連絡調整所を設置する。 

（２）運営等 

  現地連絡調整所の設置者、設置場所、参集機関、運営方法、応急対策等につ

いては、「鹿児島県地域防災計画 一般災害対策編 第４部 特殊災害 第１章

 海上災害対策」及び「海上災害に伴う相互連携マニュアル」（平成１８年１２

月策定）による。 
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第４章 災害復旧計画 

  

本計画は災害復旧のための融資措置として、被災農林漁業者及び中小企業者、生

活困窮者に対し、つなぎ融資の手段を講じるものである。また、併せてあらゆる融

資制度を活用し、積極的な資金の融資により施設の復旧と民生の安定を図るため、

必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 農林業関係融資 

（１）担当課は、産業振興課（産業建設課）とする。 

（２）対象となる資金 

ア 天災融資法による災害経営資金及び災害事業資金 

イ 農林漁業金融公庫資金による災害資金 

ウ 農業振興資金による経営安定資金 

エ 災害復旧つなぎ資金 

 

２ 商工業関係融資 

（１）担当課は、産業振興課（産業建設課）経済課及び商工会とする。 

（２）対象となる資金 

ア 国民金融公庫資金 

イ 中小企業金融公庫資金 

ウ 商工組合中央金庫資金 

エ 鹿児島県信用保証協会の保証 

 

３ 民生関係の融資 

（１）担当課は、介護福祉課（住民生活課）とする。 

（２）対象となる資金 

ア 世帯更生資金 

イ 災害援護資金 

 

４ 住宅関係融資 

（１）担当課は、建設課（産業建設課）とする。 

（２）対象となる資金 

ア 災害復興住宅建設補修資金 

イ 一般個人住宅の災害特別資金 

ウ 地すべり関連住宅資金 
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５ 資金の斡旋 

災害復旧資金借入の申請があった場合は、それぞれの資金の担当課は資金融資

条件、方法を十分説明し、資金の斡旋・指導に当たらなければならない。 

 

６ 資金融資事務の協力 

金融機関その他からの資金融資に当たり、調査その他の事務を委託または依頼

された場合は、各担当課は積極的に協力しなければならない。 
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錦江町防災会議条例（平成１７年３月２２日条例第１４１号） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６

項の規定に基づき、錦江町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及

び組織を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 錦江町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 錦江町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を

収集すること。 

(３) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第 25 条の水防計画その他水防に関し重

要な事項を調査審議すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属

する事務 

 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 ５人 

(２) 県警察の警察官のうちから町長が任命する者 １人 

(３) 議会を代表する者 １人 

(４) 町の職員のうちから町長が指名する者 １２人 

(５) 教育長 １人 

(６) 大隅肝属地区消防組合 南部消防署長 １人 

(７) 消防団長 １人 

(８) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任

命する者 ２人 

(９) その他特に必要と認め、町長が任命する者 

６ 前項各号の委員の総数は、２４人以内とする。 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1594308713&UKEY=1542342802&REFID=33610040022300000000&JYO=16%200%200&KOU=6%200&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1594308713&UKEY=1542342802&REFID=33610040022300000000&JYO=16%200%200&KOU=6%200&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1594308713&UKEY=1542342800&REFID=32410040019300000000&JYO=25%200%200&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
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（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機

関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長

が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるもの

とする。 

 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関

し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。 

 

錦江町防災会議委員名簿 

委員区別 職 名 住 所 電話番号 

会 長 錦江町長 錦江町城元 963 22-0511 

１号委員 大隅地域振興局 総務企画部長 鹿屋市打馬 2-16-6 0994-52-2083 

１号委員 大隅地域振興局 保健福祉環境部長     同 0994-52-2103 

１号委員 大隅地域振興局 農林水産部長     同 0994-52-2133 

１号委員 大隅地域振興局 建設部長     同 0994-52-2173 

２号委員 錦江警察署長 錦江町馬場 438 0994-22-0110 

３号委員 錦江町議会総務委員長 － － 

４号委員 錦江町副町長 錦江町城元 963 0994-22-0511 

４号委員 錦江町総務課長     同 同 

４号委員 錦江町田代支所長兼住民生活課長 錦江町田代麓 827-1 0994-25-2511 

４号委員 錦江町政策企画課長 錦江町城元 963 同 

４号委員 錦江町介護福祉課長     同 0994-22-3042 

４号委員 錦江町健康保険課長     同 同 

４号委員 錦江町住民税務課長     同 0994-22-3037 

４号委員 錦江町産業振興課長     同 0994-22-3034 

４号委員 錦江町建設課長     同 0994-22-0511 

４号委員 錦江町田代支所産業建設課長 錦江町田代麓 827-1 0994-25-2511 

５号委員 錦江町教育長 錦江町城元 963 0994-22-0517 

６号委員 南部消防署長 錦江町城元 1055 0994-22-1199 

７号委員 錦江町消防団長 － － 

８号委員 九州電力送配電㈱ 鹿屋配電事業所長 鹿屋市札元 2-3792-5 0994-44-3158 

８号委員 ㈱NTT ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ鹿児島営業所災害対策担当 鹿児島市松原町 4-26 099-227-9689 

９号委員 指宿海上保安署長 指宿市山川福元 6713 0993-34-2999 

※ 上表の委員区別は、第３条第５項の各号に示す員を表す。 
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錦江町災害対策本部条例（平成１７年３月２２日条例第１４２号） 

改正 平成２４年９月６日条例第３７号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の２第８

項の規定に基づき、錦江町災害対策本部（以下「本部」という。）に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、所

属職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、本部長に

事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、本部の事

務に従事する。 

 

（部） 

第３条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の

職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をも

って充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。 

附 則（平成２４年９月６日条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦江町災害対策本部条例の規定は、

平成２４年６月２７日から適用する。 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1594308713&UKEY=1542343240&REFID=33610040022300000000&JYO=23%202%200&KOU=8%200&BUNRUI=H&HANSUU=2&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1594308713&UKEY=1542343240&REFID=33610040022300000000&JYO=23%202%200&KOU=8%200&BUNRUI=H&HANSUU=2&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
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第２章 第１節 第１項関連 

１－１ 洪水危険地域 

番

号 
河川名 

危険地域 

避難場所 

予想される被害程度・危険対象 

備考 
地名   

左右

岸別 

延長

(m) 

面積 

（㏊） 

住家

数(戸) 

人口

(人) 

雨量 

(ｍ/日) 

1 神ノ川 
神川 

地区 
左・右 600 

神川小学校校舎        

同校体育館 
5 156 418 150 

神川 

分団 

2 堂之元川 
城元 

河口付近 
右 1,000 

大根占小学校体育館 

錦江町総合交流ｾﾝﾀｰ 
  259 678 150 

中央 

分団 

3 堂之元川 
城元 

河口付近 
左 1,000 〃   259 678 150 

中央 

分団 

4 水流川 
神川 

地区 
左・右 1,100 

神川小学校校舎        

同校体育館 
  156 418 150 

神川 

分団 

5 雄 川 
柴立・鶴

園地区 

右 

左 

1，000 

2，000 

川原保育園 

川原畜産管理センター 
2     150 

川原 

分団 

 

 

第２章 第１節 第２項関連 

１－２ 火災危険地区 

番

号 

危険地域 

備 考 
地  名 面 積 建物総面積(㎡) 密集度 

住家数

(戸) 
危険度 

1 
神之浜地区  

鳥井戸地区   
  ９２，０００ 

建蔽率   

70～80%以上 
１，１５５   中央分団 

2 中郡地区 １．０㎢ １３，２００   １８５   麓分団 

3 柴立地区 ０．４㎢ ５，９４０   ９８   川原分団 

4 上原地区 ０．３㎢ ３，３００   ６０   川原分団 

5 大原地区 ０．５㎢ ７，５９０   １２６   大原分団 

(注)神之浜地区(神之浜一自治会～塩屋自治会)   

鳥井戸地区(弓場下自治会～木原自治会) 
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第２章 第１節 第３項関連 

 

１－３ 山腹崩壊危険地区 

番 号 保安林 
他の法令

等に指定 

荒廃状況 

(崩壊等) 
避難場所 

治山事業 

進捗状況 

位 置 
公共施設 危険度 

備 考 
人家 

道   路 山腹崩壊 

危険度 

被 災 

危険度 

危険地区 

危険判定 大字 字 種別 数量 m 

１ 無 無 有 
神川小学校 

体育館 
無 神川 栗山 ０ 国道 ２００ Ｂ Ｃ Ｃ   

２ 無 無 有 
神川小学校 

体育館 
無 神川 皆倉上 ７ 町道 ３００ Ｂ Ｂ Ｂ   

３ 無 有 有 
神川小学校 

体育館 
無 神川 皆倉上 １１ 国道 ４００ Ｃ Ａ Ｂ   

４ 無 無 無 
神川小学校 

校 舎 
無 神川 神川中 ５２   ３００ Ａ Ａ Ａ   

５ 
無 有 有 

神川小学校 

校 舎 
無 神川 神川上 ５０ 町道 ２００ Ｂ Ａ Ａ   

６ 無 無 無 鳥浜公民館 一部概成 神川 鳥馬場 ０ 町道 ２００ Ｂ Ｃ Ｃ   

７ 無 無 無 
神川小学校 

校 舎 
無 神川 神川上 ６ 

町道 ２００ 
Ｂ Ｂ Ｂ   

国道 ３００ 

８ 無 無 有 
神川小学校 

校 舎 
無 神川 城 ２０ 町道 ４００ Ｂ Ａ Ａ   

９ 有 無 無 鳥浜公民館 一部概成 神川 鳥浜 ７ 町道 ４００ Ｃ Ｂ Ｃ   

１０ 無 無 無 
錦江町 

総合交流ｾﾝﾀｰ 
一部概成 城元 塩屋 ８ 町道 ２００ Ｂ Ｂ Ｂ   

１１ 無 無 無 
錦江中学校 

体育館 
一部概成 城元 瀬戸山 ４０ 県道 ２００ Ａ Ａ Ａ   

１２ 有 無 無 
錦江中学校 

体育館 
一部概成 城元 六反田 ９ 国道 ３００ Ｃ Ｂ Ｃ   
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１３ 無 無 有 
錦江中学校 

体育館 
無 城元 上之宇都 １５ 町道 ２００ Ｃ Ａ Ｂ   

１４ 無 無 無 
旧池田中学校 

体育館 
無 城元 壱崎 １０ 町道 ３００ Ｃ Ａ Ｂ   

１５ 有 無 有 
池田小学校 

体育館 
一部概成 馬場 松坂 ５ 町道 ２００ Ｃ Ｂ Ｃ   

１６ 有 無 無 
池田小学校 

体育館 
一部概成 馬場 毛下 １０ 町道 ２００ Ｃ Ａ Ｂ   

１７ 無 無 有 
池田小学校 

体育館 
無 馬場 毛下 １０ 町道 ２００ Ｃ Ａ Ｂ   

１８ 無 無 有 
旧池田中学校 

体育館 
無 馬場 浜射場 ０ 町道 １００ Ｃ Ｃ Ｃ   

１９ 無 無 無 
錦江町 

総合交流ｾﾝﾀｰ 
無 城元 脇ノ平 ８ 

町道 ３００ 
Ｂ Ｂ Ｂ   

国道 １００ 

２０ 無 無 無 
宿利原小学校 

体育館 
無 神川 赤迫 ２ 町道 ２００ Ｃ Ｃ Ｃ   
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番号 保安林 
他の法令

等に指定 

荒廃状況

(崩壊等) 
避難場所 

治山事業 

進捗状況 

位 置 
公共施設 危険度 

備 考 
人家 

道   路 山腹崩壊 

危険度 

被災 

危険度 

危険地区 

危険判定 大字 字 種別 数量 m 

２１ 無 無 有 
宿利原小学校 

体育館 
一部概成 神川 命苫 ５ 町道 ２００ Ｃ Ｂ Ｃ 

 

２２ 無 無 有 
宿利原小学校 

体育館 
一部概成 神川 命苫 ２ 町道 ３００ Ｃ Ｃ Ｃ   

２３ 有 無 有 鳥浜公民館 一部概成 神川 
向平鳥 

馬場 
１５ 

町道 ２００ 
Ｂ Ａ Ａ 病 院 

国道 １００ 

２４ 無 有 有 
錦江町 

総合交流ｾﾝﾀｰ 
無 神川 高城 １５ 国道 ２００ Ａ Ａ Ａ   

２５ 有 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 辺志切 １０ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0001 

２６ 
有 無 無 

川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 鎮守ヶ迫 ０ 町道   Ｂ３ Ｃ２ Ｃ 488-0002 

２７ 無 無 無 
田代保健福祉 

センター 
無 田代麓 東ノ谷 ２ 町道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0003 

２８ 有 無 無   一部概成 田代麓 堀ノ瀬戸 ０ 町道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0004 

２９ 有 無 無   一部概成 田代麓 寺山ノ首 ０ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0005 

３０ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 堂ノ後 ０ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0006 

３１ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 堂ノ後 １１ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0007 

３２ 無 無 無 
田代保健福祉 

センター 
無 田代麓 山下 ０ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0008 

３３ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
無 田代川原 柴立 ３５ 県道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0009 

３４ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
無 田代川原 上原頭 １３ 県道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0010 
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３５ 有 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 小路 １７ 県道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0011 

３６ 有 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 小路 ５ 町道   Ｂ２ Ｂ２ Ｂ 488-0012 

３７ 有 無 無 でんしろう館 一部概成 田代川原 原沢 １６ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0013 

３８ 無 無 無 でんしろう館 無 田代川原 川路 ２８ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0014 

３９ 有 無 無 でんしろう館 無 田代川原 猪鹿倉 ０ 町道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0015 

４０ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 小路 １３ 県道   Ａ２ Ａ２ Ａ 488-0016 

４１ 無 無 無 でんしろう館 未成 田代川原 先中野 １８ 町道   Ｃ２ Ｂ２ Ｂ 488-0017 

４２ 無 無 無 でんしろう館 一部概成 田代川原 瀬戸口 ５ 町道     Ｂ２ Ｃ 488-0018 

４３ 
無 無 無 

川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 鎮守ヶ尾 ７ 町道   Ｃ２ Ｂ２ Ｃ 488-0019 

４４ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
概成 田代麓 建平 ５ 町道   Ｃ２ Ｂ２ Ｃ 488-0020 

４５ 無 無 無 でんしろう館 一部概成 田代川原 上ノ平原 ６ 町道   Ｃ２ Ｂ２ Ｃ 488-0021 

４６ 無 無 無 
田代保健福祉 

センター 
一部概成 田代麓 山之口 ２１ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0022 

４７ 無 無 無 
田代保健福祉 

センター 
一部概成 田代麓 

みょう荷

谷 
４ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0023 

４８ 無 無 無 
大原小学校 

体育館 
一部概成 田代麓 松ノ崎 ５ 町道   Ｃ２ Ｂ２ Ｃ 488-0024 

４９ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
一部概成 田代川原 岩蹄 ０ 町道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0025 

５０ 無 無 無 でんしろう館 一部概成 田代川原 鳥淵 １０ 町道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0026 

５１ 無 無 無 
大原小学校 

体育館 
無 田代麓 久木野 ２ 町道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0027 

５２ 無 無 無 
大原小学校 

体育館 
概成 田代麓 久木野 ２     Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0028 
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５３ 無 無 無 
田代保健福祉 

センター 
概成 田代川原 東柳田   町道   Ａ２ Ｃ２ Ｂ 488-0029 

５４ 無 無 無 
川原畜産管理 

センター 
概成 田代川原 坂元 ２ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0030 

５５ 無 無 有 
川原畜産管理

センター 
未成 田代川原 西柳田 ４ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0031 
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第２章 第１節 第４項関連 

１－４ 崩壊土砂流出危険地区 

番号 保安林 
他の法令等 

に指定 

荒廃状況 

(崩壊等) 
避難場所 

治山事業 

進捗状況 

位    置 
公共施設 危険度 

備 考 
人家 

道  路 山腹崩壊 

危険度 

被 災 

危険度 

危険地区 

危険判定 大字 字 種別 数量 m 

１ 無 無 有 神川小学校体育館 無 神川 梅ノ木 ０ 町道 ６００ Ｃ Ｃ Ｃ   

２ 有 無 有 宿利原小学校体育館 一部概成 神川 椎ノ木 ９ 町道 ５００ Ｃ Ｂ Ｃ   

３ 有 無 有 宿利原小学校体育館 一部概成 神川 中萩 ３ 町道 ５００ Ｃ Ｃ Ｃ   

４ 有 無 有 宿利原中学校体育館 一部概成 神川 村ノ後 ０ 町道 ５００ Ｃ Ｃ Ｃ   

５ 有 無 有 神川小学校校舎 一部概成 神川 猿越 ５０ 
町道 ７００ 

Ｃ Ａ Ｂ   
国道 ２００ 

６ 有 無 有 宿利原小学校体育館 無 神川 
金吹 

谷岡 
２０ 

町道 ５００ 
Ｃ Ａ Ｂ   

国道 ３００ 

７ 無 無 有 神川小学校校舎 一部概成 神川 壱ケ内 ０ 県道 ３００ Ｃ Ｃ Ｃ   

８ 有 無 有 旧池田中学校体育館 一部概成 城元 姫木場 ０ 町道 ５００ Ｃ Ｃ Ｃ   

９ 有 無 有 鳥浜公民館 一部概成 神川 戸崎 ２０ 町道 ３００ Ｃ Ａ Ｂ 
 

１０ 有 無 有 
旧宿利原中学校 

体育館 
一部概成 神川 中尾 ６ 町道 ３００ Ｃ Ｂ Ｃ   

１１ 有 無 有 旧池田中学校体育館 一部概成 馬場 白井 １５ 町道 ５００ Ｃ Ａ Ｂ   

１２ 無 無 有 旧池田中学校体育館 無 馬場 瀬戸 ０ 県道 ５００ Ｃ Ｃ Ｃ   

１３ 無 無 有 旧池田中学校体育館 無 馬場 日当平 ２２ 県道 ４００ Ｃ Ａ Ｂ   

１４ 無 無 有 旧池田中学校体育館 無 馬場 井手草 ０ 県道 ２００ Ｂ Ｃ Ｃ   

１５ 無 無 有 錦江中学校体育館 無 城元 上之宇都 ３３ 町道 ４００ Ｃ Ａ Ｂ   

１６ 有 無 有 旧池田中学校体育館 一部概成 馬場 廻渕 ７ 
町道 １００ 

Ｃ Ｂ Ｃ   
国道 ２００ 

１７ 無 無 有 宿利原小学校体育館 一部概成 神川 上小牧 ２０ 
町道 1000 

Ｃ Ａ Ｂ   
国道 ３００ 

１８ 有 無 有 神川小学校体育館 無 神川 西道原 40 町道 ８００ Ｃ Ａ Ｂ   
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１９ 有 無 有 
旧宿利原中学校 

体育館 
無 神川 竹山 １５ 町道 ８００ Ｃ Ａ Ｂ   

２０ 無 無 有 旧池田中学校体育館 無 城元 横井ノ口 ３ 県道 ５００ Ｃ Ｃ Ｃ   

２１ 無 無 有 池田小学校体育館 無 城元 川北 １５ 
県道 ２００ 

Ｃ Ａ Ｂ   
町道  ３００ 

２２ 無 有 有 旧池田中学校体育館 無 馬場 下原 ０ 町道 ２００ Ｃ Ｃ Ｃ   

２３ 無 無 有 池田小学校体育館 一部概成 馬場 南迫 ０ 町道 ２００ Ｃ Ｃ Ｃ   

２４ 有 無 無 川原畜産管理センター 一部概成 田代川原 灰床岩淵 ０ 林道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0001 

２５ 有 無 無 田代保健福祉センター 一部概成 田代麓 尾立山 １２ 町道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0002 

２６ 有 無 無 田代保健福祉センター 一部概成 田代麓 柞ヶ平 ７ 町道   Ｂ２ Ｂ２ Ｂ 488-0003 

２７ 無 無 無 田代保健福祉センター 無 田代麓 川前谷 ０ 町道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0004 

２８ 有 無 無 田代保健福祉センター 一部概成 田代麓 八ノ尾 １４ 県道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0005 

２９ 有 無 無 田代保健福祉センター 一部概成 田代麓 長野 １ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0006 

３０ 有 無 無 大原小学校体育館 一部概成 田代麓 松ヶ崎 ２５ 林道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0007 

３１ 有 無 無 大原小学校体育館 一部概成 田代麓 大牟礼 ２６ 県道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0008 

３２ 無 無 無 川原畜産管理センター 無 田代川原 早瀬 １０ 町道   Ｂ２ Ａ２ Ａ 488-0009 

３３ 有 無 無 でんしろう館 一部概成 田代川原 白桃ヶ谷 ０ 農道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0010 

３４ 無 無 無 でんしろう館 無 田代川原 瀬戸口 ４ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0011 

３５ 無 有 無 田代保健福祉センター 一部概成 田代麓 石ワタセ ５０ 町道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0012 

３６ 無 無 無 田代保健福祉センター 無 田代麓 大根田 ５ 町道   Ａ２ Ｂ２ Ａ 488-0013 

３７ 無 無 無 田代保健福祉センター 無 田代川原 柴立 ５０ 町道   Ｃ２ Ａ２ Ｂ 488-0014 

３８ 無 無 有 大原小学校体育館 無 田代麓 大牟礼Ⅰ １ 林道   Ｂ２ Ｃ２ Ｃ 488-0015 

３９ 無 無 有 大原小学校体育館 無 田代麓 大牟礼Ⅱ ０ 林道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0016 

４０ 無 無 無 大原小学校体育館 概成 田代麓 川床 １ 町道   Ｃ２ Ｃ２ Ｃ 488-0017 

４１ 無 無 無   一部概成 田代川原 高岩 ８ 町道   Ｃ２ Ｂ２ Ｃ 488-0018 

４２       川原畜産管理センター   田代川原 辺志切             488-0019 
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第２章 第１節 第５項関連 

１－５ 土石流危険予想箇所 

番号 地区名 所在地 

危険区域の世帯数 

避難場所 

対象雨量 面 積 

備 考 
世帯

数 
人口 

避難時要

支援者数 
(㎜/日) （ha） 

Ａ１ 皆倉地区 神 川 ８ １８ １１ 神川小学校体育館 １６５ １０ 皆倉第４小川 

Ａ２ 皆倉地区 神 川 ８ １８ １１ 神川小学校体育館 １６５ ０．２ 皆倉第１小川 

Ａ３ 皆倉地区 神 川 １２ ３７ １５ 神川小学校体育館 １６５ ０．６ 皆倉第２小川 

Ａ４ 皆倉地区 神 川 １２ ３７ １５ 神川小学校体育館 １６５ ５ 皆倉第３小川 

Ａ５ 神川新町地区 神 川 ５ ６ ５ 神川小学校校舎 １６５ ０．２ 第１小川 

Ａ６ 神川新町地区 神 川 １４ ３７ １０ 神川小学校校舎 １６５ １１ 神川第１小川 

Ａ７ 神川中地区 神 川 １３ ５０ ２１ 神川小学校校舎 １６５ ０．３ 神川第３小川 

Ａ８ 神川中地区 神 川 １５ ３４ １４ 神川小学校校舎 １６５ ７ 神川第２小川 

Ａ９ 神川上地区 神 川 １５ ３４ １４ 神川小学校校舎 １６５ ７ 神川上谷 

Ａ10 大久保地区 馬 場 ８ ２５ ３ 旧池田中学校体育館 １６５ ４ 大久保谷 

Ａ11 壱崎地区 城 元 ６ １６ ３ 旧池田中学校体育館 １６５ ４ 壱崎谷 

Ａ12 半下石地区 馬 場 10 ２８ １０ 旧池田中学校体育館 １６５ ０．７ 後谷川 

Ａ13 神川城地区 神 川 ５ ２４ ７ 神川小学校校舎 １６５ ３ 神川城谷 

Ａ14 塩屋地区 城 元 ５ １０ ５ 
錦江町 

総合交流ｾﾝﾀｰ 
１６５ ０．８ 塩屋谷 

Ａ15 塩屋地区 城 元 ５ １０ ５ 
錦江町 

総合交流ｾﾝﾀｰ 
１６５ ０．２ 若宮川 

Ａ16 瀬戸山地区 城 元 ７ ２５ ５ 錦江中学校体育館 １６５ ０．５ 瀬戸山川 

Ａ17 中西地区 馬 場 ６ １３ ５ 
錦江町 

総合交流ｾﾝﾀｰ 
１６５ 指定済 中西川 

Ａ18 山之口地区 馬 場 ４ １５ １ 錦江中学校体育館 １６５ ２ 長谷谷 

Ｂ１ 桜原地区 神 川 ６ １１ ４ 神川小学校体育館 １６５ ２．１ 桜原谷 

Ｂ２ 皆倉地区 神 川 １２ ３７ １５ 神川小学校体育館 １６５ ３ 皆倉谷 

Ｂ３ 半下石地区 馬 場 ２ ７ ２ 旧池田中学校体育館 １６５ 国有林 足光谷１ 

Ｂ４ 半下石地区 馬 場 ２ ７ ２ 旧池田中学校体育館 １６５ 国有林 足光谷２ 

Ｂ５ 毛下地区 馬 場 ３ １０ ４ 池田小学校体育館 １６５ ０．3 毛下谷１ 

Ｂ６ 毛下地区 馬 場 ３ ８ ４ 池田小学校体育館 １６５ 国有林 毛下谷２ 

Ｂ７ 毛下地区 馬 場 ５ １３ １ 池田小学校体育館 １６５ ４ 崩原谷 

Ｂ８ 鳥浜地区 神 川 １０ ３０ ９ 鳥浜公民館 １６５ ９４ 宇都谷 
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  大根田地区 麓 ６ １６   田代保健福祉発センター １６５ ０．０７ 大根田谷２ 

  山下地区 麓 ３０ ８１   田代保健福祉発センター １６５ ０．１ 山下ノ小川 

  平石地区 川 原 ５ １３   川原畜産管理センター １６５ ０．０２ 平石谷３ 

  平石地区 川 原 １１ ２９   川原畜産管理センター １６５ ０．０５ 平石谷４ 

  上柴立地区 川 原 １５ ４０   川原畜産管理センター １６５ ０．０７ 柴立川 

  大原地区 大 原 ８ ２１   大原小学校 １６５ ０．１７ 大原谷 

  内ノ牧地区 大 原 ９ ２４   大原小学校 １６５ ０．１１ 内ノ牧谷 

  内ノ牧地区 大 原 ９ ２４   大原小学校 １６５ ０．１１ 宮 川 

  内ノ牧地区 大 原 １２ ３２   大原小学校 １６５ ０．０７ 内ノ牧の小川 

  猪鹿倉地区 川 原 ７ １８   でんしろう館 １６５ ０．０２ 猪鹿倉谷川３ 

  猪鹿倉地区 川 原 １６ ４３   でんしろう館 １６５ ０．１４ 川路川 

  大根田地区 麓 ６ １６   田代保健福祉発センター １６５ ５ 大根田谷１ 

  永田地区 麓       田代保健福祉発センター １６５ １ 永田谷１ 

  永田地区 麓       田代保健福祉発センター １６５ １ 永田谷２ 

  長谷地区 麓       田代保健福祉発センター １６５ ３ 長谷川 

  小梅枝地区 麓       田代保健福祉発センター １６５ ３．４ 小梅枝谷川 

  折小野地区 麓       田代保健福祉発センター １６５ ６ 折小野谷川 

  平石地区 川 原       川原畜産管理センター １６５ ２ 平石谷１ 

  平石地区 川 原       川原畜産管理センター １６５ ２ 平石谷２ 

  池野地区 川 原       でんしろう館 １６５ ５ 池野谷１ 

  池野地区 川 原       でんしろう館 １６５ ７ 池野谷２ 

  池野地区 川 原       でんしろう館 １６５ ４ 池野谷３ 

  池野地区 川 原       でんしろう館 １６５ ６ 池野谷４ 
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第２章 第１節 第６項関連 

 

１－６ 主要交通途絶予想危険箇所 

番号 路線名 
予想される 

災 害 
区 域 延長（ｍ） 代替路線名 備 考 

１ 国道２６９号 落 石 皆 倉 １，５００ なし 県指定 

２ 県道鹿屋吾平佐多線 落石・崩土 半下石 ５，０００ 県道池田根占線 県指定 

３ 県道神川内之浦線 落石・崩土 丸 尾 １，５００ 国道４４８号線 県指定 

４ 町道白水線 崩 土 白井～安水 １００ 町道宮田線 町指定 

５ 町道馬場中原線 崩 土 松坂～馬場中原 ２１０ 県道池田根占線 町指定 

６ 町道松尾線 落 石 神川上～笑喜 ３００ 県道神川内之浦線 町指定 

７ 町道厚ケ瀬線 落石・崩土 塩屋～厚ケ瀬 １，０００ 町道瀬戸山線 町指定 

８ 国道４４８号 落石・崩土 瀬戸山～馬場 ９，０００ なし 県指定 

９ 国道４４８号 落石・崩土 新田峠 ５００ 町道池野新田線 県指定 

１０ 国道４４８号 落石・崩土 上山ノ口地区 ４００ 町道池野新田線 県指定 

１１ 県道辺塚根占線 落石・崩土 上原地区 ２００ 広域農道 県指定 

１２ 県道鹿屋吾平佐多線 落石・崩土 平石地区 ２００ 広域農道 県指定 

１３ 町道鶴園辺志切線 崩 土 辺志切地区 １００ 広域農道 町指定 

１４ 町道折小野線 崩 土 折小野地区 ２００ なし 町指定 

１５ 町道池野・新田線 崩 土 大原地区 １００ 国道４４８号 町指定 

１６ 国道２６９号 落石・崩土 城ヶ崎 １，１００ 県道鹿屋吾平佐多線 県指定 
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第２章 第１節 第７項関連 

１－７ 急傾斜地崩壊危険地域 

番号 個所名 所 在 地 
地      形 

世帯数 人口 避難時要配慮者 避難場所 備 考 
延長（ｍ） 傾斜度 高さ（ｍ） 

１ 皆倉(3) 神川３４９９－３ ３０ ３５ ５ ３ ６ １ 神川小学校体育館   

２ 皆倉(2) 神川３５２０ ２６０ ５０ ６０ １２ ３７ １５ 神川小学校体育館   

３ 皆 倉 神川３８５１ ２５０ ３８ ３０ ８ １８ １１ 神川小学校体育館 
県指定H4.1.22  

県指定H5.2.17 

４ 栗 山 神川３６８５ ２５０ ４２ ５５ １６ ３１ １４ 神川小学校体育館   

５ 神川１ 神川２９３５ ５００ ４８ ２５ １３ ５０ ２１ 神川小学校校舎   

６ 神川２ 神川２８５０ ２５０ ４５ ６０ １５ ３４ １４ 神川小学校校舎   

７ 有 村 神川２４９６ １００ ４４ ５０ ８ ２３ １１ 神川小学校校舎   

８ 鳥 浜 神川１３５－３ ２５０ ５０ ６５ １ ４１７ １７７ 鳥浜公民館 医師会立病院 

９ 神川城 神川７９３－３ ３０ ５０ ７ ２ ２ ２ 鳥浜公民館   

１０ 城ケ崎 城元５１ １００ ４５ ４０ １９ ４７ １７ 錦江町総合交流センター 県指定S58.3.30 

１１ 瀬戸山 城元１００ ２３０ ４６ １５ １１ ２６ １０ 錦江町総合交流センター   

１２ 遊喜浦 城元２０１ １５０ ４６ ２５ ７ ２５ ５ 大根占中学校体育館   

１３ 中 西 馬場２６６７ １３０ ３０ ４０ ６ １３ ５ 錦江町総合交流センター   

１４ 上之宇都 城元２０１３ ７０ ６８ ３５ ８ ３４ ７ 錦江中学校体育館   

１５ 宮ケ原 城元２０７９ ２２０ ４３ １０ ８ ２１ ２ 錦江中学校体育館   

１６ 壱 崎 馬場５８８０ ７０ ５３ １５ ６ １６ ３ 旧池田中学校体育館   

１７ 川 北 城元４８８０ ８０ ３０ ８ ４ ６ ５ 池田小学校体育館   

１８ 川 南 馬場５３８１ １１０ ４４ ２０ ９ ２０ ４ 池田小学校体育館   

１９ 才 原 神川６４８０ ３０ ４０ ２５ １ ４ ４ 宿利原小学校体育館   

 

112 



113 

 

２０ 才原（毛戸口） 
神川７２５１－

１１ 
１００ ４５ １０ １ ２ １ 宿利原小学校体育館   

２１ 宿利原 神川７２７０ ４０ ４５ １５ １ ７ ２ 宿利原小学校体育館   

２２ 田代麓（長谷） 田代麓４０６２ ４０ ４５ ５ ２ ３ １ 田代保健福祉センター   

２３ 田代麓（上山ノ口） 田代麓２１７２ １７０ ３５ １５ １１ １０ ４ 田代保健福祉センター   

２４ 田代川原（辺志切） 川原２２０６ １３０ ３６ ９ ５ １０ ３ 川原畜産管理センター   

２５ 田代川原（猪鹿倉） 川原６２３０ １００ ５０ １２ ４ １ １ でんしろう館   

２６ 鶴 園   ２５０ ４４ ２５ １１ ２８   川原畜産管理センター   

２７ 鶴園４   １４０ ４０ ２０ ６ １２   川原畜産管理センター   

２８ 郷之原   １００ ４５ ２０ ７ ２６   川原畜産管理センター   

２９ 中 郡   １７０ ５０ １５ ０ ０   田代保健福祉センター   

３０ 長 谷   １７０ ５０ １５ ９ １７   田代保健福祉センター   

３１ 早瀬１   １１０ ４６ １５ ７ １９   川原畜産管理センター   

３２ 早瀬２   １８０ ４０ １５ ２ ４   川原畜産管理センター   

３３ 上柴立１   ２００ ５９ ２０ ９ １７   川原畜産管理センター   

３４ 平 石   ２００ ６３ １９ １９ ４３   川原畜産管理センター   

３５ 柴立１   ２５０ ５６ ４０ ４ ２３   川原畜産管理センター   

３６ 上柴立２   ２００ ８０ １５ ５ １０   川原畜産管理センター   

３７ 柴立３   １７０ ５７ ２５ ９ １５   川原畜産管理センター   

３８ 上山口１   ７０ ４１ １５ ６ ９   田代保健福祉センター   

３９ 猪鹿倉   ３００ ５３ ３０ ６ ２２   でんしろう館   

４０ 東ノ原               田代保健福祉センター   

４１ 下 １               田代保健福祉センター   

４２ 下 ２               田代保健福祉センター   
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４３ 永 田               田代保健福祉センター   

４４ 長谷２               田代保健福祉センター   

４５ 橋ノ口１               田代保健福祉センター   

４６ 橋ノ口２               田代保健福祉センター   

４７ 岩崎１               田代保健福祉センター   

４８ 岩崎２               田代保健福祉センター   

４９ 折小野               田代保健福祉センター   

５０ 上山ノ口３               田代保健福祉センター   

５１ 中 村               田代保健福祉センター   

５２ 上柴立３               川原畜産管理センター   

５３ 柴立４               川原畜産管理センター   

５４ 柴立５               川原畜産管理センター   

５５ 柴立６               川原畜産管理センター   

５６ 郷ノ原               川原畜産管理センター   

５７ 早瀬３               川原畜産管理センター   

５８ 早瀬４               川原畜産管理センター   

５９ 原沢２               でんしろう館   

６０ 猪鹿倉２               でんしろう館   

６１ 猪鹿倉３               でんしろう館   

６２ 花瀬２               でんしろう館   

６３ 花瀬１               でんしろう館   

６４ 盤山２               大原小学校   

６５ 盤山３               大原小学校   

６６ 盤山４               大原小学校   
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６７ 盤山１               大原小学校   

６８ 鶴園１               川原畜産管理センター   

６９ 鶴園２               川原畜産管理センター   

７０ 柴立２   １３０ ４１ ２０ ６ １１   川原畜産管理センター   

７１ 山 下               川原畜産管理センター   

７２ 原 沢   １５０ ３７ ２０ ６ １６   でんしろう館   

７３ 山口２   ７０ ４５ ２０ ２１ ６０   田代保健福祉センター   

７４ 早瀬５               川原畜産管理センター   
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第２章 第１節 第８項関連 

１－８ 高潮、津波危険地域 

番号 

危険地域 予想される被害程度 

避難場所 備 考 

地名・場所 延長（ｍ） 面積 住家(戸) 人口(人) 

１ 神ノ浜海岸 １，１００   ６００ １，３７０ 錦江町総合交流ｾﾝﾀｰ 越波(県) 

２ 馬場海岸 １，５００   ６５０ １，４００ 大根占小学校体育館 越波(県) 

３ 鳥浜海岸 １，２００   １３０ ４００ 鳥浜公民館 越波(県) 

４ 神川海岸 １，０００   １００ ３３０ 神川小学校校舎 越波(県) 

５ 皆倉海岸 ５００   ７０ ２７０ 神川小学校体育館 越 波 
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第２章 第２節 第４項関連 

２ 消防施設の現況 

  
自動車 

ポンプ 

小型ポンプ 

積載車 

小型動力 

ポンプ 
人搬車 広報車 投光機 

ガソリン 

発電機 
タンク車 

救急車 

（本部車） 

消火栓 防火水槽 

公 設 公設外 
４０ｔ 

未 満 

４０ｔ 

以 上 

本 部  ０ ０  ０  ０  １ ０  ０  ０  １ ０  ０  ０  ０  

中央分団 ３ １ ０  ０  ０ １ １ ０  ０  １１４ ０  ４ １６ 

神川分団 １ １ ０  ０  ０ １ １ ０  ０  ３５ ０  ５ ２１ 

池田分団 １ １ ０  ０  ０ １ １ ０  ０  ２４  ２６  ２ ２７ 

宿利原分団 １ ２ ０  ０  ０ １ １ ０  ０  ３ ０    ２４ 

麓分団 １  １ ０ １ ０ １ １ ０  ０  ３２ ０ ２ ２８ 

川原分団 １   ０ １ ０ １ １ ０  ０  ３６ ０ ６ ２６ 

大原分団 １ １ ０ ０  ０ １ １ ０  ０   １ ０ ３ １９ 

支所消防隊 １   ０ ０  ０ ０  ０  １ ０  ０  ０  ０  ０  

南部消防署   １ １ ０  １  １  １ １ ２ ０  ０  ０  ０  

合  計 １０ ８ １ ２ ２ ８ ８ ２ ３ ２４４ ２６ ２２ １６１ 
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（第１章 第４節 第２項関連）別表第１ 

 

錦江町の河川及び山岳 

１ 河 川 

二級河川（長さ（kｍ）） 

神ノ川 １２．０ 長谷川 ３．５ 

雄 川 １４．８ 椎木川 ２．０ 

麓 川 ７．４ 柴立川 １．０ 

水流川 １．１ 堂ノ元川 １．４ 

 

  準用河川（長さ（ｍ）） 

河 川 名 延 長 河 川 名 延 長 河 川 名 延 長 

神川中原川 ２，４７０ 山畑川 ２，５５０ 大藤川 ２，５００ 

水流川 ４，１２０ 毛下川 ３，３００ 鵜戸野川 １，３００ 

笑喜川 ３，０５０ 段川 ２，６００ 新田川 １，７００ 

宮田川 ８５０ 岩元川 ２，５３０ 油木田川 ２，１００ 

川北川 ２，８２０ 城元川 ２，０００ 長谷川 ４００ 

瀬戸谷川 １，７５０ 平野川 ２，２５０ 表木川 ４００ 

足光谷川 １，１５０ 平石川 １，０００   

 

２ 山 岳 
 

山 岳 名 
 

 

標 高（ｍ） 
 

 

山 岳 名 
 

 

標 高（ｍ） 
 

 

山 岳 名 
 

 

標 高（ｍ） 
 

 

八山岳 
 

６５９．４ 

 

荒西山 
 

８３３．８ 

 

横尾岳 
 

４２６．３ 

 

大尾岳 
 

９４０．６ 

 

横堀の岡 
 

６５８．５ 

 

高 尾 
 

２７９．１ 

 

六郎館岳 
 

７５４．１ 

 

陣之岡 
 

４８２．１ 
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（第１章 第４節 第３項関連）別表第２ 

 

錦江町の過去の災害 

旧大根占町 旧田代町 

年  月  日 災 害 名 被   害   概   要 年  月  日 災 害 名 被   害   概   要 

安政 2年 
神之浜大

火 
住家他 45棟       

昭和 13年 

10月 14～ 

15日 

風水害 

半下石地区死者 17人・行方不

明 12人、神川地区死者 2人・

行方不明 3人、住家全壊 32棟・

半壊 19棟・流失 44棟・床上浸

水 125棟・床下浸水 108棟 

昭和 13年 

10月 14日 

～15日 

日雨量 

450㎜ 

最大風速 

20m/s 

住宅全半壊 45戸、死者 8人、

浸水家屋 740戸、重軽傷者 34

人 

昭和 26年 

10月 14日 

ルース台

風 

海岸線一帯住家全壊 60棟・ 半

壊 133棟・流失 29棟 

昭和 24年 

 6月 20日 

（台風デラ） 

日雨量 

232㎜ 
  

昭和 34年 

10月 16日 
台風 18号 海岸提 

昭和 24年 

 8月 15日 

（台風ジュデ

ス） 

連続雨量 

513㎜  

最大風速   

20m／ｓ 

  

昭和 38年  

2月 12日 

神之浜火

災 

死者 3名・5棟全焼 

根占・田代の応援あり 

昭和 25年 

 9月 13日 

（台風ギジ

ア） 

日雨量 

232㎜ 

最大風速 

26m/s 

  

昭和 26年 

10月 14日 

（台風ルー

ス） 

日雨量 

360㎜ 

最大風速 

40m/s 

  

昭和 41年 

7月 7～9日               
集中豪雨 

8日～9日日雨量 362mm、遊喜村

町営住宅全壊外住家全壊 14

棟・半壊 7棟・床上浸水 19棟 

被害総額 148,168千円 

昭和 29年 

 8月 15日 

（台風 5号） 

日雨量 

350㎜ 

最大風速 

25m/s 

  

昭和 44年 

8月 21～22日               
台風 9号 

21日～22日連続雨量 196mm、  

住家全壊 3棟半壊 24棟・ 

床下浸水 5棟 

被害総額 83，425千円  

昭和 29年 

 9月 7日 

（台風 13号） 

日雨量 

106㎜ 

最大風速 

20m/s 

  

昭和 46年  

8月 5日 
台風 19号   

昭和 29年 

 9月 12日～

14日 

（台風 12号） 

連続雨量 

350㎜ 

最大風速   

20m/s 

  



120 

 

昭和 51年  

9月 9日 
台風 17号 

9日～13日雨量 437mm  床下浸

水 18棟 

昭和 30年 

 9月 28日～

30日 

（台風 22号） 

連続雨量

384㎜ 

最大風速

50m/s 

校舎全壊 260坪、半壊 153坪、

軽傷 8人、住宅全壊 113戸、

半壊 409戸、非住家全半壊 684

戸、橋梁流出 2箇所、道路決

壊 20箇所、耕地流出埋没 

昭和 54年  

9月 30日 
台風 16号 

29日～30日日雨量 137mm  床

上浸水 1棟・床下浸水 6棟  

被害総額 584，694千円 

昭和 39年 

 8月 16日 

連続雨量 

316.5㎜ 

最大風速 

43m／ｓ 

軽傷 2人、住家全半壊 10戸、

非住家全半壊 30戸、耕地流出

35㏊、道路河川決壊１１箇所 

昭和 54年 

10月 18日 
台風 20号 

床上浸水 1棟・床下浸水 1棟 

 被害総額 179，109千円 

昭和 41年 

 7月 8日 

連続雨量 

551㎜ 

住家全壊 2戸、非住家半壊 7

戸、軽傷 1人、田代中 

耕地決壊 1箇所、道路決壊 51

箇所、用水路決壊 1箇所、農

地埋没 10㏊ 

昭和 55年 

10月 13日 
台風 19号 

13日 時間雨量 81.5mm  

床上浸水 1棟・床下浸水 1棟   

被害総額 687,827千円 

昭和 43年 

 9月 24日 

（台風 16号） 

日雨量 

76㎜ 

大原小学校ガラス被害、住家

半壊 1個所 

昭和 57年  

8月 25～27日 
台風 13号 

落河崖崩れで 1名死亡 

床下浸水 1棟 

昭和 43年 

 9月 28日 

連続雨量 

159㎜ 

床上浸水 8戸、床上浸水 32

戸、山下橋（永久橋）流出、

道路決壊 22箇所、水田流出 5

㏊、水田埋没 8㏊、普通水稲

冠水 65㏊ 

昭和 60年 

8月 31日 
台風 13号 

住家全壊 1棟・半壊 1棟・ 

一部破損 263棟 

被害総額 270,771千円 

昭和 46年 

 8月 3日 

（台風 19号） 

3日 31㎜ 

4日 164㎜ 

5日 426㎜ 

6日 69㎜ 

死亡 1名（白桃進氏）8月 5

日、午前 5時 50分 

大根占～田代間道路不通土木

災害 20件、耕地災害 15件 

その他農産物被害甚大 

平成元年 

7月 27日 
台風 11号 

床下浸水 1棟   

被害総額 351,376千円 

昭和 51年 

 9月 9日 

（台風 17号） 

連続雨量

550㎜ 
  

平成 2年  

9月 18日 
台風 19号 

被害総額（農産被害中心）

453,980千円 

昭和 53年 

 7月 27日～

28日 

（台風 8号） 

連続雨量

571㎜ 
  

平成 2年  

9月 29日 
台風 20号 

床上浸水 4棟・床下浸水 6棟被

害総額 608,198千円 

昭和 54年 

9月 26日～30

日（台風16号） 

連続雨量

400㎜ 

床上浸水 2戸、床下浸水 16

戸、道路決壊 50箇所河川決壊

6箇所被害総額 172,962千

円 

平成 2年 

10月 6日 
台風 21号 

被害総額（農産被害中心）

180,531千円  

昭和 54年 

10月 16日･19

日（台風20号） 

連続 331㎜ 

18日 247㎜ 

道路決壊 5箇所、橋梁決壊 1

箇所 

被害総額  6,707千円 

平成 3年  

9月 27日 
台風 19号 

被害総額（農産被害中心）

113,865千円 

昭和 55年 9月

10日･11日 

（台風 13号） 

  

道路決壊 2箇所、橋梁決壊 1

箇所 

被害総額 60,108千円 
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平成 4年  

2月 24日 

山之口火

災 

死者 2名  住家 2棟 

非住家 2棟全焼 

昭和 55年 10

月 13日･14日 

（台風 19号） 

連続 189㎜ 

日   50㎜ 

道路決壊 4箇所 

被害総額 149,181千円 

平成 5年  

8月 9日 
台風 7号 

9日～10日 日雨量 186.5mm 重

傷者1名軽傷者3名 住家全壊 5

棟・半壊 1棟・床下浸水 11棟 

被害総額 141,247千円 

昭和 56年 7

月 30日･31日 

（台風 10号） 

連続 163㎜ 
田冠水５㏊、河川決壊３箇所 

被害総額 13,436千円 

平成 5年  

9月 3日 
台風 13号 

2日～3日 日雨量 240mm   

軽傷者４名 

住家半壊 12棟・床下浸水 8棟・ 

一部破損 387棟  

被害総額 1,073,893千円 

昭和 57年 

 8月 25日･27

日（台風13号） 

日雨量 310

㎜ 

家屋全壊 1棟､家屋一部破損 7

棟、公共建築物破損 20棟、床

下浸水 8棟、道路決壊 10箇所 

被害総額 26,821千円 

平成 6年  

3月 25日 
  

気象観測機器設置 

雨量・風速 

2,183,600円 

昭和 57年  

8月 30～31日 

（台風 13号） 

連続 120㎜ 

30日 26㎜ 

31日 94㎜ 

最大風速  

15m/s 

住家半壊 2棟、一部破損 34

棟、非住家全壊 15棟、半壊 7

棟、一部破損 48棟、公共建物

一部破損 5棟、文教施設 4箇

所、道路決壊 3箇所、崖崩 10

箇所 

被害総額 368,106千円 

平成 6年  

6月 13日 

６・１３豪

雨 

被害総額 700,000円 

待機：総務・企画・建設・農整 

昭和 62年 

 7月 15～17

日（台風 5号） 

15日 32㎜ 

16日 146㎜ 

17日 135㎜ 

道路決壊 3箇 

河川決壊 4箇所 

被害総額 12,900千円 

平成 6年  

8月 12～13日 
台風 14号 

全職員自宅待機被害総額４

7,182,000円 

平成元年 7月

27～28日（台

風 11号） 

連続 412㎜

27日 142㎜ 

28日 270㎜ 

住家一部破損 14棟、非住家一

部破損 3棟、水田冠水 16㏊、

畑流出･埋没 10㏊、道路 9箇

所、文教施設 2箇所、河川 2

箇所、崖崩 18箇所被害総額 

164,295 千円 

平成 7年  

9月 23日 
台風 14号 被害なし 

平成元年  

9月 19日 

（台風 22号） 

連続 84㎜ 

18日 23㎜ 

19日 61㎜ 

最大風速

14m/s 

河川決壊 1箇所、道路決壊 1

箇所 

被害総額 25,409 千円 

平成 8年  

7月 18日 
台風 6号 

負傷者 1名 

被害額：農産物352,555千円 林

産物  34,000千円 

施 設 64,764千円 

住 家  4,759千円 

非住家 10,040千円  

全戸停電 

平成 2年 

 9月 18～19

日（台風19号） 

連続 208㎜ 

17日 20㎜ 

18日 80㎜ 

19日 

108㎜ 

田冠水 3㏊、道路決壊 2箇所 

避難者 5世帯 13人（2箇所） 

被害総額 42,497 千円 
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平成 8年  

8月 8日 
台風 12号 

避難者 18世帯 34名 

住家被害 18万円 

非住家被害 112,000円 

農産物 6,249千円 

道路 2,000千円 

平成 2年 

 9月 29日 

（台風 20号） 

29日           

269㎜ 

最大時間雨

量 

9月 29日 15

時 43㎜ 

住家全壊１棟（3人）、床上

浸水 6棟（15人）、床下浸水

43棟（98人）非住家一部破損

１棟、水田埋没 9.3㏊、冠水

17.6㏊、畑埋没 9.3㏊、道路

決壊 52箇所、崖崩 54箇所、

河川決壊 2箇所 

被害総額 561,406千円 

平成 9年  

6月 27～28日 
台風 8号 農産物被害 227,514千円 

平成 2年 

10月 6～ 7日 

（台風 21号） 

連続 117㎜ 

6日 12㎜ 

7日 105㎜ 

道路決壊 3箇所、河川決壊 2

箇所 

避難者 9世帯 18人（2箇所） 

被害総額 28,608千円 

平成 9年  

9月 14～16日 
台風 19号 

総雨量 619mm 

最大瞬間風速 50.4km/S 

時間最大雨量 54mm 

被害 2棟半壊・4棟一部破損・

床下浸水 32棟 被害総額

564,227千円 

平成 3年  

8月 20～23日 

（台風 12号） 

連続 207㎜ 

22日 125㎜  

道路決壊 3箇所、納地崩壊 3

箇所 

被害総額 27,467千円 

平成 16年 

8月 30日 
台風 16号 

避難勧告発令 

神川中、上、新町 

平成 3年  

8月 28～29日 

（台風 13号） 

連続 185㎜ 

28日 165㎜ 

農林水産施設 

被害総額 3,000千円 

平成 16年 

9月 6日 
台風 18号   

平成 3年  

9月 12～14日

（台風 17号） 

連続 72㎜ 
農産物被害被害総額 6,844千

円 

平成 16年 

9月 29日 
台風 21号   

平成 3年  

9月 25～29日 

（台風 19号） 

連続 68㎜ 

道路決壊 2箇所、橋梁決壊 2

箇所、畜舎 2棟 

被害総額 14,005千円 

平成 16年 

10月 20日 
台風 23号   

平成 4年  

8月 7～8日 

（台風 10号） 

連続 149㎜ 

道路決壊 7箇所、護岸決壊 1

箇所、畜舎 4棟 

被害総額 44,982千円 

平成 17年  

3月 22日 
  

田代町と大根占町合併により 

錦江町誕生 

平成 5年  

8月 9～10日 

（台風 7号） 

連続 267㎜ 

住家一部損壊 7棟、非住家公

共施設半壊 1棟、一部破損 6

棟、公共建築物以外半壊 1棟、

公立文教施設その他総額

97,819 千円 

自主避難 4箇所 23人 

      

平成 5年  

9月 3日 

（台風 13号） 

連続 123㎜ 

軽傷 7人、住家全壊 5棟、半

壊 7棟、一部破損 111棟、非

住家公共建築物半壊 1棟、一

部破損 6棟、公共建築物以外

全壊 40棟、半壊 10棟、一部

破損 60棟、文教施設 6箇所、

公共土木その他 

被害総額 1,696,528千円 
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平成 6年  

8月 13日 

（台風 14号） 

連続 230㎜ 

住家一部破損 11棟、道路破損

4箇所、河川 1箇所 

被害総額 28,199千円 

      

平成 8年  

7月 18日 

（台風 6号） 

連続 247㎜

最大風速

37m/ｓ 

住家一部破損 2棟、非住家公

共建築物以外全壊 3棟、半壊

1棟、一部破損 2棟、文教施

設 7箇所、道路 9箇所、河川

5箇所、田流出･埋没 3㏊畑流

出･埋没１㏊、崖崩 1個所、電

話不通 25回線被害総額 

735,907千円 

      

平成 8年  

8月 14日 

（台風 12号） 

連続 191㎜ 

農林水産業施設 16,500千円 

農産被害   18,846千円 

その他      120千円 

崖崩れ１個所、停電 26戸 

      

平成 9年  

6月 27日 

（台風 8号） 

連続 140.5

㎜ 

時間 21.0㎜ 

農林水産業施設  200千円 

公共土木施設   4,300千円 

農産物被害  58,561千円 

      

平成 9年 

9月 15～16日 

（台風 19号） 

14日～16日

の連続雨量

717mm 

最大日雨量

386mm 

時間最大雨

量 16日

4:00～5:00

で 49mm 

最大瞬間風

速 16日 8:00

～9:00で

45m 

気圧 16日

7:00～9:00

で 952hPa 

死亡者 3名、負傷者 3名 

全壊 4棟、半壊 1棟、一部損

壊 1棟、床上浸水 2棟、床下

浸水 6棟 

避難者 65世帯 120名 
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錦 江 町 

年   月   日 災  害  名 災害の状況 災害の概況 

平成 17年 9月 5日～ 

6日 
台風 14号 

連続雨量 689mm 

最大瞬間風速 54ｍ 

災害警戒本部 

9月 4日 12：00～ 

5日 9：00 

災害対策本部 

9月 5日 9：00～ 

7日 15：00 

避難者数（大根占 170名）（田代 61名） 

全壊 11棟、半壊 3棟、一部損壊 46棟、床

上浸水 3棟、床下浸水 29棟 

道路決壊等 26ヶ所 

避難勧告（城ヶ崎自治会 9世帯 15名・神ノ

川流域 31世帯 51名） 

平成 18年 8月 17～ 

18日 
台風 10号 

  
14世帯 14人避難 

平成 18年 9月 17日 台風 13号   58世帯 90人避難 

平成 19年 6月 22日 豪 雨 

  

総雨量 218.5mm 時間最大雨量 

床上床下浸水発生 

城ケ崎（国道 269号崩壊）5日間通行止め 

平成 19年 7月 13日 

台風 4号 

 (マンニィ

ー)   

  

平成 19年 8月 2日 
台風 5号 

(ウサギ)   
  

令和 2年 7月 8日 令和 2年 

7月豪雨 

数日来の降雨により、

国道 269号線（城ケ崎）

斜面が崩落 

災害警戒本部 

7月 8日 08:00～ 

7月 10日 15:55 

 城ケ崎付近の 03:00～

07:00までの 5時間累計

雨量 138mm 

 斜面崩落に軽自動車 1台が巻き込まれ道

路下へ転落。負傷者:1名 

城ケ崎（国道 269号線）11日間通行止め。 
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（第２章 第２節 第５項関連）別表第３ 

 

錦江町無線施設一覧 

 

１ 錦江町防災行政無線通信施設 

親 局 錦江町役場 

中継局 ＭＣＡ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ業務用移動通信・横尾岳） 

 

２ 屋外受信子局設置場所 

番号 地 区 場   所 番号 地 区 場   所 

１ 

大根占地区 

山之口公民館 １８ 

池田地区 

川北公民館 

２ 大橋公民館 １９ 笹原公民館 

３ 大根占小学校 ２０ 壱崎公民館 

４ 錦江町役場 ２１ 半下石公民館 

５ 上之宇都 ２２ 段中野（鹿屋吾平佐多線沿） 

６ 塩屋公民館 ２３ 

宿利原地区 

大尾公民館 

７ 

神川地区 

鳥浜公民館 ２４ 岩元公民館 

８ 神川上公民館付近 ２５ 才原公民館 

９ にしきの里 ２６ 笑 喜 

１０ 皆倉公民館 ２７ 宿利原小学校 

１１ 神川中原公民館 ２８ 厚ヶ瀬公民館 

１２ 桜原神社 ２９ 

田代地区 

田代支所 

１３ 運動公園 ３０ 大原公民館 

１４ 

池田地区 

安水公民館 ３１ 花瀬公園管理事務所 

１５ 大久保公民館 ３２ 鶴園公民館 

１６ 白井公民館 ３３ 表木グラウンド 

１７ 崩原 ３４ 内ノ牧 
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（第２章 第３節 第１項関連）別表第４ 
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（第３章 第１節 第７項関連）別表第５ 

 

災害対策本部の非常招集要領 

 

１ 平常勤務時間中の場合 

  平常勤務時間中は、口頭又は庁舎内電話により次の系統により伝達する。 

（１）災害対策本部 

   災害対策本部長（町長）又は副本部長（副町長） → 総務管財対策部長（総務課長）

→ 本部連絡班長（防災・交通担当）→人事班長（総務ＴＬ）→ 防災専門監 

                           

      消防団長 

                      各対策部長 → 各班長 → 配備要員 

   消防団本部 → 各分団長 

対策副部長 → 各班長 → 配備要員 

（２）災害対策支部 

災害対策支部長（支所長）→ 支部連絡班長（民生ＴＬ） 

支部各対策部長 → 各班長 → 配備要員 

              支部総務管財対策副部長（観光交流課長） → 商工班長 → 配備要員 

 

２ 休日又は退庁後の場合  

  気象庁等 → 守衛室 → 支所守衛室  

災害対策支部長  → 前項（２）に同じ。 

総務管財対策部長（総務課長）→ 前項（１）の「※」以降に同じ。 

                災害対策本部長（町長）及び副本部長（副町長） 

 

３ 休日又は退庁後における各対策部の召集方法 

  各対策部（課）において作成した非常参集連絡網等に従い、電話、メール及び

ＳＮＳ等のあらゆる手段を用いて、確実かつ効率よく連絡を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 
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（第３章 第２節 第５項関連）別表第６ 

 

防災気象情報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

一般住民 所在官公署 自治会長 

職 員 各対策部長 

教育委員会 

消防団長 

消防団 

錦江町 

消防・防災係（警備員） 
総務課長 副町長 町 長 

鹿児島地方気象台 

NHK他放送局 NTT鹿児島支店 鹿児島県 危機管理防災課 県警察本部 第１０管区海上保安本部 

航行船舶 

在港船舶関係機関 

錦江警察署 大隅地域振興局 

大隅肝属地区消防組合 
各駐在所 

大根占小学校 

神川小学校 

宿利原小学校 

田代小学校 

大原小学校 

錦江中学校 

田代中学校 

鹿児島きもつき農業協同組合 

九州電力送配電㈱ 鹿屋配電事業所 

大根占土地改良区 

おおすみ・岬漁業協同組合 

： 必要に応じて報告・通報 

 ： 携帯電話への連絡・通報 
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（第３章 第３節 第３項 関連）別表第７ 

災   害   調   査   票 

調 査 

地区名  
災害名 

 
 調 査 員 名 

 
調査年月日 年   月   日  時   分 現在 

罹  災  者  等 

被 災 

原 因 

発 生 

日 時 

人  的  被  害 
住   家 

非 住 家 

 の   別 

建  物  等  の  被  害 被 害 状 況 の 詳 細 

世 帯 主 
構 成 

員 数 

連 絡 先 

（電 話 等） 

死 者

数 

行 方 

不 明 

者 数 

負傷者数 
全 壊 

大規模

半 壊 
半 壊 

半壊に

至らず 

（農地・農作物・道路・河川 

・山崩れ等の被害を含む。） 重傷 軽傷 

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

         住 ・ 非 ・ その他         

129 
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（第３章 第６節 第２項及び第４項関連）別表第８ 

 

避難情報発表基準 

１ 「警戒レベル３、高齢者等避難」の発表基準等 

（１）発表基準表 

対象災害 地域等 判断基準 

暴風災害 対象地域（全般） 

〇 風速が継続して強くなり、災害の発生、町

民の生命財産に危険が近づいてきたと判断

されるとき。（風速 20m/s 程度となり、さら

に風が強まると予想される等、これ以上の天

候悪化が要配慮者の避難に影響を及ぼす恐

れが生じたとき。） 

豪雨災害 

（土砂災害） 
対象地域（全般） 

〇 大雨警報（土砂災害）が発表されるなど、

短時間に災害の発生が予想される場合（連続

雨量が 100mm を超える又は時間雨量が 50mm

を超えると予想される等、これ以上の天候悪

化が要配慮者の避難に影響を及ぼす恐れが

生じたとき。） 

〇 気象庁防災情報提供システム、鹿児島県河

川砂防情報システム等から、２時間先までに

大雨警報（土砂災害）の警報基準に達すると

予想される場合 

洪水・高潮 

災害 

神ノ川周辺地区 

〇 洪水警報が発表されるなど、神ノ川が氾濫

注意水位（2.5m）を超え 2.8m に達し、さら

に増水が予想されるとき。 

〇 気象庁防災情報提供システムで神ノ川の

流域雨量指数を確認し、２時間先の予報が

「基準Ⅱ」を上回った場合 

神ノ川以外の河川周辺 

○ 洪水警報が発表されるなど、雄川及び麓川

の水位が堤頂を超えることが予想される場

合 

河川域以外の沿岸地域  高潮警報（2.4m）が発表されたとき。 

津 波 
海岸沿い地域、 

河口から内陸部 

 「南海トラフ地震臨時情報」発表の場合 

なお、警戒レベルは付さないで発表する。 

その他 

の場合 
 

○ 警戒体制に入り、近隣周辺市町等の状況か

ら判断して危険が予想されるとき。 

○ 気象庁災害情報提供システム及び鹿児島

県河川砂防情報システム等による指標を考

慮し、これ以上の天候悪化が要配慮者の避難

に影響を及ぼす恐れが生じたとき。 

（２）町民に求められる行動 

   避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者は、安全な場所にある

知人宅又は計画された避難所等への避難行動を開始し、避難行動要支援者以外
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の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始する。 

   避難が必要と考える者は自主避難を行う。 

 

２ 「警戒レベル４、避難指示」の発表基準等 

（１）発表基準表 

対象災害 地域等 判断基準 

暴風災害 対象地域（全般） 

高齢者等避難発表基準を超え、風速 20m/sを超え

更に風が強まる等、災害の発生が予想され、町民等

の生命・身体に危険が及ぶと予想されるとき。 

豪雨災害 

（土砂災害） 
対象地域（全般） 

○ 前日までの連続雨量が 100mm 以上となり、当日

の雨量が 50mm を超え、さらに時間雨量 30mm 以上

の強い雨が予想されるとき。 

○ 前日までの連続雨量が 40～100ｍｍ以内である

が、当日雨量が 80mmを超え、時間雨量 30mm以上

の強い雨が予想されるとき。 

○ 前日まで降雨がない場合であっても、当日の雨

量が 100mm を超え、時間雨量が 30mm 以上の強い

雨が予想されるとき。 

〇 土砂災害警戒情報の発表や気象庁防災情報提

供システム及び鹿児島県河川砂防情報システム

等から、大雨警報（土砂災害）の危険度分布やス

ネーク判定図で２時間先までに土砂災害警戒情

報の基準（ＣＬ）に達すると予想される場合 

洪水・高潮 

災害 

神川地区 

 神ノ川が水位 3m を突破し、さらに増水が予想さ

れ、氾濫危険水位（3.5m）に到達することが見積も

られるとき。 

〇 気象庁防災情報提供システムで神ノ川の流域

雨量指数を確認し、２時間先の予報が「基準Ⅲ」

を上回った場合 

その他の河川域 

及び沿岸地域 

 増水が続き、洪水並びに高潮の危険（2.4m以上）

が迫ってきたとき。（満潮と南西風の卓越が重なっ

た時はさらに警戒を要する。） 

津 波 
海岸沿い地域、 

河口域から内陸部 

 津波注意報以上が発表されたとき。 

 なお、警戒レベルは付さないで発表する。 

その他 

の場合 
 

○ 警戒体制が続き、近隣周辺市町等においても状

況が高齢者等避難の段階から悪化し、相当な危険

が近づいていると判断されるとき。 

○ 土砂災害警戒情報や気象庁防災情報提供シス

テム及び鹿児島県河川砂防情報システムによる

危険指標を考慮し、避難指示の発表が必要と判断

されるとき。 

○ 避難指示を発表した地域の避難行動が芳しく

ない場合には、重ねて避難指示を発表すると共

に、災害発生の可能性について警告を発する。 
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（２）町民に求められる行動 

   通常の避難行動ができる者は、安全な場所にある知人宅又は計画された避難

所等への速やかに避難行動を開始するとともに、この段階で避難を完了する。 

   洪水、高潮などの場合においては、住宅構造の高層化や想定される浸水深が

明らかな場合は、災害リスクのある地域に所在する住宅・施設等において上階

への避難や高層階へ留まること等による「屋内安全確保」を可とする。 

ただし、洪水の水流による家屋の流出や地盤の流出による家屋の倒壊などの

恐れがなく、浸水深よりも高い位置に居室を持ち、かつ、洪水又は高潮の水が

引くまでの間を凌ぐための十分な飲料水や食料等を確保しており、洪水又は高

潮による孤立に耐えられる場合以外は、安全な場所又は指定避難所等への立退

き避難を行うものとする。 

津波については、必ず立退き避難を行う。 

 

３ 「警戒レベル５、緊急安全確保」の発表基準 

（１）発表基準 

  災害対策本部（支部）が氾濫発生情報又は大雨特別警報の発表や管轄地域内

で災害が発生したことを確認した場合、防災無線等を通じて住民に対して災害

の発生について情報を発表することを基準とする。また、災害の発生が切迫し

ており、緊急の避難若しくは住民自身が緊急の安全確保を行うよう指示する必

要が生じた場合にも発表する。 

（２）住民に求められる行動 

   未だ避難していない対象地域の住民は、緊急の避難を行うか、安全な場所に

移動する。屋外に出ること自体が危険と判断した場合は、生命を守る最善の行

動（洪水、高潮については、建物の最上階又は屋根・屋上等への移動や近隣の

少しでも高い若しくは頑丈な施設等への移動を行い、加えて、土砂災害の危険

からの回避手段としては、最上階の崖とは反対側の部屋への移動等を行う。 

 

４ 自主避難の目安（土砂災害） 

  住民は、以下の現象を目撃（又は聴知）したら、速やかに自主避難を行うとと

もに、その情報を遅滞なく役場又は警察・消防等へ通報する。（災害対策基本法

第５４条） 

（１）崖崩れ 
  ア 崖に亀裂ができる。 
  イ 崖から水が湧いてくる。 
  ウ 崖から小石がパラパラ落ちてくる。 
（２）地すべり  



133 

 

  ア 池や沼の水位が急に減ったり増えたりする。また、井戸水が濁るなど、地
下水の様子に変化が起きる。 

  イ 地面に亀裂が生じる。 
  ウ 地面の一部が落ち込む、又は盛り上がる。 
（３）土石流 
  ア 立木の裂ける音が聞こえる。大きな岩が下流へ流れる音が聞こえる。 
  イ 渓流の流水が急激に濁りだす。また、流木が混ざり始める。 

ウ 降雨が続いているにも関わらず、渓流の水位が急激に低下し始める。（上流

で崖等の崩落が発生し、流れが堰き止められている恐れがあるため。）  

（４）洪 水 

  ア 河川堤防にひび割れが生じた。 

  イ 急激な河川の増水が生じた。 

（５）その他 

   災害による被災を避けるため、必要と判断した場合 
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（第３章 第１３節 第３項関連）別表第９ 

 

主食の在庫場所及び連絡先一覧 

在 庫 場 所 所 在 地 電話番号 備 考 

前田商店 城元 526 22－0138  

飯隈商店 城元 303-2 22－0021  

徳留工業 神川 3117 22－0587  

毛下酒店 城元 5343 29－0234  

原田商店 神川 7517 23－0260  

鹿児島きもつき農協根占支所 南大隅町根占川北 1729 24－3131 食糧庁の許可が必要 

ケーオー・ニシムタ大根占店 城元 333 22－2111  

タイヨー大根占店 馬場 2096-1 22－2294  

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰほりうち 田代川原 231-1 25－3211  

ストアーくまさき 田代麓 739 25－2278  
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（第３章 第１３節 第３項関連）別表第１０ 

 

他の主食（パン）、副食及び調味料等の在庫場所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 庫 場 所  所 在 地 電 話 番 号   調達品目 

新鮮倶楽部おおやま 城元 895-2 22－0047 缶詰等 

ケーオー・ニシムタ大根占店 城元 333 22－2111 〃 

タイヨー大根占店 馬場 2096-1 22－2294 〃 

前田商店 城元 526 22－0138 〃 

原 菓子舗 神川 54-1 22－0014 〃 

菓心まとはら 城元 815 22－2133 〃 

山ケ城商店 城元 816 22－0125 〃 

毛下酒店 城元 5343 29－0234 〃 

原田商店 神川 7517 23－0260 〃 

ﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟひごし 田代麓 1450 25－3245 〃 

ストアーくまさき 田代麓 739 25－2278 〃 

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰほりうち 田代川原 231-1 25－3211 〃 

スーパーマルマサ 田代麓 4876 25－3025 〃 
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（第３章 第１４節 第２項関連）別表第１１ 

衣料品等調達先一覧 

調  達  先 所在地 電話番号 調達品目  

タイヨー大根占店 馬場 2096-1 22－2294 毛布、シャツ、作業服、子供服他 

ケーオー・ニシムタ大根占店 城元 333 22－2111 〃 

ラモーダひさなが 城元 627 22－0031 〃 

福山商店 神川 3333 22－0229 〃 

日の出屋 田代麓 652-1 25－2029 〃 

ひごし衣料品店 田代川原 474 25－2173 〃 

 

（第３章 第１４節 第２項関連）別表第１２ 

日用品等調達先一覧 

調  達  先 所在地 電話番号 調達品目  

ホームセンターひろくま 馬場 422-5 22－2345 鍋、釜、バケツ、食器他 

(有)カネヤマ 馬場 263 22－0101 〃 

ケーオー・ニシムタ大根占店 城元 333 22－2111 〃 

コメリハード＆グリーン大根占店 馬場 2141 28－3611 〃 

 

（第３章 第１４節 第２項関連）別表第１３ 

応急復旧資材等調達先一覧 

調  達  先 所在地 電話番号 調達品目 

(有)カネヤマ 馬場 263 22－0101 釘、トタン等 

ケーオー・ニシムタ大根占店 城元 333 22－2111 〃 

コメリハード＆グリーン大根占店 馬場 2141 28－3611 〃 

 

 

（第３章 第１５節 第４項関連）別表第１４ 

建設資材（木材）調達先一覧 

調  達  先  所 在 地 電話番号 備  考 

原一林業㈱ 田代麓 5138-759 25－2543 木材製品 

原一林業㈱川原製材所 田代川原 674 25-1333 〃 
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（第３章 第１７節 第４項関連）別表第１５ 

 

１ 町内医療機関一覧 

名  称 所在地 電話番号 診 療 科 目 病床数 

肝属郡医師会立病院 神川 135-3 22-3111 総 合 １９６ 

大根占医院 馬場 445-2 22-2658 外 科 ０ 

長浜医院 城元 895-12 22-0137 内科､外科､耳鼻咽喉科 ０ 

藤崎ｸﾘﾆｯｸ 城元 96-6 22-0116 内科・外科 ０ 

濵畑ｸﾘﾆｯｸ 田代川原 403 25-2575 外科・整形外科 ０ 

 

２ 県救護班一覧 

施 設 名  所 在 地 電話番号 備  考 

日赤鹿児島県支部 鹿児島市鴨池新町 1－5 099-452-0600  

鹿屋医療センター 鹿屋市札元 1-8-8 0994-42-5101  

 

３ 医療、助産資材調達先一覧 

調 達 先 所 在 地 電 話 番 号  調  達  品  目  

川口薬局 馬場 423-3 22－2265  包帯、ガーゼ、脱脂綿、ヨードチンキ他 

川越薬局 城元 585-1 22－0005 〃 

〃 城元 734 22-3316 〃 

〃 城元 100-5 28-3155 〃 

川田薬局 城元 812 22－0104 〃 

セイムス 城元 1101-1 28－3922 〃 

コスモス 馬場 351-1 28-3011 〃 

おおすみ薬局 田代川原 433-4 25-1446 〃 

 

（第３章 第１８節 第２項関連）別表第１６ 

 

仮設トイレ等貸し出し業者一覧 

業 者 名 所 在 地 電 話 番 号  

第一機械産業㈱ 南大隅町根占川北 8480 0994-24-5520 

(有)ベルキャンバス鹿児島 鹿屋市西祓川 165-1 0994-40-2004 

㈱ベルキャンバス 鹿屋市大浦町 11479-16 0994-45-6162 
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（第３章 第１９節 第４項関連）別表第１７ 

 

町内建設業者一覧 

建 設 業 者 名 所  在  地 電 話 番 号  

㈱桑原組 城元 520－1 22－0218 

㈲矢崎組 城元 1045 22－0240 

㈲馬込建設 馬場 4474-1 29－0259 

㈲大山組 城元 100－5 22－0338 

㈱松下工務店 神川 2279 22－2525 

㈲大栄建設 馬場 2652－1 22－2436 

一花建設（株） 馬場 56 番地 3 22－3920 

㈱田代建設 田代麓 3105 25－2132 

㈱三共建設 田代麓 3355－1 25－2551 

柴立建設㈲ 田代川原 5170－ロ 25－3077 

㈲丸重建設 田代麓 3297－5 25－2562 

㈲徳留工業 神川 3117 22-0587 

丸三建設 馬場 2708 22-2492 
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（第３章 第２１節 第４項関連）別表第１８ 

町有車輌及び事業用車両一覧 

１ 町有車両一覧 

所轄課名 用途種別 乗車定員 登録番号 通称等 備 考 

総務課 

マイクロバス ２９ 
鹿児島 22 
す 1768 

  

普通乗用車 ５ 
鹿児島 300 
む 4576 

プリウス リース 

普通乗用車 
（ワゴン） ５ 

鹿児島 501 
ほ 6774 

カローラ リース 

普通乗用車 
（ワゴン） ８ 

鹿児島 501 
ち 3095 

ステップワゴン  

軽乗用車 ４ 
鹿児島 480 
て 5850 

グランドゴルフ号  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
く 5903 

 旧地籍号 

政策企画課 軽ワゴン ４ 
鹿児島 43 
か 9090 

  

未来づくり課 
乗用車 ５ 

鹿児島 480 
な 9834 

アクア  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 501 
め 766 

ハイゼット  

住民税務課 

軽乗用車 ４ 
鹿児島 581 
ふ 9740 

 徴 収 

軽トラック ２ 
鹿児島 43 
か 9091 

 環境衛生 

２ｔダンプ ３ 
鹿児島 400 
せ 3264   

塵芥車 ３ 
鹿児島 800 
す 4393   

介護福祉課 

 

ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ １０ 
鹿児島 300 
み 847 

ハイエース 
（ファソラ） 

 

軽貨物 ２ 
鹿児島 480 
え 7520 

 
後部座席 
乗車不可 

軽貨物 ２ 
鹿児島 480 
え 7521 

 
後部座席 
乗車不可 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
き 6827 

福祉号  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 43 
さ 9532 

  

軽乗用 ４ 
鹿児島 582 
け 2401 

 リース車両 

軽貨物箱型 ４ 
鹿児島 480 
ほ 1937 

 リース車両 

軽貨物箱型 ４ 
鹿児島 480 
ほ 1938 

 リース車両 

軽乗用 ４ 
鹿児島 53 
け 5561 

 社協から借受 

軽貨物 ４ 
鹿児島 480 
け 1140 

 社協から借受 

健康保険課 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
て 267 

  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
は 5765 

  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
て 2285 

診療所号  

産業振興課 乗用車 ５ 
鹿児島 301 
す 159 

スバル 基 盤 
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軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
ま 1998 

ダイハツ 基 盤 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
な 8869 

ダイハツ 林 務 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
な 8870 

ダイハツ 茶 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
え 2301 

スバル 畜 産 

建設課 

乗用車 ５ 
鹿児島 301 
す 4662 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
す 3216 

 住宅管理 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
ひ 4135  水道事業 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
め 6575  

水道事業 
（支所から） 

軽トラック ２ 
鹿児島 480 
そ 8977  水道事業 

ダンプカー ３ 
鹿児島 46 
ふ 9034 

 シルバー人材 
センターへ貸与 

教育課 

スクールバス ２９ 
鹿児島 200 
さ 890   

スクールバス ２９ 
鹿児島 200 
さ 889   

スクールバス ４６ 
鹿児島 200 
は 176   

普通乗用車 ７ 
鹿児島 300 
に 3117   

軽トラック ２ 
鹿児島 480 
せ 3240 キャリー  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
て 1535   

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 

に 76   

軽乗用 ４ 
鹿児島 581 
た 8437 ムーブ  

普通貨物 ３ 
鹿児島 100 
す 5830  給食運搬車 

普通貨物 ３ 
鹿児島 100 
す 5831  給食運搬車 

普通貨物 ３ 
鹿児島 100 
す 5832  給食運搬車 

住民生活課 

普通乗用 ５ 
鹿児島 502 
さ 5020 

ヴィッツ  

軽乗用 ４ 
鹿児島 580 
え 5946 

ムーブ  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
は 2461 

ハイゼットカーゴ  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
は 2621 

エブリィ  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
つ 9681 

 保健指導車 

普通ワゴン １０ 
鹿児島 300 
み 4311  ハイエース 

福祉バス ２３ 
鹿児島 22 
す 7598   

マイクロバス ２６ 
鹿児島 580 
す 1627   

観光交流課 

軽乗用 ４ 
鹿児島 580 
え 5946 

ムーブ  

軽トラック ２ 
鹿児島 480 
ね 1159 キャリー  

普通乗用車 
（ワゴン） ５ 

鹿児島 501 
も 9252 

カローラ 
フィールダー 
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産業建設課 

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
そ 5904 

  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
そ 8262 

  

軽ワゴン ４ 
鹿児島 480 
ぬ 7956 

  

軽トラック ２ 
鹿児島 480 
ち 4698   

 

２ 事業用車輌一覧 

調 達 先 所 在 地 電話番号 車 種 備 考 

㈱染川産業 城元 837-4 22－0029 トラック  

楠元運送㈲ 田代川原 5710 25－3848 〃  

その他、車輌の調達については、別表第１７「町内建設業者一覧」にある業者に

要請するものとする。 

 

 

  （第３章第２１節第５項関連）別表第１９ 

町内船舶一覧 

所 有 者 所在地 電話番号 備 考 

㈱染川産業 城元 837-4 22－0029  

㈲坂下水産 鳥浜 750-15 22－0708  

その他、必要に応じ町漁業協同組合員所有船（電話 22－0043）、町遊漁船協会会

員船（事務局電話 22－0517）に要請依頼をする。 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

（第３章 第２２節 第３項関連）別表第２０ 

 

関係自衛隊及び災害派遣要請機関の連絡先一覧 

 

自衛隊等要請関係機関 
所 在 地 電話番号 

県防災 

無線番号 自衛隊及び関係機関各部 主管課 

陸上自衛隊 

第１２普通科連隊 
本部第３科 

霧島市国分福島 

2丁目 4-14 

 099-546-0350 

 内線 380 

1 -1-5021  

(2) 

海上自衛隊 

第１航空群 

司令部幕僚室 

（群当直士官） 

鹿屋市 

西原 3-11-2 

0994-43-3111 

内線 2222 又は 2223 

 1 -1-5951  

(2) 

自衛隊 

鹿児島地方協力本部 
総務課 

鹿児島市 

東郡元町４番 1号 

 099-226-5560 

   226-5561 

 

 

国土交通省九州整備局 

大隅河川国道事務所 
－ 

肝属郡肝付町 

1013-1 

0994-65-2541  

鹿児島県 危機管理防災局 危機管理課 
鹿児島市 

鴨池新町 10-1 

 099-286-2111 

 直通 286-2256 

 1(2)-311- 

 7-2111.814 

〃  環境生活部 生活文化課 〃  直通 286-2518 
 1(2)-311- 

 7-2140 

〃  保健福祉部 社会福祉課 〃  直通 286-2824 
 1(2)-311- 

 7-2517 

〃     農政部 農政課 〃  直通 286-3085 
 1(2)-311- 

 7-2617 

〃     土木部 
監理課 

河川課 
〃 

 直通 286-3483 

 直通 286-2586 

 1(2)-311- 

 7-3063 

〃  林務水産部 林務水産課 〃  直通 286-3327 
 1(2)-311- 

 7-2961 

〃  教育委員会 総務福利課 〃  直通 286-5188 
 1(2)-311- 

 7-3813 

〃     出納室 会計課 〃  直通 286-3765 
 1(2)-311- 

 7-3231 

〃    警察本部 警備課 〃  直通 206-0110 
 

 

大隅地域振興局 

総務企画部 
総務企画課 

鹿屋市 

打馬 2-16-6 
 代表 0994-52-2083 

 1(2)-331- 

8-331-803 
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（第３章 第２２節 第８項関連)別表第２１ 

 

錦江町ヘリコプター臨時発着場一覧 

発着場 所在地 緯度／経度 備   考（ft）は、およその対地高度 

錦江中学校 

校 庭 

錦江町

城元 

940 

31°14.5 N／

130°47.3 E 

E側高い丘、S側校舎（60ft）、W側体育館（40ft）照

明塔（N,NE,SE側 40ft）、S側に立木（50ft）、地質：土。 

進入方向：SEから。面積：UH×2機 orCH-47×1機 

錦江町 

運動公園 

錦江町

神川 

1807－3 

31°15.1 N／

130°48.3 E 

陸上ﾄﾗｯｸ照明なし。野球場 N 及び S側に照明（40ft）。

地質：芝・土｡進入方向：W側からのみ。面積：UH×4

機 orCH-47×2機｡ｱｸｾｽ道路は広いが途中に土石流警戒

区域あり。併設の｢ｻﾝﾄﾞｰﾑ｣は物資の一時集積のみ可 

旧神川中学校 

校 庭 

錦江町

神川 

3306－4 

31°16.3 N／

130°47.6 E 

NSEW側に照明（40ft）、N側校舎と体育館（30ft）、S

側は高い立木（40ft）。地質：芝・土。進入方向：EorW

側から（特に夜間は W側。ただし照明塔あり。）。面積：

UH×4機 orCH-47×2機。標高低く水災時は使用不可の

可能性大。ｱｸｾｽ道路が狭隘 

池田運動公園 

（旧池田中学校） 

（池田林業ｾﾝﾀｰ） 

錦江町

城元 

5600 

31°14.5 N／

130°52.0 E 

NSEW側に照明（40ft）、N側に旧校舎と体育館（30ft）｡

地質：芝。進入方向：N,W,SW方向から（照明塔に注意）。

面積 UH×2機 orCH-47×1機。ｱｸｾｽ道路狭隘 

宿利原校区 

運動公園 

（宿利原研修ｾﾝﾀｰ） 

錦江町

神川 

7257 

31°26.9 N／

130°83.2 E 

S&E 側に照明（40ft）、E側に建物、S側に高い立木

（40ft）。地質：土。進入方向:W⇔Nのみ。面積：UH×2

機 orCH-47×1機。ｱｸｾｽ道路狭隘（大型ﾄﾗｯｸ不可） 

田代中学校 

校 庭 

田代麓 

5624 

31°11.8 N／

130°50.6 E 

S側に校舎と体育館と照明（40ft）。周囲に立木（20

～30ft）。地質：土。進入方向：S側以外。面積：UH×1

機 orCH-47×1機。ｱｸｾｽ道路急勾配。駐車ｽﾍﾟｰｽ狭隘 

田 代 

中央運動公園 

錦江町

田代麓 

674－1 

31°12.0 N／

130°50.6 E 

NSEW側に照明（30ft）、地質：芝（ﾄﾗｯｸ内）。進入方

向は NW～S側から（W⇔SW側に高い立木あり（80ft））。

面積 UH×1機 orCH-47×１機。ｱｸｾｽ道路は広いが、物資

集積能力なし。完全舗装駐車場隣接 

旧大原中学校

校 庭 

錦江町

田代麓 

4567 

31°10.0 N／

130°52.7 E 

照明なし。N側に旧校舎等（40ft）、S側に立木（20ft）。 

地質：土（水はけ悪い）。面積：OH-6 ｸﾗｽ小型ﾍﾘに限り

昼間 1機のみ発着可。ｱｸｾｽ道路非常に狭隘。物資集積

能力なし。 

花瀬自然公園 

多目的広場 

錦江町

田代 

川原 

31°09.9 N／

130°51.0 E 

照明なし。NE側丘陵地、SE 側立木（20ft）。進入方

向 NE側以外。地質：芝。面積：UH×2orCH-47×1。ｱｸｾ

ｽ道路広い。物資集積能力なし。 
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（第３章 第２３節 第３項関連）別表第２２ 

 

町内文具店一覧 

調 達 先 所在地 電話番号 調 達 品 目  

大山文具店 本 町 22－3121  ノート、鉛筆、消しゴム等学用品全般 
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改定記録 

改定年月日 改定理由 改定方法 改定者 

2019.3.14 法令等改正のため。 防災会議承認 防災専門監 

2020.4.17 避難勧告等基準改正のため。 防災会議会長専決 防災専門監 

2021.11.1 災害対策基本法等改正のため。 防災会議会長専決 防災専門監 

2023.6.29 災害救助法等改正のため。 防災会議会長専決 防災専門監 

    


